
埼玉県マスコット 
コバトン＆さいたまっち

第４期埼玉県教育振興基本計画（案） 
（令和６年度～令和１０年度） 

県民の皆様の御意見をお寄せください。 

「第４期埼玉県教育振興基本計画（案）」に対する御意見をお待ちしています。 

（別紙様式があります。） 

  郵 送  〒330-9301（住所は省略できます。） 

  埼玉県教育政策課 政策担当宛て 

  ＦＡＸ  ０４８－８３０－４９５０ 

メール  a6992-02@pref.saitama.lg.jp 

※ いずれも件名を「第４期埼玉県教育振興基本計画（案）」としてください。

※ 必ず住所・氏名を明記してください。

※ 郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で提出してください。

電話等による口頭での意見はお受けできないので、御了承ください。

○御意見の募集期間：令和５年１１月１５日（水）まで（当日消印有効）

○県民の皆様の御意見をいただき、県議会の議決を経て計画を策定する予定です。

○いただいた御意見の概要と、それに対する県の考え方などを公表します。

○計画案は埼玉県のホームページでも御覧いただけます。

http://www.pref.saitama.lg.jp/f2203/4th-keikaku/iken.html
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１ 計画の趣旨・性格・期間  

(1) 計画策定の趣旨 

本県では、平成３１年度（２０１９年度）から令和５年度（２０２３年度）まで、

「第３期埼玉県教育振興基本計画―豊かな学びで 未来を拓
ひ ら

く埼玉教育―」（以下「第

３期計画」という。）において、確かな学力や豊かな心、健やかな体の育成など、

１０の目標を掲げ、教育の振興に取り組んできました。 

例えば、確かな学力の育成については、小・中学校において「埼玉県学力・学習状

況調査＊」を実施し、その調査結果の分析から見いだされた効果的な取組を各学校で

共有するとともに、高等学校においては、「協調学習＊」に取り組み、生徒の「主体

的・対話的で深い学び＊」の実現に向けた授業改善を図るなど、各校種において指導

の工夫・改善を着実に進めてきました。 

第３期計画期間内には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、数度に

わたり緊急事態宣言が発令されました。学校では、令和２年３月から５月まで臨時

休業となり、その後も、体験的な活動を制限されるなど、教育活動の一部に支障が

生じました。 

一方で、ＧＩＧＡスクール構想＊によって整備されたＩＣＴ＊環境を活用し、児童

生徒一人一人の学習進度や興味・関心に合わせた学びや、児童生徒同士の相互のや

り取りの中で理解を深める学習が行われるようになりました。日々の実践の中でデ

ジタル技術の良さを生かし、コロナ禍＊以前の学校とは大きく異なる多様な教育活動

が生み出されています。 

その他、少子高齢社会の到来や、急速なグローバル化の進展、超スマート社会

（Society 5.0）＊の実現に向けたデジタル技術の発展など、社会が大きく転換して

いる中で、教育には、子供たちの、社会の変化に対応し、自ら課題を発見し解決する

力や、多様な価値観を持つ人々と協働しながら新たな価値を創造する力を育むこと

が求められています。 

このように、社会の変化とともにこれからの時代を生き抜き、社会を担う子供た

ちの力を育んでいく教育の果たす役割がますます重要になっていく中、本県の今後

５年間の教育に関する基本的な計画として、令和６年度(２０２４年度）を計画の初

年度とする「第４期埼玉県教育振興基本計画」（以下「第４期計画」という。）を策

定します。 

第４期計画では、教育を取り巻く社会の動向や第３期計画の成果と課題などとと

もに、「埼玉県５か年計画～日本一暮らしやすい埼玉へ～（令和４年度～令和８年度）」
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（以下「埼玉県５か年計画」という。）や「埼玉教育の振興に関する大綱」を踏まえ、

また国の新たな「教育振興基本計画」も参考にしながら、ＳＤＧｓ＊の達成年限であ

る２０３０年や、更には日本の高齢者人口がピークとなる２０４０年を見据えた中

長期的な視点に立ち、今後５年間に取り組む本県教育の目標と施策の体系を示して

いきます。 

 

(2) 計画の性格 

ア 教育基本法に基づく本県の教育振興基本計画 

「教育基本法」に基づく教育振興基本計画として、令和５年(２０２３年）６月

に策定された国の新たな「教育振興基本計画」（令和５年度（２０２３年度）～令

和９年度（２０２７年度））を参考に、本県教育の振興を図るために定める基本的

な計画です。 

教育行政の関係者はもとより、教育に関わる全ての人々が、教育の意義や方向

性を共有しながら、これからの埼玉教育の未来を共に描き、創っていくための共

通の指針としていきます。 

 

イ 埼玉県５か年計画を踏まえた教育行政分野における計画 

県政全般の総合的な計画である埼玉県５か年計画を踏まえた、教育行政分野に

おける計画です。 

 

(3) 計画期間 

令和６年度(２０２４年度）から令和１０年度(２０２８年度）までの５年間です。 
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２ 第３期計画の検証～成果と課題～ 

第３期計画では、「豊かな学びで 未来を拓
ひ ら

く埼玉教育」を基本理念に掲げ、それ

を踏まえた１０の目標の下に３０の施策と１５５の主な取組を設定し、様々な事業に

取り組んできました。 

また、３０の施策には３８の施策指標を設定し、その達成状況等から、それぞれの

施策の進捗状況を検証してきました。 

令和４年度末(２０２２年度末）における３８の施策指標の達成状況は、計画策定

時の数値から目標値に向けて上昇しているものが２２、そのうち目標値を達成してい

るものが７、下降又は同値であるものは、新型コロナウイルス感染症対策のための学

校の臨時休業や教育活動の制限などから１６となっています。 

目標値を達成している７の施策指標のうち、１００％を目標値としていた施策につ

いては、達成した内容の維持向上や更なる質の充実を目指して取組を進め、それ以外

の施策については更に指標の数値を向上させることを目指して取組を進めていきます。 

ここでは、第３期計画の１０の目標ごとに代表的な施策を取り上げ、令和４年度末

(２０２２年度末）現在の主な成果と課題を示します。 

 

(1) 目標Ⅰ 確かな学力の育成 

本県では、平成２７年度（２０１５年度）から、小学４年生から中学３年生までを

対象に「埼玉県学力・学習状況調査＊」を実施し、児童生徒の学力と各学校の指導な

どとの関係を客観的なデータに基づいて分析しています。分析結果から見いだした

より効果的な施策や指導を全県で共有し、児童生徒一人一人の学力を伸ばしていま

す。 

この調査は、「学習した内容がしっかりと身に付いているのか」という今までの視

点に、「一人一人の学力がどれだけ伸びているのか」という視点を加えることで、児

童生徒の成長していく姿が見える本県独自の調査です。 

この「埼玉県学力・学習状況調査＊」では、様々な難易度を設定した国語、算数・

数学の問題に対する正誤の状況によって、学力レベルを１２段階に分けて測定して

います。小学４年生から６年生まで及び中学１年生から３年生までの各２年間で、

国語及び算数・数学の学力レベルを、１２段階中、２段階以上伸ばした児童生徒の

割合は、平成２９年度（２０１７年度）は小学校６０．７％、中学校３２．９％でし

たが、令和４年度（２０２２年度）は小学校５７．４％、中学校３２．６％と、それ

ぞれ３．３ポイント、０．３ポイント下降しました。 

これまでの調査の分析結果から、「主体的・対話的で深い学び＊」の実践が、自己
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効力感ややり抜く力といった児童生徒の非認知能力＊などの向上を通じて、学力の向

上につながることが分かっています。令和４年度（２０２２年度）の全国学力・学習

状況調査＊では、国語、算数・数学の全ての教科で全国平均正答率（公立）を上回っ

ており、今まで積み重ねてきた各市町村や学校の学力向上に関する取組の成果が表

れ、児童生徒の学力が着実に向上していると考えられます。 

一方で、学力を１２段階中２段階以上伸ばした児童生徒の割合がやや下がってい

る要因は、小・中学校ともに「主体的・対話的で深い学び＊」の実現に向けた授業改

善がまだ十分ではないことなどが考えられます。そのため、「主体的・対話的で深い

学び＊」の実践を更に充実させることが必要です。 

 

「埼玉県学力・学習状況調査＊」において、 

学力を１２段階中２段階以上伸ばした児童生徒の割合 

 

●「埼玉県学力・学習状況調査＊」において、小学校４年生から６年生まで及び中学校１

年生から３年生までの２年の間に、国語及び算数・数学の学力を１２段階中２段階以

上伸ばした児童生徒の割合。 

（出典）「埼玉県学力・学習状況調査＊」（埼玉県） 
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(2) 目標Ⅱ 豊かな心の育成 

本県では、児童生徒の豊かな人間性や社会性を育むため、発達段階に応じた様々

な体験活動を推進するとともに、本県独自に作成した教材を活用した道徳教育や、

読書活動を推進してきました。 

また、児童生徒が社会の一員として責任のある態度が取れるようにすることを目

指して、基本的な生活習慣や学習習慣の中から、これだけは身に付けさせたい事柄

を各学年１２項目の「規律ある態度」として設定しています。この「規律ある態度」

のうち、小学校２年生から中学校３年生までの８割以上が身に付けている項目数の

割合は、平成２９年度（２０１７年度）は小学校９３．３％、中学校９１．７％でし

たが、令和４年度（２０２２年度）は小学校８１．７％、中学校８６．１％と、それ

ぞれ１１．６ポイント、５．６ポイント下降しました。 

小・中学校ともに、「登校時刻」や「ていねいな言葉づかい」、「集団の場での態度」

といった項目は、第３期計画期間を通して全ての学年で８割を上回っています。一

方で、第３期計画策定前からの課題である「話を聞き、発表する」等に加え、「整理

整頓」において、８割を下回った学年が増加した結果、割合が下がっています。コロ

ナ禍＊において、児童生徒への指導が行き届きにくかったことや、発表する機会が減

少したことなどが要因と考えられます。 

引き続き、児童生徒が「話を聞き、発表する」や「整理整頓」といった、学習の決

まりや行動の仕方を身に付けられていると実感できるように、体験活動や道徳教育

などを推進していく必要があります。 

また、いじめを許さない意識の醸成や、スクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーの配置等、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に取り組むなど、生

徒指導の充実を推進しました。 

県内公立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校における令和２年度

（２０２０年度）と令和３年度（２０２１年度）の各年度のいじめ認知件数のうち、

それぞれ翌年度７月末までに解消された件数の割合は、令和２年度（２０２０年度）

は９６．５％でしたが、令和３年度（２０２１年度）は９８．０％となっています。 

解消率が上昇した要因として、「いじめ防止対策推進法」に基づく対応や、重大な

事態に至らないよう初期段階からの積極的な対応が徹底されるなど、学校現場にお

いて丁寧な対応が取られたことなどが考えられます。 

引き続き、いじめの未然防止に取り組み、いじめを生まない環境づくりを進める

ことが大切です。その上で、いじめの解消率１００％を目指し、教職員の意識向上

や、スクールカウンセラー等の専門職の配置充実など教育相談体制の充実を図って

いく必要があります。 
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児童生徒の８割以上が身に付けている「規律ある態度」の項目数の割合 

 

 
●県が設定した「規律ある態度」（各学年１２項目）のうち、小学校２年生～中学校３年生

の８割以上が身に付けている項目の割合。 

（出典）「埼玉県学力・学習状況調査＊」（埼玉県）及び「『規律ある態度』調査」（埼玉県）  

 

 

いじめの解消率 

 

 

●県内公立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校におけるいじめの認知件数のうち、

認知年度内に解消された件数の割合。 

（出典）「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学省） 
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(3) 目標Ⅲ 健やかな体の育成 

本県では、「埼玉県児童生徒の新体力テスト」において一人一人の目標が設定でき

る体力プロフィールシートを活用してきめ細かな指導を行うとともに、教員対象の

実技研修会等の実施などを通して、児童生徒の体力の向上と学校における体育的活

動の充実を推進してきました。 

「埼玉県児童生徒の新体力テスト」の５段階絶対評価で上位３ランク（Ａ＋Ｂ＋

Ｃ）の児童生徒の割合が学校種別の目標値（小学校８０％、中学校８５％、全日制

高等学校９０％）に到達した学校の割合は、平成２９年度（２０１７年度）は小学

校７５．１％、中学校６３．８％、全日制高等学校５０．７％でしたが、令和４年度

（２０２２年度）は小学校４１．４％、中学校２１．７％、全日制高等学校

３８．２％となっています。 

割合が減少した要因は、新型コロナウイルス感染症対策のため、学校における運

動会、体育祭などの体育的行事を含めた体力向上に対する取組が減少していること

が挙げられます。令和３年度（２０２１年度）においても、体力向上に対する取組を

コロナ前の状況に戻すことができなかった学校が多い状況でしたが、令和４年度

（２０２２年度）以降は新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら取組状況は

戻りつつあります。 

体力の向上には、自発的に体を動かすことが重要です。発達段階に応じた楽しさ

や喜びを知り、運動やスポーツを好きになることで、自発的に体を動かすことにつ

ながります。運動やスポーツが好きな児童生徒を増やすためにも、体育の授業や体

育的行事をより充実させる必要があります。 
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体力テストの５段階絶対評価で目標を達成した学校の割合 

 

 

●体力テストの５段階絶対評価で上位３ランク（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）の児童生徒の割合が校種別

の目標値（小学校 80％、中学校 85％、全日制高等学校 90％）に到達した学校の割合。 

（出典）「埼玉県児童生徒の新体力テスト」（埼玉県） 
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(4) 目標Ⅳ 自立する力の育成 

本県では、児童生徒が将来、社会人・職業人として自立できるよう、産業界等と

連携したキャリア教育＊の実施や、地域の企業等と連携した実践的な職業教育＊、特

別支援学校高等部の生徒への多角的な就労支援などを推進してきました。 

国立教育政策研究所生徒指導研究センターによる「インターンシップ＊の実施状況

調査」における公立高等学校（さいたま市立を除く。）の職場体験やインターンシッ

プ＊の実施率は、平成２８年度（２０１６年度）は８０．２％でしたが、令和４年度

（２０２２年度）は２７．５％となっています。 

企業等で就業体験を行うインターンシップ＊は、新型コロナウイルス感染症の影響

によって、企業等での就業体験を中止する学校が多かったことから、実施率は策定

時を大きく下回りました。インターンシップ＊を中止した学校においては、その代替

としてオンラインによる工場見学や企業等との情報交換会を行うなどの方法でキャ

リア教育＊を実践しました。 

就職前に、企業や業界を理解することができるインターンシップ＊は、勤労観・職

業観の育成に有効であり、コロナ禍＊で減少したインターンシップ＊を増やしていく

必要があります。 

また、県立特別支援学校高等部の生徒のうち、一般就労を希望した生徒が卒業す

る時点で一般就労できた割合（内定を含む。）は、平成２９年度（２０１７年度）は

８３．２％でしたが、令和４年度（２０２２年度）は８５．９％となっています。 

障害者の一般就労に当たっては、企業側にとっては障害特性を把握するため、ま

た障害者にとっては業務内容を把握するとともに自己の職業への適性に対する理解

を深めるため、現場実習を経るケースが一般的です。新型コロナウイルス感染症の

感染拡大で、現場実習の実施を控える企業等もありましたが、障害者の雇用を希望

する企業等に働き掛け、新規実習先を開拓したことが前述の割合の上昇につながり

ました。 

引き続き、新規実習先・就労先の開拓に向けて、企業等向け学校公開の実施や経

済団体等との連携強化などを進める必要があります。 
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職場体験やインターンシップ＊を実施した高等学校の割合 

 

●国立教育政策研究所生徒指導研究センターのインターンシップ＊の実施状況調査におけ

る公立高等学校（さいたま市立を除く。）の実施率。 

（出典）「職場体験・インターンシップ＊実施状況調査」（国立教育政策研究所生徒指導・進

路指導研究センター） 

 

特別支援学校高等部で一般就労を希望する生徒の就職率 

 

 
●県立特別支援学校高等部の生徒のうち、一般就労を希望した生徒が卒業する時点で一般

就労できた割合（内定を含む。）。 

（出典）埼玉県による実績調査 
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(5) 目標Ⅴ 多様なニーズに対応した教育の推進 

本県では、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置等による

教育相談体制の充実や、多様な学びの場＊における効果的な教育活動の研究など、不

登校児童生徒への支援、高校中途退学防止の取組を行ってきました。 

１年度内に３０日以上欠席した公立小・中学校の児童生徒の割合（病気や経済的

な理由によるものを除く。）は、平成２９年度（２０１７年度）は小学校０．３７％、

中学校２．８４％でしたが、令和３年度（２０２１年度）は小学校０．９０％、中学

校４．４６％となっています。 

教職員がスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携し、教育相

談体制の充実に取り組んでいるものの、不登校に対する社会の見方が「問題行動」

から「理解し、受容するもの」へと変化していることや、コロナ禍＊での生活習慣の

乱れ、学校生活で様々な制限がある中で交友関係を築きにくいことなどから、近年、

不登校児童生徒数は全国的にも増加しています。 

不登校児童生徒に対する支援においては、予兆への対応を含めた初期段階からの

組織的かつ計画的な支援が重要であるため、教育相談体制の充実に引き続き取り組

むとともに、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関

する法律」の趣旨を踏まえ、多様で適切な教育機会を確保していくことが必要です。 

公立高等学校における全日制・定時制別の中途退学者の割合は、平成２９年度

（２０１７年度）は全日制０．９１％、定時制８．００％でしたが、令和３年度

（２０２１年度）は全日制０．７９％、定時制６．６１％となっています。 

高校中途退学防止に向けた面談や家庭訪問、学び直し指導などきめ細かな支援の

結果、数値は改善しています。 

引き続き、スクールカウンセラー等の専門職や関係機関等と連携し、個々の生徒

の状況に応じた支援を行う必要があります。 

また、基礎学力に課題がある生徒や日本語指導が必要な児童生徒を支援するため、

学習サポーターの配置や国際交流員の派遣などを行ったほか、ヤングケアラー＊への

支援として元ヤングケアラー＊等を講師とする出張授業などを行い、一人一人の状況

に応じた支援を推進しました。 

外国人児童生徒等に対する日本語指導のための研修を受講した教員数は、令和元

年度（２０１９年度）の１０１人から、３年間で２９９人増え、令和４年度

（２０２２年度）には累計で４００人となっており、目標値の５００人に向けて教

員数が着実に増加しています。 

教育をめぐるニーズは多様化しており、一人一人の状況に応じた教育を更に進め

る必要があります。 
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不登校（年間３０日以上）児童生徒の割合 

 
●１年度内に３０日以上欠席した公立小・中学校の児童生徒の割合（病気や経済的な理

由による者を除く。）。 

（出典）「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学

省） 

 

公立高等学校における中途退学者割合 

 

●公立高等学校における全日制・定時制別の中途退学者の割合。 

（出典）「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（文部科学

省） 
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日本語指導に関する研修を受講した教員数 

 

 

●外国人児童生徒等に対する日本語指導のための研修を受講した教員数。 

（出典）埼玉県による実績調査 
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(6) 目標Ⅵ 質の高い学校教育のための環境の充実 

本県では、優れた教職員を確保するため、大学生に教員という職業の魅力を伝え

る「彩の国かがやき教師塾＊」の実施や、教員養成大学との連携協定に基づく教職の

魅力発信等の取組の実施などに取り組んでいます。また、教職員の資質・能力を向

上させるため、教職員研修や教員同士が学び合うネットワークの構築、「埼玉県学力・

学習状況調査＊」のデータから見えてきた優れた指導技術の共有などを行っています。 

「主体的・対話的で深い学び＊」に関する研修を受講し、その視点で授業を行った

教員数は、平成２９年度（２０１７年度）の７，０５７人から、５年間で６，０８７

人増え、令和４年度（２０２２年度）には累計で１３，１４４人となっています。 

引き続き、「主体的・対話的で深い学び＊」の充実を図るとともに、１人１台端末

の活用などを通じてその実践を更に効果的なものとするために、児童生徒がＩＣＴ＊

を活用して学びを深めることができるよう、全ての教員のＩＣＴ＊活用指導力を向上

させることも必要です。 

また、授業改善や校務効率化を図るための県立学校におけるＩＣＴ＊環境整備など、

学習環境の整備・充実を推進してきました。 

ホームルームで使用している普通教室において無線ＬＡＮが利用できる環境にあ

る県立高等学校の割合は、平成２９年度（２０１７年度）は０％でしたが、令和２年

度（２０２０年度）には１００％を達成しました。 

今後、児童生徒１人１台端末の本格的な活用が進む中、教員のＩＣＴ＊活用指導力

を高めるとともに、より高度な利用に堪えうる無線ＬＡＮ環境を構築するなど、学

校教育の質を高めていく必要があります。 
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「主体的・対話的な深い学び」に関する研修を受講し授業を行った教員数 

 

 

●「主体的・対話的な深い学び」に関する研修を受講し授業を行った教員の人数。 

（出典）埼玉県による実績調査 

 
 

普通教室において無線ＬＡＮが利用できる環境にある県立高等学校の割合 

 

 
●ホームルームで使用している普通教室において無線ＬＡＮが利用できる環境にある県

立高等学校の割合。 

（出典）埼玉県による実績調査 
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(7) 目標Ⅶ 家庭・地域の教育力の向上 

本県では、埼玉県家庭教育アドバイザー＊の養成を進め、県内各地域における「親

の学習＊」の推進や地域子育て支援拠点＊への支援に取り組んできました。 

埼玉県家庭教育アドバイザー＊が「親の学習＊」プログラムを活用して行う「親の

学習＊」講座の年間実施回数は、平成２９年度（２０１７年度）は１，６９７回でし

たが、令和４年度（２０２２年度）は９８８回となっています。 

「親の学習＊」には、子育て中の親を対象とした「親が親として育ち、力をつける

ための学習」と、近い将来親となる中学生や高校生を対象とした「親になるための

学習」があります。子供と一緒に行う「ふれあい遊び」体験や、実際の子育ての様子

を疑似体験するロールプレイなど、人と直接関わることで参加者の理解が深まる体

験的な講座が中心となっています。コロナ禍＊においては、対面での実施には大幅な

制限を受けており、令和４年度（２０２２年度）においても新型コロナウイルス感

染症の感染拡大前と比較すると依然として少ない状況でした。一方で、オンライン

でも「親の学習＊」が実施できるよう講座内容を工夫し、埼玉県家庭教育アドバイ

ザー＊向けに研修を実施した上で、代替可能な範囲で一部の講座をオンラインで実施

しました。 

対面での講座内容・実施方法の工夫や、オンライン講座で代替可能な範囲を検討

するなど、ポストコロナ＊においても家庭の教育力向上に取り組む必要があります。 

また、「学校応援団＊」や放課後子供教室＊の活動など地域学校協働活動＊の推進や、

コミュニティ・スクール＊の設置推進などに取り組むことで、地域と連携・協働した

教育を推進してきました。 

小・中学校におけるコミュニティ・スクール＊の数は、令和８年度（２０２６年度）

までに全ての小・中学校（令和５年度（２０２３年度）当初時点で１，０４４校）に

導入することを目指している中、平成３０年度（２０１８年度）の２８１校から、令

和４年度（２０２２年度）には７７２校となっています。（この指標は埼玉県５か年

計画にも記載されています。） 

第３期計画期間中、国の補助金を活用してコミュニティ・スクール＊の充実を目指

す市町村を支援したことや、市町村の担当者等を対象とした研修会や導入事例の紹

介を行ったこと、未導入市町村を訪問し導入に向けての支援をしたことなどから、

導入校数が大きく伸びました。コミュニティ・スクール＊の趣旨について更に理解が

進み、全ての小・中学校で導入されるように、引き続き市町村への支援を行う必要

があります。 
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「親の学習＊」講座の年間実施回数 

 

 
●埼玉県家庭教育アドバイザー＊が「親の学習＊」プログラムを活用して行う「親の学

習＊」講座の年間実施回数。 

（出典）埼玉県による実績調査 

 

 

小・中学校におけるコミュニティ・スクール＊の数 

 

 

●小・中学校におけるコミュニティ・スクール＊の数。 

（出典）「コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の導入・推進状況等調査」

（文部科学省） 
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(8) 目標Ⅷ 生涯にわたる学びの推進 

本県では、県民の学びを支える環境を整備するとともに、学びの成果の活用を促

進するため、情報発信サイト「生涯学習ステーション」による指導者やイベント、講

座などの生涯学習に関する情報の提供や、げんきプラザを活用した体験活動の充実、

県立図書館における県民のチャレンジ支援の充実、学びを活用した地域課題解決へ

の支援などに取り組んできました。 

県政サポーターアンケートにおいて、「この１年くらいの間に『生涯学習活動』を

したことがある」と回答した人の割合は、平成２９年度（２０１７年度）は

６７．７％でしたが、令和４年度（２０２２年度）は７４．６％となっています。 

令和４年度（２０２２年度）のアンケートにおける「どのような施設や場所を使っ

て活動を行ったか」という質問に対して、前年度と比べて音楽ホールなどの「文化

施設」や「オンライン」といった選択肢が一定程度伸びを示しています。新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大による影響が３年目となる中で、オンラインコンテンツ

の活用が進むとともに、社会経済活動の再開に伴い、コンサート等への参加者数が

増加していることなどが全体の伸びにつながっているものと推察されます。 

１年間に生涯学習活動に取り組んだ人の割合の更なる向上に向けて、県民一人一

人のニーズに応じた生涯学習情報を、より多く提供していく必要があります。 

 

１年間に生涯学習活動に取り組んだ人の割合 

 

 

●県政サポーターアンケートにおいて、「この１年くらいの間に『生涯学習活動』をした

ことがある」と回答した人の割合。 

（出典）「県政サポーターアンケート」（埼玉県） 
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(9) 目標Ⅸ 文化芸術の振興 

本県では、文化芸術活動を充実するため、埼玉県芸術文化祭の開催や県立博物館

等における魅力ある企画展等の実施、子供たちに対する教育普及活動などに取り組

んできました。また、令和元年度（２０１９年度）に埼玉県文化財保存活用大綱を

策定し、地域の潜在的な文化財の掘り起こしやその魅力発信を行うとともに、市町

村における文化財保存活用地域計画の策定やその推進を支援してきました。加えて、

県立博物館等における企画展等の実施などで、伝統文化の保存と持続的な活用を推

進してきました。 

県立博物館等における入館者数、出前講座参加者数、出張展示観覧者数などの年

間利用者数は、平成２９年度（２０１７年度）は９１．５万人でしたが、令和４年度

（２０２２年度）は６２．８万人となっています。 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う休館など、影響が最も大きかった令和２年

度（２０２０年度）を底に、回復傾向にはあるものの、社会経済活動の停滞の影響に

よって、策定時を下回る利用者数となっています。 

利用者の増加に向けて、各館の企画展等の内容を更に魅力的にするとともに、そ

の情報をより多くの県民に届けることが課題です。また、デジタルを活用した展示

方法の提供など、博物館等の新しい利用方法についても検討する必要があります。 

 

県立博物館等の年間利用者数 

 

 
●県立博物館等における入館者数、出前講座参加者数、出張展示観覧者数などの年間利

用者数。 

（出典）埼玉県による実績調査 
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(10) 目標Ⅹ スポーツの推進 

本県では、スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ＊への支援や、県民総合ス

ポーツ大会の開催、プロスポーツチーム等との連携によるイベントの開催等に取り

組むことで、県民がスポーツに親しむことができるよう、様々なスポーツ・レクリ

エーション活動を推進してきました。 

スポーツを週１回以上行う２０歳以上の県民の割合（スポーツ実施率）は、平成

２９年度（２０１７年度）は５０．２％でしたが、令和４年度（２０２２年度）は

５７．８％となっています。 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて伸び悩んでいるものの、ラグビーワー

ルドカップ２０１９＊や東京２０２０オリンピック・パラリンピック＊によってスポー

ツへの関心が高まり、スポーツ実施率は上昇基調にあります。一方で、年代別に見

ると、３０代～５０代の働き盛り・子育て世代は、仕事や家事が忙しいため、スポー

ツ実施率が低くなっています。 

今後は、誰もが生涯にわたって充実したスポーツライフを送れるように、スポー

ツ実施率が低い世代のニーズに応じたスポーツ機会の提供促進などに取り組む必要

があります。 

 

スポーツを週１回以上行う２０歳以上の県民の割合（スポーツ実施率） 

 

 

●県政世論調査で週に１回以上スポーツをすると答えた２０歳以上の県民の割合。 

（出典）「県政世論調査」（埼玉県） 
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３ 教育を取り巻く社会の動向と社会状況の変化 
(1) 人口減少と人口構造の変化 

本県の人口は令和３年（２０２１年）の７３４．３万人（埼玉県推計人口）まで増加

を続けてきましたが、令和４年（２０２２年）には７３３．１万人と減少に転じ、令

和２２年（２０４０年）には約６８５万人に減少すると予想されています。年齢区

分では、０歳から１４歳までの年少人口は、減少が続いており、令和５年（２０２３

年）で８６．０万人です。今後も緩やかな減少を続け、令和２２年（２０４０年）に

は約７５万人になると見込まれています。また、１５歳から６４歳までの生産年齢

人口は、平成１２年（２０００年）をピークに減少が続いており、令和５年

（２０２３年）で４５４．３万人です。令和２２年（２０４０年）には約３８０万人

まで減少する見通しです。 

一方、６５歳以上の高齢者は、令和５年（２０２３年）で１９７．８万人であり、

令和２２年（２０４０年）には約２３０万人に増加することが見込まれ、県民の３

人に１人が高齢者となる見込みです。 

また、本県における在留外国人数は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて

一時減少したものの、令和４年（２０２２年）には約２１．３万人と過去最高にな

り、平成３０年（２０１８年）と比べ約３．２万人増加しています。 

（出典：国立社会保障・人口問題研究所ホームページ（http://www.ipss.go.jp/） 

    「在留外国人統計」出入国在留管理庁 (http://www.moj.go.jp)） 

 

(2) 経済・雇用情勢の動きと格差の固定化・再生産 

令和２年（２０２０年）、新型コロナウイルス感染症の世界的流行によって、経済

活動は制限され、国際社会は未曾有の経済停滞にさらされました。  

このことは我が国の経済にも甚大な影響をもたらし、急激かつ大幅な景気後退に

至りました。令和４年（２０２２年）以降、緩やかに持ち直していますが、ロシアの

ウクライナ侵略等による原材料価格の上昇や円安による輸入物価の上昇は国内物価

を上昇させ、家計・企業の活動などに影響を与えています。 

県の「埼玉県経済動向調査」によると、本県の経済も新型コロナウイルス感染症

の影響で厳しい状況が続いていましたが、回復への動きが見られるとされています。 

また、同調査では、令和５年（２０２３年）３月の有効求人倍率（季節調整値、

新規学卒者を除きパートタイム労働者を含む。）は１．０４倍、県内を就業地とする

求人数を用い算出した就業地別の有効求人倍率は１．１７倍など、本県の雇用情勢

は、緩やかに持ち直しているとされています。 

https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/toukei_ichiran_touroku.html
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さらに、令和４年（２０２２年）就業構造基本調査（総務省）によると、県内の

雇用者に占める非正規雇用者の割合は、３３．５％と全国よりも１．９ポイント高

くなっているとされています。 

このような状況の中、日本では、不安定な非正規雇用の増加や格差の固定化の懸念

が指摘されています。 

令和４年（２０２２年）国民生活基礎調査（厚生労働省）によると、全国の子供の

相対的貧困＊率は１１．５％であり、約９人に１人の子供が相対的貧困＊状態にあると

されています。また、いわゆるひとり親家庭（大人が一人で子供がいる現役世帯）の

相対的貧困＊率は４４．５％と、ひとり親家庭の半数近くが相対的貧困＊状態にあると

されています。 

貧困家庭の子供は、経済的困窮を背景に教育や体験の機会に乏しく、地域や社会か

ら孤立し、様々な面で不利な状況に置かれてしまう傾向にあると言われています。貧

困家庭で育った子供が、十分な教育を受けられないことで進学や就職で不利になり、

収入の高い職に就けないなど、親の代から貧困が連鎖してしまうという問題が指摘さ

れています。 

 

(3) 身近に迫る脅威と新たな社会への進展 

ロシアによるウクライナ侵略などの国家間の政治的・経済的な緊張や紛争、テロリ

ズム、新型コロナウイルス感染症の流行などが原因で、世界的に不安定な状況が続い

ています。このような状況は、グローバル化の進展に伴い強まった世界の国々の国際

貿易などの相互依存関係とともに、世界経済にだけでなく、原材料や製品の生産コス

トの上昇による物価高騰など、ひいては私たちの生活にも影響を与えています。 

また、近年、気候変動の影響から、自然災害が激甚化・頻発化していることが指摘

されており、地球温暖化の進行に伴って、この傾向が続くことが見込まれています。

今後発生が想定されている首都直下地震や南海トラフ地震等の大規模地震や火山噴火

などもあり、災害への備えが必要です。今後も更に高まる自然災害リスクと正面から

向き合い、将来予測される被害を回避・軽減するために、あらゆる努力が求められて

います。 

このような状況の中、学校においても児童生徒の安全を守ることは何よりも優先す

る必要があります。児童生徒に危害をもたらす様々な危険や事故等を防止し、万が一、

事故や自然災害等が発生した場合にも、被害を最小限にするための取組が求められま

す。 

一方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、私たちの生活を一変させ、社会

に新しい生活様式をもたらしました。中でも、テレワーク＊や、オンライン教育、オ
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ンライン診療などのオンラインサービスをはじめとする新しい働き方・暮らし方は、

より多様で柔軟な生き方の実現へとつながっています。 

ポストコロナ＊時代を見据えて、デジタル技術の活用やデジタルインフラなどの戦

略的な構築を進め、新しい価値を生み出す変革、すなわちデジタルトランスフォーメー

ション（ＤＸ）＊が求められています。 

ＤＸ＊の実現は、教育の分野にも大きな変革をもたらし、児童生徒の学びを豊かに

し、教員の働き方を効率的なものに変えるなど様々な課題を解決する大きな可能性を

秘めています。 

  

(4) 子供をめぐる教育的ニーズの多様化 

本県における特別支援学校や小・中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒は増

加傾向にあり、令和４年度（２０２２年度）は平成２９年度（２０１７年度）の約

１．３倍となり２万人を超え、小・中学校、高等学校の通常の学級においても、通級

による指導＊を受けている児童生徒が増加しています。 

また、令和４年（２０２２年）に文部科学省が実施した「通常の学級に在籍する特

別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査」では、全国の小・中学校の通

常の学級に８．８％程度の割合で、知的発達に遅れはないものの学習面又は行動面

での著しい困難を示す児童生徒が在籍しているという推計が示されています 

さらに、不登校児童生徒が全国的にも増加している中、本県においても、増加の

傾向にあり、令和３年度（２０２１年度）の本県の不登校児童生徒は１万人を超え

ています。 

加えて、本県における日本語指導が必要な児童生徒（外国籍・日本国籍含む。）は、

約３，７００人で１０年前の約２．６倍に相当します。こうした中、平成３１年

（２０１９年）に新たな在留資格「特定技能」が創設されたことや、令和５年

（２０２３年）に特定技能２号の対象分野追加が決まったことなどから、在留外国

人の更なる増加が見込まれ、それに伴い外国人児童生徒の増加も予想されます。 

そのほか、ヤングケアラー＊や、ＬＧＢＴＱ＊の児童生徒への支援など、教育をめ

ぐるニーズは多様化しており、対応が求められています。 

また、令和５年（２０２３年）４月には、こども施策を総合的に推進することを目

的とした「こども基本法」が施行され、一人一人の状況に応じた更なる支援が求め

られています。 

 

(5) 教職員を取り巻く状況の変化 

教員の勤務時間はＯＥＣＤによる調査では調査参加国の中で最長であり、教職員
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の児童生徒への献身的な姿勢とともに、社会の変化や要請を踏まえ、学校の役割が

拡大し、教職員の負担が増加していることが指摘されています。 

また、いわゆる超過勤務に相当する時間外在校等時間＊が本県の「学校における働

き方改革基本方針」の目標である月４５時間を超えている教員の割合は、令和４年

（２０２２年）１１月時点で、小学校３６．１％、中学校５０．８％、高等学校

２９．４％、特別支援学校１１．５％となっており、時間外在校等時間＊の一層の縮

減が課題となっています。加えて、近年の大量退職等に伴う採用者数の増加や教員

採用選考試験の受験者数の減少、産休・育休取得者や特別支援学級の増加等を要因

とした、採用倍率の低下や教員不足といった課題も生じており、学校における働き

方改革＊の更なる推進と併せて、教職の魅力の向上が求められています。 

 

(6) 地域と家庭の状況の変化 

地域人口の減少や高齢化率の上昇でコミュニティの維持が困難となり、人と人と

の結び付きが希薄化し、地域での人間関係・信頼関係の構築が難しくなるという指

摘があります。 

地域社会において、一人一人がより豊かな人生を送ることのできる持続可能な社

会＊づくりを進めるためには、地域の活動・行事への参加や、地域の課題解決に向け

た提案など、住民自らが担い手としてその運営に主体的に関わっていくことがこれ

まで以上に重要です。 

また、家族形態の変化、価値観やライフスタイルの多様化等によって、家庭を取

り巻く環境が変化する中、子育てに不安を持つ保護者も多く、地域全体で家庭教育

を支えることが重要です。 
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４ 取り組むべき課題 
第３期計画の成果と課題、教育を取り巻く社会の動向、社会状況の変化などを踏ま

えて、今後、取り組むべき課題は、以下のとおりです。 

 

(1) 社会の激しい変化に対応するための資質・能力の育成 

急速なグローバル化の進展や超スマート社会（Society 5.0）＊の到来といった変

化の激しい社会を生き抜くためには、基礎的・基本的な知識や技能とともに、子供

たちのどのような変化にも柔軟かつ創造的に対応できる力を育成していくことが求

められます。 

具体的には、文章の意味を正確に理解する読解力、教科等固有の見方・考え方を

働かせて自ら考えて表現する力、対話や協働を通じて知識や考えを共有し新しい解

や納得解を生み出す力などが挙げられます。  

また、豊かな情操や道徳心を培い、正義感、責任感、自他の生命の尊重、他者への

思いやり、自己肯定感、人間関係を築く力などの育成を図るとともに、発達段階に

応じて体力の向上、健康の保持増進を図ることなどは、どのような時代であっても

変わらず重要です。 

 

ア 確かな学力と自立する力の育成 

「何を学ぶか」だけではなく「何のために学ぶのか」という観点から、基礎的・

基本的な知識及び技能を確実に習得させ、これらを活用して課題を解決するため

の思考力・判断力・表現力を育むとともに、主体的に学習に取り組む態度を養い、

個性を生かし多様な人々との協働を促す教育の充実が必要です。 

本県においては、「埼玉県学力・学習状況調査＊」などの取組による成果を基に、

個別最適な学び＊と協働的な学び＊を一体的に充実し、子供たちに知識や技能をしっ

かりと身に付けさせ、学んだ知識や技能を活用する力を育成する必要があります。 

また、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現してい

くためには、社会人、職業人としての基礎となる知識・技能や、地域の課題等につ

いての認識を深め、その解決を社会の構成員の一人として担うなど、社会の形成

に主体的に参画するための資質・能力を身に付ける必要があります。 

グローバル化やＤＸ＊は労働市場に変容をもたらしており、これからの時代の働

き手に必要となる能力は変化しています。ＡＩ＊やロボットによる代替が困難であ

る、新しいものを創り出すことや、他者と協働しチームで問題を解決するといっ

た能力が今後一層求められることが予測され、教育の内容や方法はこうした変化
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に適切に対応していくことが求められます。 

 

イ 豊かな心と健やかな体の育成 

社会の多様化が進む中、一人一人が多様な他者を理解、尊重し、知識や考えを

共有し、対話や協働を通じて新しい解や納得解を生み出すことが重要になってお

り、子供たちに豊かな人間性や社会性を育んでいくことが大切です。 

そのため、多様な他者を理解、尊重する力を身に付けられるように、外国人児

童生徒学生等と交流する留学・異文化交流・国際理解教育、地域で子供と大人が

交流・協働する体験活動などを通して、自らとは異なる立場の人々や地域の人々

と接する機会を持つことが重要です。 

加えて、いじめ防止対策や人権を尊重した教育の推進に取り組んでいく必要が

あります。 

また、体力は、あらゆる活動の基本であり、身体面のほか、意欲や気力といった

精神面の充実にも大きく関わります。 

そのため、学校保健の充実による発達段階に応じた健康の保持増進、学校での

体育的活動や身近な地域のスポーツ環境の充実による体力の向上などを図ってい

く必要があります。 

  

(2) 多様なニーズに対応した教育の推進 

障害のある子供や、不登校児童生徒、高校中途退学者等、経済的に困難な子供、

日本語指導が必要な児童生徒、ヤングケアラー＊、ＬＧＢＴＱ＊の児童生徒など、多

様なニーズを有する子供たちに対応し、一人一人の状況に応じたきめ細かな支援が

求められます。 

障害のある子供と障害のない子供が同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、

一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場＊の整備を進めることで、インクルー

シブ教育システム＊の構築の視点に立った特別支援教育を推進する必要があります。 

また、不登校児童生徒の教育機会の確保や相談体制の充実など、不登校対策を更

に推進していくとともに、高校中途退学者等の社会的自立に向けた切れ目ない支援

が求められます。 

さらに、子供の貧困問題に加え、日本語指導が必要な児童生徒の増加、ヤングケ

アラー＊の顕在化、ＬＧＢＴＱ＊など、教育をめぐるニーズは多様化しており、社会

的包摂＊の観点から教育機会の確保や配慮、支援を行うことが必要です。 
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(3) 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 

新しい時代に求められる確かな学力や自立する力、豊かな心、健やかな体を育む

ためには、学校教育の質の向上を図ることが不可欠であり、その担い手となる教職

員の資質・能力の向上を図っていくことが求められます。このため、優れた教職員

を確保するとともに、教職員研修の充実などによって指導力のある教職員の育成を

図っていくことが重要です。 

また、より良い教育を行うためには、児童生徒に向き合う時間を確保し、学校に

おける働き方改革＊を推進する必要があります。 

他方、教職員の不祥事は、児童生徒・保護者をはじめ関係する多くの方々の心を

傷つけ、県民からの本県教育への信頼を失わせるもので、決してあってはならない

ものです。不祥事根絶に向けた取組を推進していきます。 

また、ＧＩＧＡスクール構想＊によって１人１台端末と高速通信ネットワーク等の

ＩＣＴ＊環境の整備が飛躍的に進展しました。ＩＣＴ＊を活用した新たな取組の実践

を通じて、一人一人の状況やニーズに応じたより良い教育環境を目指すとともに、

校務ＤＸを通じた教育データの利活用や学校における働き方改革＊に取り組む必要が

あります。 

 

(4) 家庭・地域の教育力の向上 

家庭は、子供たちの健やかな成長の基盤であり、家庭教育は、全ての教育の出発

点です。地域とのつながりの希薄化や、親が身近な人から子育てを学んだり助け合っ

たりする機会の減少など、子育てや家庭教育を支える地域環境が変化している中、

地域全体で家庭教育を支えることが重要となっています。 

また、子供たちは、地域の大人との日常的なふれあいや様々な経験を通して、地

域の構成員としての社会性などを身に付けることができます。 

社会総がかりで子供たちの学びや育ちを支える地域学校協働活動＊など、学校が核

となり、地域と連携・協働していくことが必要です。 

 

 (5) 生涯にわたる学びの推進、文化芸術の振興とスポーツの推進 

人生１００年時代＊をより豊かに生きるためには、県民一人一人が生涯にわたって

自ら学習し、自己の能力を高めるとともに、学習の成果を働くことや地域社会の課

題解決につなげていくことが一層重要になっていきます。社会の変化に対応した豊

かな生涯学習の機会の提供や、学びの成果を生かすための支援が必要です。 

また、文化芸術は人々の創造性を育み、感動や安らぎを与え、心豊かな生活をも

たらします。文化芸術活動の支援や、伝統文化の後継者の育成・支援や理解を深め
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る取組など、文化芸術の振興や伝統文化の継承を図る必要があります。 

スポーツは、心身の健康増進と体力向上だけでなく、健康長寿社会や共生社会＊の

実現、地域の活性化など、県民生活において多面にわたる効果が期待されます。県

民誰もが生涯にわたってスポーツに親しめる環境の充実に取り組む必要があります。 
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５ 埼玉教育の基本的な考え方 

(1) 基本理念 

ア 基本理念の考え方 

教育の目的は、「教育基本法」において「人格の完成を目指し、平和で民主的な

国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を

期して行われなければならない」（第１条）と規定されています。 

本県では、「教育基本法」に基づく教育の使命を果たすため、第３期計画におい

て、２０３０年以降も見据えた中長期的な視点に立ち、「豊かな学びで 未来を拓
ひ ら

く埼玉教育」を基本理念として掲げ、教育行政を推進してきました。この基本理

念は、社会の変化を予測することが困難なこれからの時代において、社会への関

わりや多様な人々との交流を通じて新たな価値を創造し、人生や社会の未来を切

り拓
ひ ら

くことのできる力を有し、社会の持続的な発展を支える担い手を育てていく

上での基本的な考え方として掲げられたものです。 

第３期計画の終期に際し、改めて２０３０年やその先の２０４０年を見据える

と、超スマート社会（Society 5.0）＊に向けた急速な技術革新や、少子高齢化が

更に進み、労働市場の在り方や働く人に必要とされるスキルが変容していくと言

われており、社会の大きな変化が見込まれます。このような時代において、第３期

計画の基本理念の考え方は、変わらずに重要なものです。 

また、第３期計画期間を振り返ると、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と

ロシアのウクライナ侵略による国際情勢の不安定化という、予測困難な時代を象

徴する事態が生じました。この間、新型コロナウイルス感染症対策としてのオン

ライン学習などＩＣＴ＊を活用した教育が大きく進展しましたが、本県においては、

将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合が低下するという状況も見られまし

た。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための学校の臨時休業や教育活

動の制限などが要因の一つと考えられ、体力の低下や、不登校児童生徒の増加な

どを含め、子供たちの心身の発達への影響が懸念されています。予測困難な事態

が生じただけでなく、こうした影響もまた予測困難なものです。こうした事態に

対して、教育を含む社会のあらゆる分野において、課題を克服し少しでも望まし

い状況を目指して様々な取組が行われています。 

社会の変化への対応が差し迫っている今、「知識・技能」の習得だけではなく、

未知の状況に対応できる「思考力・判断力・表現力」や、学びを人生や社会に主体

的に生かそうとする「学びに向かう力・人間性」を含めた資質・能力を育成するこ

との重要性はますます高まっています。持続的に発展する社会の創り手を育成し
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ていくためには、第３期計画の基本理念の考え方を踏まえた上で、更に充実した

学びにすることが求められています。 

本県ではこれまで、児童生徒一人一人の成長に着目した「埼玉県学力・学習状

況調査＊」の実施や、児童生徒同士が話し合って解答を導き出す「協調学習＊」の

推進などを通して、個別最適な学び＊と協働的な学び＊を一体的に充実させる取組

を進めてきました。今後はこれらの取組に加えて、教科等横断的な学習＊の充実な

ど、教育の質を更に高める必要があります。 

また、人生１００年時代＊を見据え、変化の激しい社会においては、学校教育だ

けでなく社会人の学び直し（リカレント教育＊）をはじめとする生涯学習の必要性

が高まっています。 

 

イ 基本理念 

将来の予測が困難な時代において、一人一人が豊かで幸せな人生を送るととも

に、持続的に発展する社会の創り手となるためには、教育の使命は極めて重要で

す。 

こうした状況において、第３期計画の基本理念の考え方は変わらず重要であり、

第４期計画においては第３期計画の基本理念を継承し、次のとおり掲げます。 

「豊かな学びで 未来を拓
ひ ら

く埼玉教育」 

この基本理念は、第３期計画の基本理念を継承しつつ、社会の変化への対応が

差し迫っている今、更に充実した学びにすることで、教育の使命を果たしていく

ため、県民の誰もが参画し得る生涯を通じた多様で深い学び（「豊かな学び」）に

よって、人生や社会の未来を切り拓
ひ ら

く力を育む（「未来を拓
ひ ら

く」）ことを目指すも

のです。 

第３期計画においては「豊かな学び」を「県民の誰もが参画し得る生涯を通じ

た多様な学び」と定義しましたが、そこに「深い」という言葉も加えることで、子

供たちの未来を切り拓
ひ ら

く力を一層強く育んでいきます。 

「何のために学ぶのか」といったことを深く考えること、学んだことを相互に

関連付けてより深く理解すること、自らの人生はもちろん家族や周囲の人々の人

生、地域や社会がより良いものとなるよう、学んだことを生かすとともにその体

験から学びを得るという、学びと世界が深くつながることの重要性を、この「深

い」という言葉に表現しています。 

こうした「豊かな学び」で、県民の誰もが人生や社会の未来を切り拓
ひ ら

き、一人一

人が豊かで幸せな人生を送るともに、持続的に発展する社会の創り手となること

を目指します。 
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(2) 計画全体に共通する視点 

本計画では、上述の基本理念の下、次の２点を計画全体に共通する視点として、

各施策に反映します。 

 

ア 誰一人取り残されない共生社会＊の実現に向けた教育の推進 

誰一人取り残されず、多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じられる共生

社会＊の実現に向けて、全ての人にとって自分のよさや可能性を引き出せる学びを

日常の教育活動に取り入れていく必要があります。 

その際、学校教育での支援を必要とする子供たちを支えるという観点だけでは

なく、そうした子供たちも含め、全ての人が「長所・強み」を持っており、互いに

認め合い支え合うことで、それぞれの持つ可能性が引き出されるという観点も大

切です。この観点を学びに取り入れることが、誰もが互いを尊重しながら共に生

きる社会的包摂＊の実現につながるものです。 

また、一人一人のニーズに応じた教育の機会や質を「公平、公正」に確保するこ

とが重要となります。「多様性」、「包摂性」に「公平、公正」を加え、頭文字を取っ

たＤＥ＆Ｉ（Diversity, Equity and Inclusion）の考え方が重視されてきていま

す。 

一人一人が自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のあ

る存在として尊重する共生社会＊の実現に向けた教育の推進という視点を、障害や

不登校、貧困、日本語能力、家族の介護等といった一人一人の状況に応じた支援

だけでなく、全ての施策に生かすことが重要です。 

 

イ 教育デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）＊の推進 

今後、社会全体のＤＸ＊が加速していく中で、学校教育や社会教育など教育の分

野において、これまで実現できなかった教育方法への変革によって教育の質を向

上させるためには、ＤＸ＊を更に推進していくことが不可欠です。 

学校教育においては、１人１台端末などを活用してデジタイゼーション＊を実行

しつつ、学習履歴など教育データの積極的な利活用による学びの個別最適化＊や、

オンライン教育の推進、子供が抱える様々な課題やニーズのデジタル活用による

早期発見・早期対応、校務の効率化など、将来のＤＸ＊の実現に向けて、デジタラ

イゼーション＊への着実な移行を目指す必要があります。 
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また、社会教育においては、オンライン学習コンテンツの増加などで県民の利

便性を向上させるとともに、誰もがＤＸ＊の恩恵を享受できるよう、デジタルデバ

イド＊解消に向けた支援を行うことも重要です。 

オンライン教育やデジタル機器の機能を最大限に活用しつつ、コロナ禍＊におい

て再認識された、子供たちの知・徳・体を一体で育む日本型学校教育における教

員による対面指導や子供同士による学び合い、地域社会での多様な体験活動など

の重要性を踏まえ、発達段階や学習場面、一人一人の状況に応じたデジタルとア

ナログ、オンラインと対面の最適な組合せによって、教育効果を高めていくこと

が求められます。 

また、データの利活用においては、個人情報の適正な取扱いが求められること

などを踏まえ、安心・安全を確保することが重要です。特に、社会に急速に普及し

つつある生成ＡＩ＊を含め、デジタル社会の正負の両側面に留意しつつ、デジタル

リテラシー＊やサイバーセキュリティ＊の知識を身に付け、自分で考え行動できる

力を育むことが求められます。 

これらを踏まえながら、教育ＤＸ＊の推進という視点を、各施策に反映します。 

 

(3) 目標 

基本理念を踏まえ、教育をめぐる様々な課題に応じて、きめ細かに、かつ、的確に

目標設定を行うため、今後５年間（令和６年度（２０２４年度）～令和１０年度

（２０２８年度））に取り組む教育行政の１０の目標を示します。 

 

ア 目標Ⅰ 確かな学力の育成 

「埼玉県学力・学習状況調査＊」の取組による成果を踏まえ、「主体的・対話的

で深い学び＊」の実践を充実させるなど、児童生徒一人一人の学習意欲と学力を確

実に伸ばす教育を推進します。 

「主体的・対話的で深い学び＊」の視点からの授業改善や教科等横断的な学習＊

を進め、児童生徒の思考力・判断力・表現力など新たな時代に求められる資質・

能力を育成するとともに、伝統と文化を尊重し、グローバル化や技術革新に対応

する教育、人格形成の基礎を培う幼児教育を推進します。   

 

イ 目標Ⅱ 豊かな心の育成 

体験活動を推進するとともに、道徳教育、人権教育の推進を図ります。 

生徒指導上の諸課題の早期発見・早期対応に取り組むほか、発達支持的生徒指

導＊を推進するなど、あらゆる教育活動を通じて生徒指導を推進します。 
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ウ 目標Ⅲ 健やかな体の育成 

学校保健の充実や食育の推進などに取り組み、発達段階に応じた健康の保持増

進を図ります。 

学校での体育的活動の充実ととともに、児童生徒の運動習慣の確立に向けた取

組を推進します。 

 

エ 目標Ⅳ 自立する力の育成 

家庭や地域・企業と連携し、職場体験やインターンシップ＊を実施するなど、小・

中学校、高等学校、特別支援学校において、各学校段階に応じたキャリア教育＊・

職業教育＊を推進します。 

児童生徒が自身に関わるルールの制定過程等に参画する取組や主権者教育＊の推

進など、主体的に社会の形成に参画する力を育成します。 

 

オ 目標Ⅴ 多様なニーズに対応した教育の推進 

共生社会＊を目指し、障害のある子供と障害のない子供が共に過ごすための取組

や、一人一人の教育的ニーズに応じた多様な学びの場＊の整備を進め、インクルー

シブ教育システム＊の構築の視点に立った特別支援教育を推進します。 

不登校児童生徒や、高校中途退学者等、経済的に困難な子供、日本語指導が必

要な児童生徒、ヤングケアラー＊、ＬＧＢＴＱ＊の児童生徒など、一人一人の状況

に応じた支援を図ります。 

 

カ 目標Ⅵ 質の高い学校教育を推進するための環境の充実 

教職員研修の充実や効果的な指導技術の共有化などを通して、教職員の資質・

能力の向上を図ります。また、多様な人材との連携体制の構築など、学校の組織

運営を改善します。さらに、社会のニーズに応える特色ある県立高校づくりを推

進します。 

子供たちの安心・安全の確保、学習環境の整備・充実、私学教育の振興に取り

組みます。 

 

キ 目標Ⅶ 家庭・地域の教育力の向上 

家庭教育支援の充実を図るほか、学校と地域（地域の住民、保護者、企業や団

体等）との連携・協働による学びを推進するなど、家庭や地域の教育力の向上に

取り組みます。 
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ク 目標Ⅷ 生涯にわたる学びの推進 

生涯にわたる学びで必要な知識・技能を身に付け、自らの可能性を最大限に伸

ばし、活躍できる環境を整備します。 

また、学びを活用した地域課題解決への支援など、社会教育を推進します。 

 

ケ 目標Ⅸ 文化芸術の振興 

県民の文化芸術活動への参加促進や県立博物館等における魅力的な展示の実施

などに取り組み、文化芸術活動の充実を図ります。 

文化財の適切な保存・活用に取り組むなど、伝統文化の継承を図ります。 

 

コ 目標Ⅹ スポーツの推進 

県民一人一人が興味関心に基づき、生涯にわたってスポーツに親しむことがで

きるよう、スポーツ・レクリエーション活動を推進します。 

スポーツ科学によるアスリートの競技力向上など、競技スポーツを推進すると

ともに、公正で安心なスポーツ活動を推進するため、スポーツ・インテグリティ＊

や安心・安全の確保に努めます。 
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１ 目標Ⅰ 確かな学力の育成  

(1) 施策１ 一人一人の学力を伸ばす教育の推進  

ア 現状と課題                               

全ての子供が基礎的・基本的な知識や技能を確実に習得し、思考力・判断力・

表現力や主体的に学習に取り組む態度等を身に付けるためには、一人一人の成長

やつまずきなどを把握した上で、個々の興味・関心・意欲等を踏まえたきめ細か

な指導・支援を行うことが重要です。  

本県では、平成２７年度（２０１５年度）から、小学校４年生から中学校３年生

までを対象として「埼玉県学力・学習状況調査＊」を実施し、調査結果を分析・研

究して優れた指導方法を把握するなど指導の改善に活用しています。また、一人

一人の「学力の伸び」や学習内容の定着度を把握し、それらの学習データを活用

して個に応じた指導の実現に取り組んでいます。  

高等学校においては、中学校までの学習状況を踏まえながら、個々の生徒の学

力や学習状況を把握することにより、生徒一人一人の学習意欲や学力の向上に取

り組んでいます。   

特別な教育的支援を必要とする児童生徒には、個別の指導計画や個別の教育支

援計画の作成などにより、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な支援に努めて

います。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 児童生徒の学習意欲と学力を確実に伸ばす教育を推進します。 

(ｲ) 学習データを活用した個に応じた指導を推進します。 

(ｳ) 児童生徒へのきめ細かな指導の充実を図ります。  

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 「埼玉県学力・学習状況調査＊」の実施とその活用による指導方法の改善 

ａ 「埼玉県学力・学習状況調査＊」を実施し、児童生徒の基礎的・基本的な知

識や技能、思考力・判断力・表現力などの活用する力と学習意欲・態度を詳細

に把握します。また、その結果を小学校４年生から中学校３年生まで毎年度

継続して本人・保護者・学校が共有・活用することにより、児童生徒一人一人

の成長を支え、学力や学習意欲を確実に伸ばす教育に取り組みます。 

ｂ 学力の経年変化を的確に把握することにより、更なる授業改善につなげま
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す。 

ｃ 調査に参加する自治体と連携・協働し、調査データの分析結果や効果的な

取組を共有します。 

(ｲ) 学習データを活用した個に応じた指導の研究・実践 

学力テスト等の学習データを蓄積し、そのデータを基に児童生徒の学習状況

分析を行い、児童生徒一人一人の状況に応じた指導の研究・実践に取り組みま

す。 

(ｳ) 児童生徒の学習意欲・学力向上の取組の推進 

ａ 小・中学校９年間にわたる児童生徒の学びと育ちの連続性を重視した教育

を展開することで、学習意欲の向上や小学校から中学校への円滑な接続を推

進します。 

ｂ 各教科等の特質に応じ、ＩＣＴ＊を活用した新たな教材や学習活動等を積極

的に取り入れ、個別最適な学び＊と協働的な学び＊の一体的な充実を図り、児

童生徒の資質・能力の向上に取り組みます。 

ｃ 高等学校では、生徒の学習意欲や学力の向上、自立する力の育成、進路希望

の実現に向けて、学習履歴など生徒の成長の記録を本人・保護者・学校が共

有・活用することにより、一人一人を確実に伸ばす教育に取り組みます。 

ｄ 特別支援教育については、インクルーシブ教育システム＊の構築の視点を踏

まえ、個別の指導計画や教育支援計画に基づき、児童生徒の成長を本人・保護

者・学校・関係機関が共有し、その記録を活用しながら、障害の状況や発達段

階に応じて一人一人の成長を支え、確実に伸ばす教育に取り組みます。 

(ｴ) 少人数指導などのきめ細かな指導の充実 

ａ 児童生徒に対するきめ細かな指導を実現するため、少人数指導や習熟度別

指導、補充的指導など個に応じた指導を進めます。 

ｂ 少人数指導などのきめ細かな指導の充実に必要な教員が配置できるよう、

国に対して教職員定数の増員を働き掛けます。 

ｃ 基礎学力に課題を抱えた高校生を対象に、大学生などを学習サポーターと

して活用し、義務教育段階の学習内容の学び直しを進めます。 

 

エ 施策指標                                

学力・学習状況調査における学力状況 

(ｱ) 全国学力・学習状況調査＊において全国トップクラスにある教科数 

現状値（令和５年度）  小学校６年生 ０教科 

中学校３年生 ０教科 
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目標値（令和１０年度） 小学校６年生 全教科 

中学校３年生 全教科 

【指標の定義・選定理由】 

全国学力・学習状況調査＊において、全国平均正答率（公立）を１ポイント以上上

回った教科数（調査を毎年行う国語、算数・数学に限る）。 

全国と比較して、埼玉県の児童生徒が確かな学力を身に付けているかを示す数値

であることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

全国学力・学習状況調査＊の毎年調査を行う小・中学校全ての教科（各２教科）に

おいて、全国平均正答率を１ポイント以上上回ることで全国トップクラスになるこ

とを目指し、目標値を設定。 

 

(ｲ) 「埼玉県学力・学習状況調査＊」において学力を伸ばした児童生徒の割合 

現状値（令和４年度）  小学校（４年生→６年生） ６６．８％ 

中学校（１年生→３年生） ４４．６％ 

目標値（令和１０年度） 小学校（４年生→６年生） ６７．９％ 

中学校（１年生→３年生） ６１．６％ 

【指標の定義・選定理由】 

「埼玉県学力・学習状況調査＊」において、小学校４年生から６年生まで及び中学

校１年生から中学校３年生までの２年の間に、国語及び算数・数学の学力を３６段

階中４段階以上伸ばした児童生徒の割合。 

児童生徒一人一人の学力を向上させる取組の成果を示す数値であることから、こ

の指標を選定。 

【目標値の根拠】 

埼玉県５か年計画における令和８年度の目標値（小学校６５．９％、中学校５９．

６％）から、２年間で更に２ポイント高めることを目指し、目標値を設定。 
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(2) 施策２ 新しい時代に求められる資質・能力の育成 

ア 現状と課題                               

将来の予測が困難な時代の中で、一人一人の豊かで幸せな人生と持続的に発展

する社会の実現のためには、社会への主体的な関わりや多様な人々との交流を通

じて新たな価値を創造し、人生や社会の未来を切り拓
ひら

くことのできる力をもった

人材を育てることが求められています。 

そのため、答えが一つに定まらない問題に自ら課題を発見し答えを見いだして

いく思考力・判断力・表現力や、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

などを発達段階に応じて児童生徒に育成していくことが必要です。 

本県では、児童生徒が主体的に学びに参加し、話し合い、お互いの関わりの中

で考えを統合して自らの理解を深める「協調学習＊」に取り組むなど、授業の改善

を推進しています。 

また、持続可能な社会＊の創り手の育成に向けて、各教科等の学びを基盤としつ

つ、様々な情報を活用しながらそれを統合し、課題の発見・解決や社会的な価値

の創造に結び付けていく教科等横断的な学習＊の充実を図ることが必要です。 

さらに、情報モラルを含む情報活用能力＊を身に付け、自ら考え行動できる力を

育むことも求められます。 

加えて、読書は、感性を磨き、想像力を豊かにするなど、人生をより深く生きる

力を身に付けることに資するとともに、文章の内容を的確に捉えながら読み解く

力や、表現する力などを育むことに資するという観点からも、その重要性が高まっ

ているとの指摘もあり、読書活動を推進する必要があります。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 児童生徒の思考力・判断力・表現力や主体的に学習に取り組む態度を育成し

ます。 

(ｲ) 各教科等の学びを基盤としつつ、様々な情報を活用しながらそれを統合し、

課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結び付けていく資質・能力を育成し

ます。 

(ｳ) 児童生徒の情報活用能力＊を育成します。 

(ｴ) 家庭・地域・学校における子供たちの読書活動を推進します。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 「主体的・対話的で深い学び＊」の視点からの授業改善（施策４にも一部記載） 
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ａ 教員が児童生徒の学びを支援しながら、児童生徒が主体的に授業に参加し、

児童生徒同士が相互に意見を述べることで課題を多面的に捉え、より質の高

い思考力・判断力・表現力を身に付ける「協調学習＊」や効果的なＩＣＴ＊の

活用に取り組むなど、授業改善を推進します。 

ｂ 児童生徒のコミュニケーション能力や問題発見・解決能力、情報活用能力＊

など、将来の予測が困難な時代を生きていくための基礎となる資質・能力を育

成するため、大学や研究機関、企業と連携した取組を進めます。 

(ｲ) 指導内容・指導方法の工夫・改善 

ａ 新しい時代に求められる資質・能力の育成に向けた教育課程を着実に実施

するため、研修や指導資料の充実、ＩＣＴ＊の効果的な活用など、各学校にお

ける指導内容・指導方法を工夫・改善するとともに、カリキュラム・マネジメ

ント＊の充実を図ります。 

ｂ 高等学校においては、生徒の学習意欲や能力を高めるため、大学や研究機

関などと連携した授業を取り入れるなど、指導内容・指導方法を工夫・改善し

ます。また、多様な地域の力を学校と結び付ける取組により、高等学校や特別

支援学校における、地域の人的・物的資源を活用した実社会からの学びの充

実を図ります。 

(ｳ) 教科等横断的な学習＊の充実 

ａ 小・中学校においては、教科等横断的な視点による教育課程の編成・実施を

支援します。 

ｂ 高等学校においては、各教科等の学びを基盤としつつ、様々な情報を活用

しながらそれを統合し、課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結び付けて

いく資質・能力の育成のために、教科等横断的な学習＊や探究活動＊の充実を

図ります。 

ｃ データサイエンス＊の基礎的な手法を用いた課題解決ができる人材を育成す

る教育を推進します。 

ｄ 特別支援学校においては、児童生徒の障害の状態を踏まえ、教育課程の編

成を工夫するなど、教科等横断的な学習＊の充実を図ります。 

(ｴ) 地域社会との連携・協働による学びの推進（施策２３にも記載） 

ａ 様々な分野の知識・能力を持った、地域住民や企業、ＮＰＯなど、地域社会

との連携・協働による学びを推進します。 

ｂ 地域住民等に対して地域と学校とが連携・協働することの意義の理解促進

を図ります。 

(ｵ) 児童生徒の情報活用能力＊の育成 
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ａ 学習の基盤となる資質・能力としての情報活用能力＊を育成するため、ＩＣＴ＊

を活用した学習活動の充実を図るとともに、基本的な操作技能やプログラミ

ング的思考＊、情報モラル、情報セキュリティ、統計等に関する指導の充実を

図ります。 

ｂ 全ての教員がＩＣＴ＊を効果的に活用した実践的な指導ができるよう、指導

力向上のための研修の充実を図ります。 

(ｶ) 読書活動の推進（施策６にも記載） 

家庭、地域、学校等において子供が読書に親しむ機会の提供と環境の整備・

充実を図ります。また、子供の読書活動に関する啓発・広報を行うとともに、

読書に親しむための推進体制の整備を行います。 

 

エ 施策指標                                

(ｱ) 「主体的・対話的で深い学び＊」に関する研修を受講し授業を行った教員数（施

策１６にも記載） 

現状値（令和４年度末）  １３，１４４人 

目標値（令和１０年度末） ２０，０００人 

【指標の定義・選定理由】 

「主体的・対話的で深い学び＊」に関する研修を受講し授業を行った教員の人

数。 

児童生徒の「主体的・対話的で深い学び＊」を実現するため、より多くの教員

の資質能力を向上させるとともに、授業改善を推進することが重要であることか

ら、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

毎年約１，０００人に対して研修を実施し「主体的・対話的で深い学び＊」を

実現する授業を実践できる教員を増やすことを目指して、令和１０年度までの累

計値として、目標値を設定。 

 

(ｲ) 教科等横断的な学習＊や探究活動＊を行うことで、学びが深まったと感じる生

徒及び教員の割合 

現状値         ― 

目標値（令和１０年度） ９０．０％ 

【指標の定義・選定理由】 

埼玉県による実績調査において「教科等横断的な学習＊や探究活動＊を行うこと
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で、学びが深まった」という質問に「当てはまる」又は「どちらかといえば、当

てはまる」と回答した生徒及び教員の割合。 

教科等横断的な学習＊や探究活動＊は、学習に対する興味・関心・意欲の向上を

はじめ、知識・技能の着実な習得や思考力・判断力・表現力の育成に有効である

と考えられるため、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

教科等横断的な学習＊や探究活動＊により、９割の生徒及び教員が学びが深まっ

たと感じることを目指して、目標値を設定。 

 

(ｳ) 児童生徒がＩＣＴ＊を活用して学びを深めることを指導できる教員の割合（施

策１６にも記載） 

現状値（令和３年度）  ７０．０％ 

目標値（令和１０年度） １００％ 

【指標の定義・選定理由】 

文部科学省の「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」において、

「児童生徒が互いの考えを交換し共有して話合いなどができるように、コンピュー

タやソフトウェアなどを活用することを指導する」に対して、「できる」、「ややで

きる」と回答した教員の割合。 

「主体的・対話的で深い学び＊」を更に効果的なものとするためには、教員に

児童生徒のＩＣＴ＊活用を指導する能力が必要であることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

児童生徒の端末１人１台環境が整備される中で、「主体的・対話的で深い学

び＊」を実現するため、全ての教員がＩＣＴ＊を活用して指導できることを目指し、

目標値を設定。 
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(3) 施策３ 伝統と文化を尊重しグローバル化に対応する教育の推進 

ア 現状と課題                               

これからの社会を主体的に生きる人材を育成するためには、伝統と文化を尊重

し、我が国と郷土埼玉を愛する態度や、他国を尊重し国際社会の平和と発展に寄

与する態度を養う教育が大切です。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により低迷していた国際経

済やグローバルな人的交流は回復基調にあるとともに、デジタル化の進展により、

国内にいながら世界とつながる機会も増えています。 

さらに、ロシアによるウクライナ侵略などの国家間の政治的・経済的な緊張や

紛争などが原因で、世界的に不安定な状況が続いています。このような状況は、

グローバル化の進展に伴い強まった世界の国々の国際貿易などの相互依存関係と

ともに、世界経済にだけでなく、原材料や製品の生産コストの上昇による物価高

騰など、ひいては私たちの生活にも影響を与えています。 

加えて、近年、気候変動の影響により、自然災害が激甚化・頻発化しているこ

とが指摘されています。こうした中で、社会の持続的な発展を生み出す人材とし

て、地球規模の諸課題を自らに関わる問題として捉え、社会経済的な課題解決に

参画するグローバル・リーダーや、グローバルな視点を持って地域社会の活性化

を担う人材の育成が求められています。 

そのためには、我が国の伝統と文化を尊重し国際社会の平和と発展に寄与する

態度や、チャレンジ精神、多文化共生の精神、豊かな語学力など異なる文化・価

値を乗り越えて関係を構築する能力を育成する教育の充実を図ることが必要です。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 伝統と文化を尊重し、我が国と郷土埼玉を愛する態度を養います。 

(ｲ) グローバル化の進展に対応する力を育む教育を推進します。 

(ｳ) 児童生徒の外国語教育などの充実を図ります。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 伝統と文化を尊重する教育の推進 

我が国の伝統と文化、歴史や地理に対する理解を深め、我が国に対する誇り

を育む教育を推進します。また、地域の資源を活用するなど、郷土への誇りを

育むため、郷土埼玉の偉人や歴史・風土などに関する教育の充実を図ります。 

(ｲ) グローバル化の進展に対応する力を育む教育の推進 
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ａ 学校における教育活動全体を通じて、視野を広げ、国際社会の平和と発展

に寄与する態度、地球規模課題の解決にチャレンジする精神などを養う教育

を進めます。また、国際交流や海外研修については、現地訪問のほか、オンラ

イン交流等、ＩＣＴ＊を効果的に活用し推進します。 

ｂ 児童生徒の発達段階に応じ、異文化理解・多文化共生の考え方に基づく教

育を進めます。 

(ｳ) 世界で活躍できる人材の育成 

ａ 世界で活躍できる人材を育成するため、幅広い教養や異文化・多様性に対

する理解、課題解決能力などの国際的素養を育む教育を推進します。 

ｂ 関係機関と連携し、生徒の海外留学を支援します。 

(ｴ) ＳＤＧｓ＊の実現に向けた教育の推進（施策１２にも記載） 

地球規模の課題を自らの問題として捉え、課題解決に向けて自ら考え行動を

起こすことができる力を育むため、ＳＤＧｓ＊の実現に向けた教育を推進します。 

(ｵ) 英語をはじめとした外国語教育の充実 

児童生徒の外国語でコミュニケーションを図る資質・能力を育成するため、

小・中学校、高等学校の一貫した外国語教育を重視し、教員の指導力や専門性

を向上させるほか、高等学校への外国語指導助手の適切な配置などに取り組み

ます。 

 

エ 施策指標                                

(ｱ) 地域の歴史や自然について関心があると回答した児童生徒の割合 

現状値（令和４年度）  小学５年生 ７２．８％ 

            中学２年生 ４６．９％ 

目標値（令和１０年度） 小学５年生 ８０．０％ 

            中学２年生 ６０．０％ 

【指標の定義・選定理由】 

「埼玉県学力・学習状況調査＊」の質問調査において、「埼玉県や今住んでいる

市町村の歴史や自然について関心がある」という質問に「そう思う」又は「どち

らかといえばそう思う」と回答した児童生徒の割合。 

伝統と文化を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を身に付けるため

には、まず自分の住む郷土を知ることが原点であることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

郷土教育、伝統と文化に関する教育を推進することにより、小学校で８割の児
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童が、中学校で６割の生徒が地域の歴史や自然について関心を持つことを目指し

て、目標値を設定。 

 

 (ｲ)  中学校・高等学校卒業段階における英語力 

ａ 中学校卒業段階でＣＥＦＲ＊のＡ１レベル相当（英検３級等）以上を達成し

た生徒の割合（％） 

現状値（令和４年度）  ５０．１％ 

目標値（令和１０年度） ６０．０％以上 

【指標の定義・選定理由】 

英語教育実施状況調査において、 中学校卒業段階でＣＥＦＲ＊のＡ１レベル相

当（英検３級等）以上を達成した生徒の割合。 

国の第４期教育振興基本計画の指標であり、グローバル社会で活躍するために

は、外国語で多様な人々とコミュニケーションを図ることができる基礎的な力を

育成する必要があることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

国の第４期教育振興基本計画において、中学校卒業段階でＣＥＦＲ＊のＡ１レ

ベル相当以上を達成した生徒の割合を６割以上にすることを目指していることを

踏まえ、目標値を設定。 

 

ｂ 高等学校卒業段階でＣＥＦＲ＊のＡ２レベル相当（英検準２級等）以上を達

成した生徒の割合（％） 

現状値（令和４年度）  ４２．６％ 

目標値（令和１０年度） ５０．０％以上 

【指標の定義・選定理由】 

英語教育実施状況調査において、 高等学校卒業段階でＣＥＦＲ＊のＡ２レベル

相当（英検準２級等）以上を達成した生徒の割合。 

国の第４期教育振興基本計画の指標であり、グローバル社会で活躍するために

は、外国語で多様な人々とコミュニケーションを図ることができる基礎的な力を

育成する必要があることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

国の第４期教育振興基本計画において、全ての都道府県において、高等学校卒

業段階でＣＥＦＲ＊のＡ２レベル相当以上を達成した生徒の割合を５割以上にす

ることを目指していることを踏まえ、目標値を設定。 
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 (4) 施策４ 技術革新に対応する教育の推進 

ア 現状と課題                               

今後、ＡＩ＊やロボットなど、技術革新の更なる進展により、社会や生活を大き

く変えていく超スマート社会（Society 5.0）＊が到来すると予想される中、複雑

かつ困難な社会課題の解決や持続的な社会の発展に向けて、新たな価値を生み出

す創造性を身に付けて活躍できる人材を育成することが求められています。 

そのため、コミュニケーション能力や問題発見・解決能力など、将来の予測が

困難な時代を生きていくための基礎となる資質・能力とともに、科学技術や理科・

数学、ものづくりに対する興味・関心を高め、基本的な知識を身に付けるための

取組を推進することが必要です。 

また、未来に向けて、新たな価値を創造していくためには、社会の持続的な発

展を牽
けん

引しイノベーション＊の創出につながる次代の科学技術を担う人材や、アン

トレプレナーシップ＊（起業家精神）を備えた人材を育成していく必要があります。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) コミュニケーション能力、問題発見・解決能力を育成します。 

(ｲ) 子供たちの科学技術や理科・数学、ものづくりに対する興味・関心を高め、

基礎的素養や論理的に考える力を育成します。 

(ｳ) 新たな価値を生み出し、社会の持続的な発展を牽
けん

引する人材を企業等と連携

して育成します。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 「主体的・対話的で深い学び＊」の視点からの授業改善（施策２にも一部記載） 

ａ 児童生徒のコミュニケーション能力や問題発見・解決能力、情報活用能力＊

など、将来の予測が困難な時代を生きていくための基礎となる資質・能力を育

成するため、大学や研究機関、企業と連携した取組を進めます。 

ｂ ＩＣＴ＊を効果的に活用し、個別最適な学び＊と協働的な学び＊の一体的な充

実を図り、社会で生きていくために必要な資質・能力を育成します。 

ｃ 障害特性に応じてＩＣＴ＊を活用することにより、学習上の困難を改善・克

服し、障害のある児童生徒一人一人の資質・能力を伸ばします。 

(ｲ) 科学技術等への関心を高める取組の推進 

科学技術や理科・数学、ものづくりに重点を置いたカリキュラムの開発や課

題研究の推進、観察・実験等を通じた体験的な学習や課題解決的な学習などに
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より、科学技術等に対する子供たちの関心を高めます。 

(ｳ) 社会の持続的な発展を牽
けん

引する人材の育成 

ａ 将来、科学技術分野で活躍できる人材を育成するため、大学や研究機関と

連携し、生徒の能力・才能の伸長を図ります。 

ｂ 企業等の経営者との交流の機会や多様な文化に触れる機会を提供し、生徒

自らが答えが一つに定まらない問題に取り組むことにより、豊かな創造性や

課題解決能力などの向上を図り、アントレプレナーシップ＊を涵
かん

養します。 

 

エ 施策指標                                

データサイエンス＊の手法を用いた探究活動＊を実施した高等学校の割合 

現状値         ― 

目標値（令和１０年度） ８０．０％ 

【指標の定義・選定理由】 

様々な種類のデータを収集し、それぞれのデータを関連付けて分析するデータ

サイエンス＊の手法を用いた探究活動＊を実施した高等学校の割合。 

データサイエンス＊の手法を用いた探究活動＊を通じて科学技術に触れること

は、生徒の科学に対する興味と理解を深めることができるため、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

８割の高校でデータサイエンス＊の手法を用いた探究活動＊を実施することを目

指し、目標値を設定。 
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(5) 施策５ 人格形成の基礎を培う幼児教育の推進 

ア 現状と課題                               

人格形成の基礎が培われる幼少期において、好奇心や探究心、豊かな感性など

生涯にわたる学びの基礎を育むことの重要性が指摘されています。 

幼稚園や保育所、認定こども園＊は、幼児期の教育について重要な役割を担って

おり、それぞれの取組を行うに当たっては、子供の教育について第一義的責任を

有する家庭との連携・協力とともに、地域との連携・協力が不可欠です。 

子ども・子育て支援制度＊に基づき、保護者の就労の有無にかかわらず、幼児が

適切な教育・保育を受けられるようにするため、幼稚園・保育所がそれぞれの特

長を生かした教育・保育を提供できるようにするだけでなく、両者の一体的な提

供が求められています。 

また、小学校生活に適応できない「小１プロブレム＊」に対応し、幼児期の教育

と小学校教育の円滑な接続を図るため、幼稚園・保育所・認定こども園＊と小学校

との十分な連携が課題となっています。 

幼稚園・保育所・認定こども園＊などの施設や機能を活用し、積極的に子育てを

支援していく必要があります。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 家庭や地域と連携・協力した幼児教育を推進するとともに、幼稚園教諭・保

育士・保育教諭の資質向上を図ります。 

(ｲ) 子ども・子育て支援制度＊に基づく教育・保育の提供に向けた取組を推進しま

す。 

(ｳ) 子供の発達や学びの連続性を視野に入れた幼児教育の充実を図ります。 

(ｴ) 幼稚園・保育所・認定こども園＊などを活用して、子育て支援の充実を図りま

す。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 家庭や地域と連携した幼児教育の推進 

ａ 幼稚園教育要領＊、保育所保育指針＊や幼保連携型認定こども園教育・保育

要領＊の内容を踏まえ、幼稚園・保育所・認定こども園＊において、家庭や地

域と連携・協力しつつ、生きる力の基礎を育む幼児教育を推進します。 

ｂ 小学校入学までに子供たちに身に付けてほしいことをまとめた子育ての目

安「３つのめばえ」＊の活用を促進します。 
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(ｲ) 幼稚園教諭・保育士・保育教諭の資質能力の向上 

幼児理解を深めるとともに、幼児一人一人に対応した指導方法の工夫・改善

を図るため、幼稚園教諭・保育士・保育教諭を対象に、キャリアステージに応

じた研修などを実施します。 

(ｳ) 認定こども園＊の設置促進 

認定こども園＊の設置を促進し、質の高い教育や保育サービスを提供します。 

(ｴ) 幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続 

ａ 幼稚園教諭・保育士・保育教諭と小学校教員との相互交流や合同研修の開

催、幼児教育に関する専門的な知識を有する指導者の派遣、幼児と児童の様々

な交流活動など、幼保小が協働して実施する「架け橋期＊」の教育を推進しま

す。 

ｂ 各地域の実態に応じて、教育課程の接続に向けた市町村や小学校単位での

協議会などの実施を促進します。 

(ｵ) 幼稚園・保育所・認定こども園＊などを活用した子育て支援の充実（施策２２

にも記載） 

幼稚園・保育所・認定こども園＊の施設や機能を活用して、保護者の保育参加

を進めるとともに、地域子育て支援拠点＊の運営を支援し、子育てや親としての

育ちを支援します。 

 

エ 施策指標                                

幼児教育施設と小学校との接続を意識した教育課程の編成や指導計画を作成し

た小学校の割合 

現状値（令和４年度）  １６．７％ 

目標値（令和１０年度） ５０．０％ 

【指標の定義・選定理由】 

幼児教育施設（幼稚園・保育所・認定こども園＊）と小学校との接続を意識し

た教育課程の編成や指導計画を作成したと回答した小学校の割合。 

幼児期の教育と小学校教育との接続による「架け橋期＊」教育を推進すること

が重要であることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

現状値の３倍程度に実績を伸ばすことを目指し、目標値を設定。 
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２ 目標Ⅱ 豊かな心の育成 

(1) 施策６ 豊かな心を育む教育の推進 

ア 現状と課題                               

社会の多様化が進む中、一人一人が多様な他者を理解・尊重し、互いに認め合

い支え合うことが、誰一人取り残されず、多様な個人それぞれが幸せや生きがい

を感じられる共生社会＊の実現につながります。 

あらゆる他者を価値のある存在として尊重する豊かな人間性と、他者との対話

や協働を通じて知識や考えを共有し新しい解や納得解を生み出すため社会性を育

んでいくことが求められます。 

令和５年４月には、「日本国憲法」及び「児童の権利に関する条約」の精神にのっ

とり、全ての子供が、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現

を目指し、こども施策を総合的に推進することを目的とした「こども基本法」が

施行されました。 

このことを踏まえ、人権教育等による子供の権利等の理解促進、教育相談の充

実などによる子供が安心して学べる環境の整備が必要です。 

また、少子化やデジタル化が進む中、現代の子供たちにはリアルな体験が不足

していることが指摘されています。体験活動は、自己肯定感、自律性、協調性、積

極性などの豊かな人間性や社会性を育成し、また他者と協働することにより共生

社会＊の実現につながる意義を有しており、コロナ禍＊により機会が減少した様々

な体験活動について、その機会の充実を図っていくことが求められます。  

さらに、児童生徒の規範意識を醸成するとともに、他者の意見を共感的に受け

止める心などの豊かな人間性を育む必要があります。そのためには、子供たちが

道徳的な課題に誠実に向き合い、それらを自分のこととして捉え、多様な人々と

協働して学ぶ態度を育むことも重要です。 

加えて、読書活動は、感性を磨き、想像力を豊かにするなど、人生をより深く生

きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであり、子供の読書活動の

充実を図っていくことが大切です。 

そして、学校における部活動は、好ましい人間関係の構築や責任感・連帯感の

涵
かん

養に資するなど、大きな役割を果たしています。その運営に当たっては、学校

や地域の実態に応じて、外部人材活用、地域との連携など、持続可能な運営体制

を整えることが必要です。 
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イ 施策の方向性                              

(ｱ) 子供の権利や最善の利益を擁護するための取組を推進します。 

(ｲ) 子供たちの豊かな人間性や社会性を育むため、体験活動を推進します。 

(ｳ) 児童生徒の社会的自立に向け、規律ある態度の育成に取り組みます。 

(ｴ) 様々な道徳的課題に児童生徒が向き合う「考え、議論する道徳」を推進しま

す。 

(ｵ) 家庭・地域・学校における子供たちの読書活動を推進します。 

(ｶ) 部活動の持続可能な運営体制を整えます。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 子供の権利利益を擁護するための取組の推進 

ａ 教職員を対象とした研修において「児童の権利に関する条約」及び「こども

基本法」について理解の促進を図り、子供の権利や最善の利益を擁護する取

組を推進します。 

ｂ 人権教育等を通じて、子供の権利や最善の利益について、児童生徒の理解

促進を図ります。 

(ｲ) 体験活動の推進 

ａ 全ての児童生徒が、在学中に自然体験、職場体験、勤労・生産体験、社会奉

仕体験や世代間交流を行うなど、家庭・地域・企業・ＮＰＯなどと連携して、

発達段階に応じた様々な体験活動を進めます。 

ｂ 発達段階に応じて職業に触れる体験や企業・社会福祉施設での職場体験な

ど、勤労観・職業観を育成する体験活動を推進します。 

ｃ 小・中学校が学校周辺の農地などを活用して農業体験活動を行う「学校

ファーム＊」の取組の充実を図ります。 

ｄ 高等学校では、地域や学校の実態等に応じた就業やボランティアに関わる

体験的な学習について、より一層の充実を図ります。 

ｅ 特別支援学校においては、児童生徒一人一人の障害の状態等を踏まえつつ、

企業等での職場実習に参加するなど卒業後の進路を意識した体験活動を実施

します。 

ｆ 登校への不安や家庭環境などに課題を抱える子供たちに対して、様々な体

験活動の機会を提供し、自己肯定感・自己有用感やコミュニケーション能力、

社会性、学習意欲・就労意欲の向上を図ります。 

(ｳ) 規律ある態度の育成 

「埼玉県学力・学習状況調査＊」の質問調査の結果を、小学校４年生から中学
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校３年生まで毎年度継続して本人・保護者・学校が共有・活用することにより、

児童生徒一人一人の規律ある態度の育成を図ります。 

(ｴ) 道徳教育の充実 

ａ 本県独自の道徳教材「彩の国の道徳＊」を活用します。特に、小・中学校に

おいては「特別の教科 道徳」を要として、発達段階に応じた道徳教育の取組

を推進するとともに、家庭用「彩の国の道徳＊」を活用し、家庭・地域・学校

が連携した道徳教育を推進します。 

ｂ 小・中学校、特別支援学校において、教育活動全体を通じて道徳教育が行え

るよう、各学校で道徳教育の推進を主に担当する道徳教育推進教師を中心と

した指導体制づくりを推進します。 

ｃ 子供の夢と豊かな心を育むため、道徳の授業などにおいて、専門的な知識を

有する外部講師を招いて講演会などを実施します。 

(ｵ) 読書活動の推進（施策２にも記載) 

家庭・地域・学校において子供が読書に親しむ機会の提供と環境の整備・充

実を図ります。また、子供の読書活動に関する啓発・広報を行うとともに、読

書に親しむための推進体制の整備を行います。 

(ｶ) 持続可能な部活動の運営（施策１０にも記載） 

ａ 生徒の多様なニーズに対応するとともに、生徒一人一人の健全な成長につ

ながる部活動を推進するため、教員や部活動指導員、外部指導者の指導力向

上のための研修を実施します。 

ｂ 中学校や高等学校の部活動において、指導者不足等への対応や専門性を生

かした指導の充実のため、部活動指導員や外部指導者の活用を進めます。 

ｃ 生徒のバランスの取れた生活や成長に配慮するため、部活動の活動時間や

休養日の適正化を進めます。 

ｄ 生徒のニーズや学校の実態などに対応できるようにするため、適切な部活

動の設置や複数校による合同部活動の取組を進めます。 

ｅ 学校と地域との連携・協働により地域の実情に応じた地域クラブ活動＊の整

備・充実を図り、生徒が将来にわたって多様な活動ができる環境の整備を進め

ます。 

 

エ 施策指標                                

児童生徒が身に付けている「規律ある態度」の達成状況 

現状値（令和４年度）  小学校 ８１．７％ 

            中学校 ８６．１％ 
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目標値（令和１０年度） 小学校 １００％ 

            中学校 １００％ 

【指標の定義・選定理由】 

県が設定した「規律ある態度」（各学年１２項目）のうち、小学校２年生から中

学校３年生までの８割以上が身に付けている項目の割合。 

「規律ある態度」が身に付いていることを示す数値であることから、この指標

を選定。 

【目標値の根拠】 

「規律ある態度」の全ての項目について、児童生徒の８割以上が達成できれば

規律ある態度が身に付き、基本的な生活・学習習慣の改善が期待できることを踏

まえ、目標値を設定。 
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 (2) 施策７ いじめ防止対策の推進と生徒指導の充実 

ア 現状と課題                               

いじめは全ての子供たちに関係する問題であり、どの子供でも、どの学校にも

起こり得るものであるとの認識の下、学校と家庭、地域社会、関係機関とが連携

して、いじめを生まない環境づくりを推進するとともに、子供たちにいじめを許

さない意識を醸成することが必要です。また、「いじめ防止対策推進法」や「埼玉

県いじめの防止等のための基本的な方針」などを踏まえつつ、いじめの未然防止、

早期発見・早期対応に取り組むことが求められます。 

その際、いじめは人権の侵害であることや、相手の立場や気持ちを考えて行動

することの大切さを児童生徒が理解し、いじめをしない態度や能力を身に付ける

よう指導する必要があります。 

また、本県の暴力行為発生件数は減少傾向にあるものの、依然として多くの暴

力行為が発生しています。暴力行為をはじめとした子供たちの非行・問題行動の

予防・解決を図るため、家庭・地域社会等の協力を得た地域ぐるみの取組を推進

するとともに、関係機関と連携した体制の充実を図り、取組を進める必要があり

ます。 

さらに、生徒指導上の諸課題を未然防止するために、児童生徒が自発的・主体

的に成長や発達する過程を尊重し、また、その過程を学校や教職員が支えていく

という視点も必要です。 

少年非行については、全体的に減少傾向にはあるものの、特殊詐欺等への加担

や、大麻をはじめとした薬物を乱用して検挙される少年が後を絶たないなど、予

断を許さない状況にあり、少年非行の防止や非行などの問題を抱える少年が立ち

直るための支援に、地域や関係機関が連携して取り組むことが重要です。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 「いじめ防止対策推進法」等に基づき、いじめの未然防止、早期発見・早期対

応に向けた組織的な取組を進めます。 

(ｲ) 子供たちの他者を思いやる心や人権感覚を育成するとともに、いじめ・非行・

問題行動等の解決に社会全体で取り組む気運の醸成を図ります。 

(ｳ) いじめ・非行・問題行動等を未然に防止するため、心理又は福祉に関する専

門性の高い人材の活用を含めた教育相談体制の充実を図ります。 

(ｴ) いじめ・非行・問題行動等に対して組織的に対応する指導体制の充実を図る

とともに、学校や教職員は、児童生徒が自発的・主体的に成長や発達する過程
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を尊重し、また、その過程を支えていくという視点に立った発達支持的生徒指

導＊を推進します。 

(ｵ) いじめ・非行・問題行動等の防止や有害環境から子供を守るため、家庭・地

域と協力した取組を推進するとともに、関係機関と連携した体制の充実を図り

ます。 

(ｶ) 非行などの問題を抱える少年の立ち直りを支援します。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) いじめ防止対策の推進 

ａ 「いじめ防止対策推進法」等の内容について周知徹底を図り、いじめの予

防・解消に向けた積極的な認知と早期対応を各学校に促すとともに、いじめ

防止の取組やいじめ重大事態発生時の適切な対応等に関する教職員の対応力

を向上させるための研修などの充実を図ります。 

ｂ 学校において、児童生徒の人権感覚を育成するため、参加体験型学習を取

り入れた人権感覚育成プログラムを実施します。 

ｃ いわゆるネットいじめやネットトラブルなどから子供を守るため、関係機関

と連携し、教職員への研修を実施するとともに、サイトの監視活動や保護者・

児童生徒への啓発、児童生徒自身によるインターネット利用に関するルール

づくり活動等の推進に取り組みます。 

ｄ いじめ問題に対して、警察や少年鑑別所等と相互に連携して取り組むため、

日常的に情報共有する体制の強化を図ります。 

ｅ 「いじめ撲滅強調月間」（１１月）を中心とした「いじめ撲滅キャンペーン」

を通じて、いじめ問題の解決に社会全体で取り組む気運の醸成を図ります。 

(ｲ) 教育相談活動の推進（施策１４にも記載） 

ａ 児童生徒の心理又は福祉に関する専門的な知識・経験を有する人材を活用

するとともに、市町村が行う教育相談体制の整備を支援するなど、教育相談

活動を推進します。 

ｂ ＩＣＴ＊を活用した相談体制の充実を図ります。 

(ｳ) 児童生徒の諸課題に対応するための生徒指導体制の充実 

各学校の生徒指導体制を確立し、関係機関との連携・協働を推進することで、

生徒指導上の諸課題に対して組織的に対応する指導体制の充実を図ります。 

(ｴ) 発達支持的生徒指導＊の推進 

ａ 全ての児童生徒を対象に、児童生徒が自発的・主体的に成長や発達する過

程を尊重し、また、その過程を学校や教職員が支えていくという視点に立った
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発達支持的生徒指導＊を推進します。 

ｂ 教職員を対象とした研修を実施し、教職員の発達支持的生徒指導＊について

の理解を深めます。 

(ｵ) 児童生徒の自殺予防対策の推進 

ａ 心の不調に早期に気付く力やＳＯＳの出し方等に関する教材の活用など、

学校におけるメンタルヘルスリテラシーの向上＊に取り組むことで、児童生徒

の自殺予防教育を推進します。 

ｂ 児童生徒の自殺を予防するため、児童生徒の心理又は福祉に関する専門的

な知識・経験を有する人材を活用するとともに、ＩＣＴ＊を効果的に活用した

相談体制の充実を図ります。 

(ｶ) 非行・問題行動の防止 

ａ 非行・問題行動の防止に対して、警察や少年鑑別所等と相互に連携して取

り組むため、日常的に情報共有する体制の強化を図ります。 

ｂ 非行防止教室や薬物乱用防止教室の充実を図るとともに、保護者の参加を

促し、非行・問題行動の未然防止に取り組みます。 

(ｷ) 青少年を有害環境から守るための取組の推進（施策２３にも記載） 

ａ メディア上の有害情報など、社会の有害環境から子供たちを守るための体

制を、国や関係企業と連携して整備します。 

ｂ 学習指導要領＊に基づき情報モラル教育を推進するとともに、フィルタリン

グやインターネット利用のルールに関する普及啓発活動を実施します。 

(ｸ) 立ち直り支援策の推進 

関係機関や民間団体と連携して、非行少年などに対する相談をはじめとした

立ち直り支援に取り組みます。 

 

エ 施策指標                                

いじめの解消率 

現状値（令和３年度）  ９８．０％ 

目標値（令和１０年度） １００％ 

【指標の定義・選定理由】 

県内公立小学校、中学校、高等学校、特別支援学校におけるいじめの認知件数

のうち、解消された件数の割合。 

いじめは児童生徒にとって重大な事案であり、早期発見・早期対応によって、

いじめの解消に努める必要があることから、この指標を選定。 
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【目標値の根拠】 

一人一人の児童生徒にとって明るく安心して学べる学校であるために、認知し

たいじめを全て解消することを目指し、目標値を設定。 
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(3) 施策８ 人権を尊重した教育の推進 

ア 現状と課題                               

人間関係の希薄化や規範意識の低下、家庭・地域の教育力の低下などに伴い、

様々な偏見や差別、いじめなどの人権に係る問題が発生しています。また、イン

ターネットによる誹謗中傷、感染症などを理由とした差別のほか、ＬＧＢＴＱ＊や

外国人に対する偏見など、様々な人権課題が生じています。 

誰一人取り残されず、多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じられる共生

社会＊の実現に向けて、発達段階に応じて、人権問題を正しく理解し、人権感覚を

身に付け、様々な人権問題を解決しようとする子供を育成するための取組を推進

する必要があります。 

また、男女共同参画の視点に立った教育や新たな人権課題に対応した教育の充

実を図ることが必要です。 

さらに、県内の児童相談所における児童虐待＊相談対応件数は、令和４年度

（２０２２年度）は１８，８７７件で、過去最多となり、児童虐待＊防止の取組の

充実が求められています。 

加えて、弱い立場に置かれた子供・若者が性被害に遭う事案が後を絶たない現

状や、被害に遭っても、それを性被害であると認識できないことや、声をあげにく

く適切な支援を受けることが難しいことなどの課題も指摘される中、子供たちを

性暴力の加害者、被害者、傍観者にしない教育を推進する必要があります。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 自分の人権を守るとともに他の人の人権を守ろうとする意識や意欲の向上を

図るため、児童生徒や保護者をはじめとする県民の豊かな人権感覚を育成しま

す。 

(ｲ) 様々な人権課題に対応した教育の充実を図ります。 

(ｳ) 子供たちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にしない教育を推進します。 

(ｴ) 関係機関と連携しながら、児童虐待＊の早期発見・早期対応に努めます。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 学校・家庭・地域における人権教育の推進 

ａ 人権尊重の理念や様々な人権問題に対する理解を学校・家庭・地域におい

て深めるため、人権教育の推進を図る協議会を開催します。 

ｂ 全ての県民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会の実現を目指し、
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学校・家庭・地域における人権教育を推進するため、人権教育実践報告会を開

催するほか、指導者の研修などに取り組みます。 

(ｲ) 人権教育の学習内容・指導方法の工夫・改善 

ａ 児童生徒や保護者をはじめとする県民の豊かな人権感覚を育むため、参加

体験型学習を取り入れた人権感覚育成プログラムの活用を推進します。 

ｂ 教職員対象の研修や学校における人権教育の実践的な研究を行い、指導方

法の工夫・改善に取り組みます。 

(ｳ) 人権問題を主体的に考え行動する児童生徒の育成 

いじめをはじめとした人権問題について児童生徒が主体的に考える取組など

を通して、児童生徒の豊かな人権感覚を育みます。 

(ｴ) 子供を性暴力の当事者にしないための教育の推進 

ａ 子供たちが性犯罪・性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう生命の

尊さを学び、一人一人を尊重することができる児童生徒の豊かな人権感覚を

育みます。 

ｂ 児童生徒が性に関する情報等を正しく選択して適切に行動できるようにな

るために、学習指導要領＊に基づき、児童生徒の発達段階に応じた性に関する

指導に取り組みます。 

(ｵ) 様々な人権課題に対応した教育の充実 

学校の教育活動を通じて、男女共同参画の視点に立った教育のほか、

ＬＧＢＴＱ＊や障害のある人、外国人などへの偏見や差別、同和問題（部落差別）

やインターネットによる人権侵害、北朝鮮当局による拉致問題など様々な人権

課題に対応した教育の充実を図ります。 

(ｶ) 虐待から子供を守る取組の推進 

児童虐待＊から子供を守るため、学校において早期発見・早期対応の中心とな

る教職員などを対象とした研修の充実を図り、家庭や、地域の関係機関と連携

した児童虐待＊防止の取組を推進します。 

 

エ 施策指標                                

人権感覚育成プログラムを活用した参加体験型学習を実施した学校の割合 

現状値         ― 

目標値（令和１０年度） １００％ 

【指標の定義・選定理由】 

人権感覚育成プログラムを活用した参加体験型学習を実施した小・中・高等学
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校の割合。 

令和５年度までに全ての学校で人権感覚育成プログラムを活用することができ

るよう、指導者の育成を行った。同プログラムを活用した実践が全ての学校で確

実に行われるよう、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

全ての小・中・高等学校で人権感覚育成のための参加体験型の授業等が実施さ

れることを目指して、目標値を設定。 
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３ 目標Ⅲ 健やかな体の育成  

(1) 施策９ 健康の保持増進 

ア 現状と課題                               

生涯にわたって健康な生活を送るための基礎を作るには、学校の教育活動全体

を通じた体系的な保健教育の充実を図る必要があります。全国学力・学習状況調

査＊における質問紙調査の結果では、「毎日同じくらいの時刻に起きている児童生

徒の割合」が令和元年度（２０１９年度）以降減少しています。コロナ禍＊におけ

る臨時休業や分散登校、部活動の停止等の児童生徒の生活習慣への影響も懸念さ

れており、学校・家庭・地域が連携して、子供たちの生活リズムを整えるなど、子

供たちの健康づくりに取り組んでいくことが重要です。メンタルヘルスやアレル

ギー疾患、感染症など、健康課題が複雑化・多様化しており、学校・家庭・地域の

医療機関等の連携による保健管理等を推進する必要があります。 

発達段階に応じた性に関する指導や、最新の情報を取り入れた薬物乱用防止教

育を推進することが必要です。 

また、社会状況の変化に伴い、子供たちの食生活の乱れが指摘されています。

食育については第一義的な役割は家庭にありますが、子供たちが「食」に関する

正しい知識と望ましい食習慣を身に付けられるよう、学校においても食育推進体

制を整備して取り組むことが大切です。 

さらに、スマートフォンをはじめとする情報機器に接する時間の増加により、

子供たちの生活時間が変化しており、規則正しい生活習慣の確立が求められます。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 時代の変化とともに新たに生じる課題への対応を含め、学校の教育活動全体

を通じた体系的な学校保健の充実を図ります。 

(ｲ) 食事についての正しい知識や、望ましい食習慣を子供たちが身に付けられる

よう、学校・家庭・地域が連携して食育を推進します。 

(ｳ) 子供の基本的な生活習慣の確立を推進します。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 学校保健の充実  

ａ 各学校で学校保健計画を作成し、学校保健委員会を中心に家庭や地域の関

係機関と連携して保健教育・保健管理の充実に取り組むなど、学校保健活動
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を推進します。 

ｂ 生活習慣の乱れが要因の一つと考えられている、心臓病、脳血管疾患、歯周

病などの疾病について正しい知識の啓発を図り、生活習慣病＊の予防に努めま

す。 

ｃ がんに対する正しい知識と、がん患者に対する正しい認識、命の大切さに対

する理解を深めるため、外部講師を活用するなど、がん教育を推進します。 

ｄ メンタルヘルスやアレルギー疾患、感染症など、児童生徒の現代的な健康課

題への対応について、学校・家庭・地域の医療機関等が連携して取組を進めま

す。 

ｅ 児童生徒の食物アレルギー・アナフィラキシー＊については、教職員研修の

実施や関係機関との連携により、学校における対応の充実を図ります。 

(ｲ) 妊娠・出産・不妊等に関する知識の普及啓発と性に関する指導の推進 

妊娠・出産・不妊や人工妊娠中絶、避妊に関する正しい知識の普及啓発や性

感染症の予防・啓発を図るなど、児童生徒の心と体のバランスに配慮した性に

関する指導を進めます。 

(ｳ) 薬物乱用防止教育の推進 

麻薬、大麻、危険ドラッグ等の乱用薬物に関する最新の情報等を教育内容に

取り入れるとともに、養護教諭や学校保健担当者への研修の実施等、薬物乱用

防止に向けた取組を進めます。 

(ｴ) 食育の推進 

ａ 子供たちに望ましい食習慣が身に付くようにするとともに、自ら「食」を選

択する力を育むため、学校・家庭・地域が連携し、食育の推進に取り組みま

す。 

ｂ 栄養教諭をはじめとする学校における食育の推進者の指導力を向上させる

ため、授業等における具体的な指導方法や学校全体での食育の推進等に関す

る研修の充実を図ります。 

ｃ 学校給食を「生きた教材」とし、地場産物の使用割合の向上と併せて、「食」

に対する理解・関心を高めます。 

(ｵ) 基本的な生活習慣の確立に向けた支援 

ａ 生涯にわたって健康な生活を送る基礎を築くため、学校と家庭が連携し、

運動・食事・睡眠などの規則正しい生活習慣や歯・口の健康づくりに関する取

組を進めます。 

ｂ 情報モラル教育の一環として、学校・家庭・地域の連携による、子供が主体

的に情報機器を適切に利用できるようにする取組を促進します。 
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エ 施策指標                                

毎日朝食を食べている児童生徒の割合 

現状値（令和５年度）  小学校６年生 ８４．４％ 

            中学校３年生 ７８．２％ 

目標値（令和１０年度） 小学校６年生 ９０．０％ 

            中学校３年生 ９０．０％ 

【指標の定義・選定理由】 

全国学力・学習状況調査＊において、毎日朝食を食べている児童生徒の割合。 

国の第４期教育振興基本計画の指標であり、食育の推進では、子供たちの「望

ましい食習慣」の育成を目指している。毎日朝食を食べる習慣は、「望ましい食

習慣」の基本であることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

全国的に毎日朝食を食べる児童生徒が減少傾向にある中で、小学校・中学校と

もに全国トップの水準になることを目指し、目標値を設定。 
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(2) 施策１０ 体力の向上と学校体育活動の推進 

ア 現状と課題                               

本県の子供たちの体力は、小学生、中学生、高校生のそれぞれにおいて、低下傾

向にあります。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、学校におけ

る体育的行事を含めた体力向上に対する取組が減少していることなどが要因の一

つと考えられます。また、子供の生活全体から日常的な身体活動が減少しており、

運動をする子供としない子供の二極化の傾向も指摘されています。 

生涯にわたり健康で豊かなスポーツライフを実現するためには、学校での授業

や体育的行事、部活動などの体育的活動や地域のスポーツ活動の充実を図り、子

供たちに運動習慣が身に付くようにすることが大切です。 

学校における部活動は、体力や技能の向上を図るとともに、人間関係の構築や

責任感・連帯感の涵
かん

養に資するなど、大きな役割を果たしています。 

しかし、少子化が進展する中、学校における部活動を従前と同様の体制で運営

することは難しくなってきており、学校や地域によっては存続が厳しい状況にあ

ります。その運営に当たっては、学校や地域の実態に応じて、外部人材活用、地域

との連携や合同部活動の取組など、持続可能な運営体制を整えることが必要です。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 児童生徒一人一人の実態に合った体力の向上を図ります。 

(ｲ) 生涯にわたる豊かなスポーツライフの基礎を築くため、体育的活動の内容や

指導方法の改善・充実を図ります。  

(ｳ) 部活動の持続可能な運営体制を整えます。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 児童生徒の体力の向上 

ａ 児童生徒一人一人の「体力向上目標値」を設定し、体力向上のためのプログ

ラムや資料を提案するなど、きめ細かな指導の実践に取り組みます。 

ｂ 体力テストの結果を小学校段階から毎年度継続して本人・保護者・学校が

共有し、活用することにより、児童生徒一人一人の成長を支え、一人一人の体

力が確実に伸びる教育に取り組みます。 

ｃ 児童生徒が自分の健康や体力に関心を持ち、運動を楽しめる体育の授業や

体育的活動を実践することにより、主体的に運動に取り組む児童生徒を育成

します。 
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(ｲ) 体育的活動の充実 

体育的活動における事故防止や効果的で安全な授業を実践するため、スポー

ツ医・科学等に基づく研修等を実施し、教員の資質向上を図ります。 

(ｳ) 生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現する資質の育成 

児童生徒が運動・スポーツの楽しさを実感できる体育の授業や体育的活動な

どを通して、生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現するために必要な資質

の育成を図ります。 

(ｴ) 持続可能な部活動の運営（施策６にも記載） 

ａ 生徒の多様なニーズに対応するとともに、生徒一人一人の健全な成長につ

ながる部活動を推進するため、教員や部活動指導員、外部指導者の指導力向

上のための研修を実施します。 

ｂ 中学校や高等学校の部活動において、指導者不足等への対応や専門性を生

かした指導の充実のため、部活動指導員や外部指導者の活用を進めます。 

ｃ 生徒のバランスの取れた生活や成長に配慮するため、部活動の活動時間や

休養日の適正化を進めます。 

ｄ 生徒のニーズや学校の実態などに対応できるようにするため、適切な部活

動の設置や複数校による合同部活動の取組を進めます。 

ｅ 学校と地域との連携・協働により地域の実情に応じた地域クラブ活動＊の整

備・充実を図り、生徒が将来にわたって多様な活動ができる環境の整備を進め

ます。 

 

エ 施策指標                                

体力テストの５段階絶対評価で上位３段階の児童生徒の割合 

現状値（令和４年度）  小学校     ７７．４％ 

            中学校     ８１．１％ 

            全日制高等学校 ８６．９％ 

目標値（令和１０年度） 小学校     ８６．０％ 

            中学校     ８９．０％ 

            全日制高等学校 ９０．２％ 

【指標の定義・選定理由】 

各学校で実施している体力テストの各種目の記録を得点化し、その合計を５段

階絶対評価した上位３段階に入る児童生徒の割合。 

客観的な基準により、体力向上の状況を示す数値であることから、この指標を
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選定。 

【目標値の根拠】 

埼玉県５か年計画における令和８年度の目標値（小学校８５．０％、中学校 

８８．０％、全日制高等学校９０．０％）から、小・中学校は２年間で更に１ポ

イント、全日制高等学校は２年間で更に０．２ポイント高めることを目指し、目

標値を設定。 

  



 第２章 施策の展開 

  

- 68 - 

 

４ 目標Ⅳ 自立する力の育成  

(1) 施策１１ キャリア教育＊・職業教育＊の推進 

ア 現状と課題                               

社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していくため

には、社会人・職業人としての基礎となる知識・技能などを身に付ける必要があ

ります。 

ＡＩ＊やロボットの発達により、特定の職種では雇用が減少し、今後は問題発見

力や的確な予測、革新性といった能力が一層求められると見込まれ、これからの

時代の働き手に必要となるスキルが今後変容していくことが予測されています。 

このような社会の大きな変化が見込まれる現状において、子供たちが社会人・

職業人として自立し、社会の変化に対応し、新しいものを創り出す創造力や、多

様な人々と協働しチームで問題を解決するといった能力、リーダーシップやチャ

レンジ精神を身に付けることが必要です。 

そのためには、各学校段階に応じた体系的・系統的なキャリア教育＊・職業教

育＊を推進し、児童生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、

社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育成する取組を通じ

て、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現していくキャ

リア発達を促進することが大切です。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 学校において、家庭や地域・企業と連携して、各学校段階に応じた体系的・

系統的なキャリア教育＊・職業教育＊を推進します。 

(ｲ) 学校において、家庭や地域・企業と連携した就職支援に取り組みます。 

(ｳ) 子供たちが自分の興味・関心と働くことを関連付け、働くことへの関心・意

欲を高められるように、学校・地域・企業などが一体となって、実際の職場での

体験活動を推進します。 

(ｴ) 専門高校などにおいて、地域産業などを支える人材を育成するため、実践的

で高度な専門的知識・技能の習得を図る産業教育に取り組みます。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 小・中学校、高等学校における体系的・系統的なキャリア教育＊・職業教育＊

の推進 
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ａ 児童生徒が明確な目的意識を持って主体的に自己の進路を選択できる能力

を身に付けられるよう、「キャリアパスポート＊」等を活用しながら発達段階

に応じた体系的・系統的なキャリア教育＊を推進します。 

ｂ 社会人・職業人として自立できるよう、地域や産業界と連携・協力し、児童

生徒の勤労観・職業観を育成します。 

ｃ 中学校では、生徒が適切な進路を主体的に選択できるよう、生徒と保護者

から信頼される進路指導を推進します。 

ｄ 高等学校では、家庭や地域・企業との連携を強化し、生徒の就職を支援する

取組を推進します。 

(ｲ) 障害のある子供たちの自立と社会参加を目指したキャリア教育＊・職業教育＊

の推進（施策１３にも記載） 

ａ 障害のある児童生徒一人一人の状態やニーズに応じて、その可能性を最大

限に伸ばし、自立のために必要な力を育成します。 

ｂ 障害のある児童生徒の自立と社会参加を着実に進めるため、労働・福祉な

どの関係機関や企業との連携強化を図りながら、特別支援学校におけるキャ

リア教育＊・職業教育＊の充実に組織的に取り組みます。 

ｃ 障害のある児童生徒の潜在的能力を伸ばし、進路選択の幅が広がるよう、

ＩＣＴ＊を活用した教育などを進めます。 

ｄ 関係機関や企業と連携した職業実習・地域活動、企業等を対象とした学校

公開の実施を通して、地域における障害者理解を進めるとともに、特別支援

学校の生徒に対する就労支援を推進することにより、一般就労の拡大を図り

ます。 

(ｳ) 企業等と連携した職場体験活動などの充実 

ａ 全ての県立高等学校の生徒が参加できるよう、企業や施設などにおける職

場体験やインターンシップ＊、就職相談を地域や企業、関係機関等と一体となっ

て実施します。 

ｂ 企業や関係機関等と連携・協力し、子供たちがものづくりの大切さを実感

できる体験活動などを通じて、将来の本県の産業界を担う人材を育成します。 

(ｴ) 専門高校における産業教育の推進 

ａ 専門高校の生徒の技術力・創造性や課題解決能力、コミュニケーション能

力などの向上を図るため、生徒による学習成果の発表の場である埼玉県産業

教育フェア＊の開催などを進めます。 

ｂ 地域の産業を担う人材を育成するため、専門高校の教育施設・設備の整備・

充実を図ります。 
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(ｵ) 専門高校拠点校の整備 

先端産業分野で活躍できる人材の育成を目指した工業・情報教育の拠点とな

る学校を整備します。 

(ｶ) 地域産業や保健・医療・福祉などを支える専門的人材の育成 

ａ 専門高校専攻科や高等技術専門校＊などにおいて、地域や産業の発展に貢献

できる力を身に付けた専門的職業人を育成します。また、専修・各種学校にお

ける専門的人材を育成する教育を支援します。 

ｂ 県立大学では、保健・医療・福祉の分野の専門的知識と技術を有し、様々な

分野の専門職と連携・協働して人々の健康と生活を総合的に支えていくこと

のできる人材を育成します。 

 

エ 施策指標                                

(ｱ) 将来の夢や目標を持っていると回答した児童生徒の割合 

現状値（令和５年度）  小学校６年生 ８２．７％ 

            中学校３年生 ６７．８％ 

目標値（令和１０年度） 小学校６年生 ８７．０％ 

            中学校３年生 ７４．０％ 

【指標の定義・選定理由】 

全国学力・学習状況調査＊の質問紙調査において「将来の夢や目標を持ってい

る」という質問に「当てはまる」又は「どちらかといえば、当てはまる」と回答

した児童生徒の割合。 

キャリア教育＊を推進することが、将来の夢や目標を描ける児童生徒が増える

ことにつながることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

キャリア教育＊を推進することにより、全国トップの水準になることを目指し

て、目標値を設定。 

 

 (ｲ) 職業体験やインターンシップ＊を実施した高等学校の割合 

現状値（令和４年度）  ２７．５％ 

目標値（令和１０年度） ８５．０％ 

【指標の定義・選定理由】 

国立教育政策研究所生徒指導研究センターのインターンシップ＊の実施状況調

査における公立高等学校（さいたま市立を除く。）の実施率。 
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職場体験やインターンシップ＊の実施により、勤労観・職業観を育成し、働く

ことに対する望ましい見方や考え方が形成されることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

実施率が令和元年度水準（８４．４％）を上回ることを目指し、目標値を設定。 

 

(ｳ) 特別支援学校高等部で一般就労を希望する生徒の就職率（施策１３にも記載） 

現状値（令和４年度）  ８５．９％ 

目標値（令和１０年度） ９１．９％ 

【指標の定義・選定理由】 

県立特別支援学校高等部の生徒のうち、一般就労を希望した生徒が卒業する時

点で一般就労できた割合（内定を含む）。 

特別支援学校における教育の充実の成果を示す数値であることから、この指標

を選定。 

【目標値の根拠】 

埼玉県５か年計画における令和８年度の目標値（９１．１％）から、２年間で

更に０．８ポイント高めることを目指し、目標値を設定。 
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(2) 施策１２ 主体的に社会の形成に参画する力の育成 

ア 現状と課題                               

社会の持続的な発展を生み出す上では、一人一人が主体的に社会に関わってい

くことが重要です。そのため、学校教育において、地域社会とも連携しつつ、主体

的に社会の形成に参画する力を、これからの社会・経済を担っていく子供たちに

育むことが求められます。「こども基本法」が令和５年４月に施行されたことや、

選挙権年齢の引下げにより、１８歳以上の者が投票や選挙運動ができるようになっ

たことを踏まえ、社会の形成に主体的に参画する主権者として、社会の中で自立

し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構

成員の一員として主体的に担うことができる力を身に付けるため、意見表明によ

る主体性の育成や主権者教育＊などが重要になります。 

また、成年年齢の１８歳への引下げを契機に若年者の消費者トラブルの増加が

懸念されます。そのため、消費者の権利と責任について理解するとともに、主体

的に判断し責任を持って行動できる力を身に付ける消費者教育などが重要になり

ます。 

さらに、持続可能な社会＊の創り手を育成するため、環境問題や資源・エネルギー

問題についての学習の充実が求められます。 

加えて、将来、子供たちが社会的に自立した存在になる上では、職場や地域社

会で多様な人々と協働していくための社会性やコミュニケーション能力などの育

成が重要です。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 公共の精神に基づいて個人と社会との関係を適切に理解するとともに、主体

的に社会的課題に対応し、将来の社会を担っていくことができる力を育成しま

す。 

(ｲ) 自立した消費者としての責任ある消費行動ができるよう必要な知識や考える

力などを育成します。 

(ｳ) 持続可能な社会＊の創り手となる力を育成します。 

(ｴ) 他者と連携・協働していくための力を育成します。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 子供の意見表明による主体性の育成 

ａ 社会と関わる中で、様々な課題を自分事として捉え、その解決に向けて意
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見を表明する活動を通して、子供の主体性を育む教育を推進します。 

ｂ 児童生徒が主体となって、自身に関わるルール等の制定や見直しの過程に

参画する取組を推進します。 

(ｲ) 主権者教育＊の推進 

政治に参加するための自覚を育成するとともに、納税やボランティアなどに

対する積極的な態度やより良い社会を実現していく上で主権者として必要なこ

とを多面的・多角的に考え、課題を主体的に解決しようとする態度を育成する

ため、学習指導要領＊に基づき主権者教育＊を推進します。 

(ｳ) 消費者教育の推進 

一人一人が消費者として主体的に判断し、責任を持って行動できるようにす

るため、外部講師を活用した授業や消費者教育教材の活用を促すなど、学習指

導要領＊に基づき消費者教育を推進します。 

(ｴ) 環境教育の推進 

発達段階に応じて、関係機関と連携し、学習指導要領＊に基づき教科等横断的

に環境教育を推進します。 

(ｵ) ＳＤＧｓ＊の実現に向けた教育の推進（施策３にも記載） 

地球規模の課題を自らの問題として捉え、課題解決に向けて自ら考え行動を

起こすことができる力を育むため、ＳＤＧｓ＊の実現に向けた教育を推進します。 

(ｶ) 多様な人材と協働する力の育成 

探究的な学習や体験活動を通じ、多様な他者と協働しながら主体的に学び、

話し合い、考えの統合を図るなど、協働的な学び＊を通して、コミュニケーショ

ン能力や問題解決能力などの協働する力を育みます。 

 

エ 施策指標                                

主体的に社会に参画していく力を育成するために外部機関と連携した取組を実

施している高等学校の割合 

現状値（令和４年度）  ５１．０％ 

目標値（令和１０年度） １００％ 

【指標の定義・選定理由】 

高等学校において主体的に社会に参画していく力を育成するために、外部機関

と連携した取組を実施している学校の割合。 

主体的に社会の形成に参画する力を育成するため、外部機関と連携し、政治・

経済活動等を実践的に学ぶことが有効であると考えられるため、この指標を選定。 
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【目標値の根拠】 

全ての高等学校で主体的に社会の形成に参画する力を育成するために外部機関

と連携した取組を実施することを目指し、目標を設定。 
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５ 目標Ⅴ 多様なニーズに対応した教育の推進 

(1) 施策１３ 障害のある子供への支援・指導の充実 

ア 現状と課題                               

誰一人取り残されず、多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じられる共生

社会＊の実現に向けて、障害の有無にかかわらず、全ての子供が共に学ぶ環境を整

備すると同時に、一人一人の状況に応じた教育を進めることが重要です。 

平成２６年（２０１４年）に「障害者の権利に関する条約」が批准され、平成

２８年（２０１６年）には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が

施行されるなど、共生社会＊の実現に向けて我が国の法制度も大きく変化していま

す。 

「障害者の権利に関する条約」に基づくインクルーシブ教育システム＊の理念を

踏まえ、その構築の視点に立った特別支援教育を着実に進めていくことが求めら

れます。 

本県では、これまでインクルーシブ教育システム＊の構築に向け、支援籍＊学習

を進めるなど障害のある子供と障害のない子供が共に学ぶことを追求するととも

に、小・中学校における通常の学級、通級による指導＊、特別支援学級、特別支援

学校といった連続性のある多様な学びの場＊の充実に取り組んできました。 

今後も、障害のある子供と障害のない子供が共に過ごすための条件整備をはじ

め、全ての子供たちがその意欲や能力に応じて力を発揮することができるよう、

発達障害＊を含む障害のある子供たちが必要な指導・支援を受けられる多様な学び

の場＊の整備が必要です。 

令和３年（２０２１年）には、「医療的ケア児＊及びその家族に対する支援に関

する法律」が施行され、今後、医療的ケア児＊に対する教育を行う体制の拡充も求

められます。 

また、教員の専門性の向上や、特別な教育的支援を必要とする児童生徒や幼児

への指導や支援を切れ目なく行う体制の整備、県立特別支援学校における過密状

況への対応、障害のある子供の自立と社会参加に向けた一人一人の障害の状態や

発達段階に応じた指導・支援の充実を図ることが課題となっています。 

さらに、障害のある教職員が身近で働いていることは、障害のある人に対する

児童生徒の理解が深まるとともに障害のある児童生徒にとってロールモデルとな

るといった効果が期待されます。このようなことから、障害者雇用を推進してい

く必要があります。 
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イ 施策の方向性                              

(ｱ) 共生社会＊の実現に向けて、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共

に過ごすための条件整備をはじめ、一人一人のニーズに応じた連続性のある多

様な学びの場＊の充実を図るとともに、教員の専門性の向上を図ります。 

(ｲ) 特別な教育的支援を必要とする児童生徒や幼児への切れ目ない指導や支援の

体制を整えます。 

(ｳ) 障害のある子供たちの自立と社会参加を目指したキャリア教育＊・職業教育＊

を推進します。 

(ｴ) 障害のある子供たちの生涯にわたる学びを支援します。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) インクルーシブ教育システム＊の構築の視点に立った特別支援教育の推進 

ａ 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が可能な限り共に学ぶための条

件整備をはじめ、発達障害＊を含む障害のある児童生徒一人一人の教育的ニー

ズに最も的確に応える指導を提供できるよう、小・中学校における通常の学

級、通級による指導＊、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある

多様な学びの場＊の整備を進めます。 

ｂ 特別支援学校の指導内容・指導方法を工夫・改善するとともに、特別支援学

校に在籍する児童生徒の増加に対応するため、新たな特別支援学校の計画的

な設置など学習環境の整備・充実を図ります。 

ｃ 高等学校における通級による指導＊を推進します。 

ｄ 特別支援学校のセンター的機能や臨床心理士など専門家による巡回支援の

活用を進めるとともに、特別な教育的支援を必要とする児童生徒や幼児への

切れ目のない支援体制を整えます。 

ｅ 各市町村との連携の下、学校において障害のある子供と障害のない子供が

共に学ぶ支援籍＊学習や心のバリアフリーを育む交流及び共同学習の充実を図

ります。 

ｆ 発達障害＊を含む障害のある幼児に早期から適切な教育的対応ができるよう、

市町村とともに関係機関と連携して幼稚園や保育所などに対する支援を行い、

切れ目ない相談体制を整備します。 

(ｲ)  教職員の特別支援教育に関する専門性向上 

ａ 免許法認定講習を継続的に実施し、特別支援学校教諭免許状の取得促進を

図ります。 

ｂ 管理職をはじめ教職員に対して、特別支援教育に関する研修や、特別な教
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育的支援を必要とする児童生徒や幼児への支援方法に関する研修を実施し、

指導体制の充実を図ります。 

(ｳ) 特別支援学校などにおける医療的ケア＊の充実 

学校における医療的ケア＊の充実を図ります。 

(ｴ) 障害のある子供たちの自立と社会参加を目指したキャリア教育＊・職業教育＊

の推進（施策１１にも記載） 

ａ 障害のある児童生徒一人一人の状態やニーズに応じて、その可能性を最大

限に伸ばし、自立のために必要な力を育成します。 

ｂ 障害のある児童生徒の自立と社会参加を着実に進めるため、労働・福祉な

どの関係機関や企業との連携強化を図りながら、特別支援学校におけるキャ

リア教育＊・職業教育＊の充実に組織的に取り組みます。 

ｃ 障害のある児童生徒の潜在的能力を伸ばし、進路選択の幅が広がるよう、

ＩＣＴ＊を活用した教育などを進めます。 

ｄ 関係機関や企業と連携した職業実習・地域活動、企業等向け学校公開の実

施を通して、地域における障害者理解を進めるとともに、特別支援学校の生

徒に対する就労支援や一般就労の拡大を進めます。 

(ｵ) 障害者雇用の推進（施策１７にも記載） 

ａ デジタル化の進展やテレワーク＊などの新たな働き方の拡大を踏まえ、障害

のある職員の新たな職域、職務の開拓に取り組み、障害者の雇用を計画的に

拡大します。 

ｂ 障害のある教職員の執務環境や勤務条件に配慮するとともに、障害のある

教職員同士の交流を促進するなど、障害者が働きやすい環境の整備を図りま

す。 

ｃ 全ての教職員が障害者に対する理解を深め、周囲が障害のある教職員を温

かくサポートできる職場となるよう、教職員を対象とした研修を実施します。 

ｄ 障害者を対象とした教員の募集・採用選考試験の方法の工夫・改善や、障害

のある教員の配置拡大に向けた環境整備を図るとともに、特別支援学校にお

いて職業教育＊の幅を広げる取組を推進します。 

(ｶ) 障害のある子供たちの生涯学習の推進 

障害のある子供たちが豊かで充実した生活を送れるよう、生涯を通じて教育

や文化・スポーツなどに親しむ機会を設け、生涯にわたる多様な学習活動の充

実を目指す取組を進めます。 
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エ 施策指標                                

特別支援学校高等部で一般就労を希望する生徒の就職率（施策１１にも記載） 

現状値（令和４年度）  ８５．９％ 

目標値（令和１０年度） ９１．９％ 

【指標の定義・選定理由】 

県立特別支援学校高等部の生徒のうち、一般就労を希望した生徒が卒業する時

点で一般就労できた割合（内定を含む）。 

特別支援学校における教育の充実の成果を示す数値であることから、この指標

を選定。 

【目標値の根拠】 

埼玉県５か年計画における令和８年度の目標値（９１．１％）から、２年間で

更に０．８ポイント高めることを目指し、目標値を設定。 
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(2) 施策１４ 不登校児童生徒・高校中途退学者等への支援 

ア 現状と課題                               

本県の不登校児童生徒数は小・中学校で近年大幅に増加しており、令和３年度

に初めて１万人を超えました。とりわけ、小学生の増加が著しく、不登校の低年

齢化の傾向が見られます。不登校は、どの児童生徒にも起こり得るものであるこ

とから、未然防止を含む早期段階からの適切な支援が必要です。 

また、全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよ

う、児童生徒と教職員との信頼関係や児童生徒相互の良好な人間関係の構築等を

通じて、児童生徒にとって学校が安心感、充実感が得られる活動の場となるよう

に魅力あるより良い学校づくりの推進が求められます。 

加えて、本県の不登校児童生徒の約４割が学校内外の専門機関等で相談・指導

等を受けていない状況があります。不登校児童生徒の教育機会の確保や相談体制

の整備など、支援の充実を図る必要があります。 

不登校児童生徒への支援においては、児童生徒一人一人の可能性を伸ばせるよ

う、本人の意思を十分に尊重した上で、関係機関と連携し、社会的自立に向けた

支援を行うことが求められます。 

高校中途退学については、本県の公立高校中途退学率・中途退学者数は過去

１０年間において減少傾向にありますが、依然として毎年１，０００人程度の中

途退学者がおり、今後も中途退学防止に向けた取組を続けることが重要です。中

途退学の理由として、「学校生活・学業不適応」を挙げる割合が高くなっており、

生徒が自分自身を見つめ直し、高校生活に意義を感じることができるような対策

を進める必要があります。 

また、高校中途退学者等の進学や社会的自立に向けて、関係機関と連携し、切

れ目のない支援体制の構築が求められます。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 児童生徒一人一人の状況に応じたきめ細かな教育相談ができる体制の充実を

図ります。 

(ｲ) 不登校の未然防止、早期発見・早期対応に向け、児童生徒が安心して学ぶこ

とができる学校づくりや小・中学校の円滑な接続を推進します。 

(ｳ) 個々の不登校児童生徒に対して多様で適切な教育機会を確保するなど、状況

に応じた支援を推進します。 

(ｴ) 不登校などを経験した者に、その意欲に応える様々な学習機会を提供します。 
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(ｵ) 高校中途退学を防ぐため、学校生活への意欲を高める対策を推進するととも

に、高校生の社会的自立に向けた支援を推進します。 

(ｶ) 高校中途退学者等の社会的自立に向けた支援を推進します。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 教育相談活動の推進（施策７にも記載） 

ａ 児童生徒の心理又は福祉に関する専門的な知識・経験を有する人材を活用

するとともに、市町村が行う教育相談体制の整備を支援するなど、教育相談

活動を推進します。 

ｂ ＩＣＴ＊を活用した相談体制の充実を図ります。 

(ｲ) 不登校の未然防止の推進 

不登校の未然防止を図るため、児童生徒が安心して学ぶことができる学校づ

くりを推進するとともに、小・中学校９年間の学びと育ちの連続性を重視した

教育を展開します。 

(ｳ) 不登校児童生徒への支援の推進 

教育相談体制の充実等により、不登校の初期段階にある児童生徒に対する早

期の支援に努めるとともに、市町村の設置する教育支援センター＊の機能強化に

向けた指導・助言や学びの多様化学校（いわゆる不登校特例校）＊の設置促進、

民間団体との連携による支援など多様な学びの場の充実を図ります。 

(ｴ) 意欲に応える学習機会の提供 

中学校で不登校などを経験した生徒の意欲に応える学習機会を提供するため、

高等学校において基礎・基本の学び直しの取組や定時制課程・通信制課程の教

育の充実を図ります。 

(ｵ) 高校中途退学防止対策の推進 

ａ 学校への適応能力の向上や人間関係づくりを目的として就労や社会貢献な

どの体験活動を実施するとともに、個別の学習支援などを行い、基礎学力の

定着に取り組みます。 

ｂ 高校生の中途退学を防止するため、各学校において、地域や関係機関など

と連携した取組を進めます。 

ｃ 中学校における進路指導の充実を促すとともに、中学校と高等学校との連

携などを推進します。 

(ｶ) 高校中途退学者等の社会的自立に向けた支援 

地域若者サポートステーション＊などの関係機関と連携し、高校中途退学者等

への支援が切れ目なく継続できる体制を整備します。 
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エ 施策指標                                

(ｱ) 小・中学校に在籍する不登校児童生徒が学校内外の機関等で相談・指導を受

けた割合 

現状値（令和３年度）  ６２．７％ 

目標値（令和１０年度） ８５．０％以上 

【指標の定義・選定理由】 

教育支援センター＊など学校外における機関等で相談・指導を受けた、もしく

は、学校内において養護教諭やスクールカウンセラーなどによる専門的な相談・

指導を受けた公立小・中学校の不登校児童生徒の割合。 

不登校児童生徒の多様で適切な教育機会を確保していくためには、教育支援セ

ンター＊における支援の充実や民間団体・民間施設等との連携を進め、不登校児

童生徒の相談や指導につなげることが重要であることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

埼玉県５か年計画における令和８年度の目標値（８５．０％）を踏まえ、これ

を更に高めることを目指し、目標を設定。 

 

(ｲ) 公立高等学校における中途退学者の割合 

現状値（令和３年度）  全日制 ０．７９％ 

            定時制 ６．６１％ 

目標値（令和１０年度） 全日制 ０．７２％ 

            定時制 ５．９０％ 

【指標の定義・選定理由】 

公立高等学校における全日制・定時制別の中途退学者の割合。 

中途退学防止に向けた取組の成果を示す数値であることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

現状値を基準とし、埼玉県５か年計画の年度ごとの削減目標幅と同等ペースで

減少させることを目指し、目標値を設定。 
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（3) 施策１５ 一人一人の状況に応じた支援 

ア 現状と課題                               

外国人児童生徒等の増加、ヤングケアラー＊の顕在化、性の多様性への意識の高

まり、家庭を取り巻く環境の変化等により、教育をめぐるニーズは多様化してい

ます。このような中においても、全ての子供たちがその意欲や能力に応じて力を

発揮することができるよう、一人一人の状況に応じた支援が求められています。 

家庭の経済状況によって進学等を断念することがないよう、経済的に困難な高

校生などに対して、修学を支援するための取組が重要です。また、生まれ育った

環境にかかわらず自分の夢や希望を実現できるよう、学校教育において学力保障

を図るとともに、福祉関係機関等と連携した支援が求められます。 

日本語指導が必要な児童生徒については、学校生活へ円滑に適応できるよう、

言語や文化等の差異に係るきめ細かな支援が必要です。 

令和２年に「埼玉県ケアラー支援条例」、令和４年には「埼玉県性の多様性を尊

重した社会づくり条例」が施行されました。 

１８歳未満のケアラーと定義されたヤングケアラー＊は家庭環境により必然的に

介護や援助を行っている場合が多く、ケアラーの自覚がないまま将来のための大

切な時間をケアに費やしている可能性があります。学校における早期発見と適切

な支援につなげるとともに、全ての児童生徒に対しヤングケアラー＊への理解を促

進することが必要です。 

また、どの学校にもＬＧＢＴＱ＊の児童生徒が在籍する可能性があることに鑑み、

性の多様性に関する理解増進を図るとともに、ＬＧＢＴＱ＊の児童生徒に対し、個

別の事案に応じ、児童生徒の心情等に配慮した対応を進めることが重要です。  

さらに、義務教育未修了者等の就学の機会を提供する中学校夜間学級（いわゆ

る夜間中学）への支援など、多様なニーズに応じて教育機会を確保する必要性が

高まっています。 

加えて、社会経済的な背景などにより学力に課題のある子供たちへの支援や、

教職員と心理や福祉等の専門家がチームとして連携・分担しながら様々な課題を

抱える子供たちを支援することが求められています。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 経済的理由によって進学等を断念することがないよう経済的に困難な高校生

などの修学を支援します。 

(ｲ) 外国人児童生徒等、日本語指導が必要な児童生徒への教育を支援します。 
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(ｳ) ヤングケアラー＊である児童生徒を支援するとともに、ヤングケアラー＊に関

する理解促進を図ります。 

(ｴ) 社会経済的な背景などにより学力に課題のある児童生徒への教育を支援しま

す。 

(ｵ) ＬＧＢＴＱ＊の児童生徒を支援するとともに、性の多様性に関する理解促進を

図ります。 

(ｶ) 中学校夜間学級における体制整備を支援します。 

(ｷ) 児童生徒の抱える様々な課題にきめ細かな対応をします。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 経済的に困難な子供への支援 

ａ 経済的理由で修学が困難な高校生などに対して、給付型の奨学のための給

付金や貸与型の奨学金による支援を行うとともに、授業料・入学料の納入が

困難な県立高等学校の生徒に対して、授業料・入学料を減免します。 

ｂ 家庭環境にかかわらず児童生徒の学力が保障されるよう、少人数指導や習

熟度別指導、補充的な指導など、きめ細かな指導を学校において実施します。 

ｃ 家庭の経済状況により体験活動の経験が十分でない子供に対して、げんき

プラザなどを活用し、様々な体験活動の機会を提供します。 

ｄ 経済的に困難な児童生徒を早期の段階で福祉制度につなぐことができるよ

う、学校を窓口とした福祉関係機関との連携に取り組みます。 

ｅ 生活困窮者自立支援法に基づく学習支援の活用など、福祉関係機関と連携

し、子供の状況に配慮した支援に取り組みます。 

(ｲ) 日本語指導が必要な児童生徒への教育支援（施策３にも記載） 

外国人児童生徒等が学校生活へ円滑に適応できるよう、日本語の指導を行う

ための教員等の配置や実践的な教員研修の実施、日本語指導が必要な児童生徒

に対する特別の教育課程の編成など、教育支援の充実を図ります。 

(ｳ) ヤングケアラー＊への支援 

ａ 児童生徒及び教職員等を対象とした講演会や研修を実施するなど、ヤング

ケアラー＊に関する理解の促進を図ります。 

ｂ 学校において把握したヤングケアラー＊を適切に支援につなげるため、スクー

ルカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を活用するとともに、支援に

必要な情報の共有など福祉関係機関と連携した切れ目ない教育相談体制の充

実を図ります。 

(ｴ) 学力に課題のある児童生徒への教育支援 
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ａ 社会経済的な背景などにより学力に課題のある児童生徒を支えるため、学

校における教育支援を推進します。 

ｂ 学力に課題を抱える児童生徒を支えるため、地域の人材を活用した市町村

の取組を支援します。 

ｃ 基礎学力に課題を抱えた高校生を対象に、大学生などを学習サポーターと

して活用し、義務教育段階の学習内容の学び直しを進めます。 

(ｵ) ＬＧＢＴＱ＊の児童生徒への支援 

ａ 児童生徒の発達段階に応じた性の多様性に係る教育を行うとともに、教職

員等を対象とした研修を実施し、性の多様性の尊重についての正しい理解を

深めます。 

ｂ 学校における様々な面から考えられる配慮について、児童生徒・保護者の心

情等を踏まえつつ取組を進めていきます。 

(ｶ) 中学校夜間学級の支援 

教職員の配置や連絡協議会を通じた指導・助言などにより、中学校夜間学級

における体制整備を支援します。 

(ｷ) 児童生徒の抱える様々な課題への支援 

ａ 児童生徒の心理又は福祉に関する専門的な知識・経験を有する人材を活用

するとともに、市町村が行う教育相談体制の整備を支援するなど、教育相談

活動を推進します。 

ｂ ＩＣＴ＊を活用した相談体制の充実を図るなど、児童生徒の心情等に配慮し

たきめ細かな対応を進めます。 

 

エ 施策指標                                

帰国・外国人児童生徒に日本語指導ができる教員数 

現状値（令和４年度末）  ４００人 

目標値（令和１０年度末） １，０００人 

【指標の定義・選定理由】 

帰国・外国人児童生徒と接するときの心構えや日常生活に必要な日本語の指導

に関する研修を受講した小・中学校の教員数。 

帰国・外国人児童生徒が増加しており、日本語指導について、より多くの教員

の指導力を向上させる必要があることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

毎年１００人以上に対して研修を実施し、日本語指導の指導力が高い教員を増



   第２章 施策の展開  

 

- 85 - 

 

やすことを目指し、令和１０年度までの累計値として目標値を設定。 
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６ 目標Ⅵ 質の高い学校教育を推進するための環境の充実  

(1) 施策１６ 教職員の資質・能力の向上 

ア 現状と課題                               

次代を担う児童生徒一人一人を認め、育むためには、個々の教職員が自らの職

責と学び続ける教職員としての在り方を自覚しながら、個性を生かし、能力を発

揮することが大切です。 

近年の大量退職等に伴う採用者数の増加や既卒の受験者数の減少、産休・育休

取得者や特別支援学級の増加等や、教職員の長時間勤務による負担の大きさを背

景に、教員採用選考試験の志願者数の減少や未配置・未補充などの教員不足の課

題も生じています。 

そのような中、学校教育の質の維持向上を図るためには、きめ細かな人物重視

の選考を進め、優秀な人材の採用に努めるとともに、採用後も指導力や使命感の

ある教職員の育成を継続的に図っていくことが一層重要になってきます。 

そのため、新たな教師の学びの姿＊の実現に向けて、教職員が主体的に学ぶ姿勢

を支援しながら、個別最適な教職員の学びや協働的な教職員の学びの充実を図る

必要があります。効果的な取組を行っている教職員の知識や技能などを共有し、

学校の実情に応じて活用できるようにすることも大切です。 

また、教職員の人事評価制度＊を活用して、公正な人事管理や資質・能力の向上

を図っています。 

他方、教職員の不祥事は、児童生徒・保護者をはじめ関係する多くの方々の心

を傷つけ、県民からの本県教育への信頼を失わせるもので、決してあってはなら

ないものです。平成３０年７月に策定した「不祥事根絶アクションプログラム」に

基づき、様々な不祥事防止対策に取り組んでいますが、教職員による不祥事が無

くならない状況にあります。令和５年５月に改訂した「不祥事根絶アクションプ

ログラム」に基づき、引き続き不祥事根絶に向けた取組を推進し、県民からの信

頼回復に努めていく必要があります。 

また、教科書は、全ての児童生徒の学校における授業や家庭における学習活動

において重要な役割を果たすものであり、教科書発行者と関わる教職員の服務規

律を確保するとともに、教科書の採択権者である教育委員会はその権限と責任を

自覚し、教科書採択を公正かつ適正に行わなければなりません。 

さらに、教職員の心や身体の健康の保持増進など教職員を支援することが必要

です。 
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イ 施策の方向性                              

(ｱ) 教育への情熱を持った優れた教職員を確保します。 

(ｲ) 教職員のキャリアステージに応じた研修や教育方法等の改善に向けた調査研

究の充実を図ります。 

(ｳ) 効果的な取組を行っている教職員の知識や技能を共有し、活用を図ります。 

(ｴ) 教職員の人事評価制度＊を活用し、教職員の公正な人事管理や資質能力の向上

に取り組みます。 

(ｵ) 「不祥事根絶アクションプログラム」に掲げた取組の推進などにより、教職

員による不祥事の根絶を図ります。 

(ｶ) 教職員に対し、ガイドライン「質の高い教科書の実現と教科書採択の公正性・

透明性を高めるために」の徹底を図ります。 

(ｷ) 教職員の心身の健康の保持増進を図るなど教職員を支援するための取組を進

めます。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 優れた教職員の確保 

ａ 優秀な人材を採用するため、人物重視の選考に取り組むとともに、受験資

格を拡充するなど採用選考試験の内容や方法を工夫・改善します。 

ｂ 県内の大学などと連携し、本県の教員を目指す学生の資質・能力の向上に

取り組みます。 

ｃ 教員志望者を増やすため、大学生や高校生、社会人を対象に教員の魅力な

どを伝える説明会を実施します。 

ｄ 民間企業等で培った優れた知識や経験を学校現場で生かすため、社会人経

験者を対象とした教員採用選考試験を実施します。 

(ｲ) 教職員研修と調査研究の充実 

ａ 個性に即した個別最適な教師の学びや、教師としてふさわしい資質能力を

広く身に付けていくための協働的な教師の学びなど、新たな教師の学びの姿＊

の実現に向けて、授業力の向上などを目指し、教職員のキャリアステージに応

じた総合的・体系的な研修などの充実を図ります。 

ｂ 教育に関する実践的かつ先導的な調査研究を行い、研究成果や優れた実践

例、様々なデータなどを蓄積し、提供することで教育活動の工夫・改善に生か

します。 

ｃ 大学や研究機関など、外部機関と連携した先進的な研究や研修を実施しま
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す。 

(ｳ) 指導技術の共有の推進 

ａ 優れた授業の配信や「埼玉県学力・学習状況調査＊」を活用した指導力向上

等の取組を通して、教員の中で培われてきた指導技術を共有し、活用を図りま

す。 

ｂ ＩＣＴ＊を効果的に活用している事例をホームページ等で発信するとともに、

研修等においてＩＣＴ＊を活用した授業を視察し、協議を行うなど、指導・活

用方法の共有を図ります。 

(ｴ) 優秀な教職員の表彰等の実施 

優秀な教職員を表彰するとともに、表彰を受けた教職員を研修の指導者とし

て活用するなど、その優れた実践を広めます。 

(ｵ) 教職員の人事評価制度＊の活用 

教職員の人事評価結果を人材育成や任用、給与などの人事管理へ適切に活用

します。 

(ｶ) 指導が不適切である教員への対応 

指導が不適切である教員に対し指導改善研修を実施するなど、厳正な人事管

理を行います。 

(ｷ) 教職員による不祥事の根絶に向けた取組の推進 

ａ 教員として採用する前の教員養成の段階において、不祥事防止に関する出

前講座やロールプレイング演習等を実施し、教員志望者の倫理観の確立を図

ります。 

ｂ 教員採用時において、観察項目に倫理観を明示し面接試験を実施するなど、

教員採用選考試験の工夫・改善を図ります。 

ｃ 過去の不祥事について、不祥事に至るまでの経過、不祥事を起こした教職

員の心理状況等を綿密に分析し、その結果を「不祥事根絶アクションプログラ

ム」の各種取組等に反映させ、不祥事防止につなげます。 

ｄ 集合研修及び各所属で行う職場内研修において、「不祥事防止研修プログラ

ム」を活用した研修を定期的、継続的に実施し、教職員の倫理観の向上を図り

ます。 

ｅ 「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」に基づき、教

育職員等に対する啓発及び児童生徒等からの相談窓口の設置など教育職員等

による児童生徒性暴力等の防止に取り組みます。 

(ｸ) 教科書採択の公正性・透明性の確保 

教職員及び教育委員会は、機会及び期間を問わず、教科書発行者から一切の
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金品・歳暮を受け取らず、一切の供応を受けないとするガイドラインの遵守を

徹底します。 

(ｹ) 教職員の心身の健康の保持増進 

健康診断や健康相談、悩みを抱える教職員に対する精神科医などによる面接

相談、メンタルヘルス研修やストレスチェックを実施し、教職員の心身の健康

の保持増進に取り組みます。 

  

エ 施策指標                                

(ｱ) 「主体的・対話的で深い学び＊」に関する研修を受講し授業を行った教員数（施

策２にも記載） 

現状値（令和４年度末）  １３，１４４人 

目標値（令和１０年度末） ２０，０００人 

【指標の定義・選定理由】 

「主体的・対話的で深い学び＊」に関する研修を受講し授業を行った教員の人

数。 

児童生徒の「主体的・対話的で深い学び＊」を実現するため、より多くの教員

の資質能力を向上させるとともに、授業改善を推進することが重要であることか

ら、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

毎年約１，０００人に対して研修を実施し「主体的・対話的で深い学び＊」を

実現する授業を実践できる教員を増やすことを目指して、令和１０年度までの累

計値として、目標値を設定。 

 

(ｲ) 児童生徒がＩＣＴ＊を活用して学びを深めることを指導できる教員の割合（施

策２にも記載） 

現状値（令和３年度）  ７０．０％ 

目標値（令和１０年度） １００％ 

【指標の定義・選定理由】 

文部科学省の「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」において、

「児童生徒が互いの考えを交換し共有して話合いなどができるように、コンピュー

タやソフトウェアなどを活用することを指導する」に対して、「できる」、「ややで

きる」と回答した教員の割合。 

「主体的・対話的で深い学び＊」を更に効果的なものとするためには、教員に
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児童生徒のＩＣＴ＊活用を指導する能力が必要であることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

児童生徒の端末１人１台環境が整備される中で、「主体的・対話的で深い学

び＊」を実現するため、全ての教員がＩＣＴ＊を活用して指導できることを目指し、

目標値を設定。 

 

(ｳ) 教職員の懲戒処分件数 

現状値（令和４年度）  総数    ２９件 

            うち管理職  ３件 

目標値（令和６年度～令和１０年度の各年度） 

            総数     ０件 

            うち管理職  ０件 

【指標の定義・選定理由】 

市町村立（さいたま市立を除く）小・中・義務教育・特別支援学校及び県立学

校の教職員並びに県教育局及び県立の教育機関（県立学校を除く）の職員の懲戒

処分件数。 

教職員による不祥事は、県民、とりわけ児童生徒やその保護者、地域住民の信

頼を著しく失わせ、決してあってはならないものであることから、この指標を選

定。 

【目標値の根拠】 

各年度において、懲戒処分ゼロを目指し、目標値を設定。 
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 (2) 施策１７ 学校の組織運営の改善 

ア 現状と課題                               

社会が大きく変化する中で、学校における教育活動は多岐にわたり、また、障

害のある児童生徒や日本語指導を必要とする児童生徒への対応、学力に課題のあ

る児童生徒への教育支援など、学校が直面する課題も様々です。また、これら学

校の直面する課題や役割が拡大していく中で、教職員への負担増や多忙化が指摘

されており、教職員の長時間勤務の縮減を図り、子供と向き合う時間を確保し、

教育の質を向上させる必要があります。 

学校が複雑化・多様化する課題に対応し、同時に、学校における働き方改革＊を

推進するためには、組織として教育活動に取り組む体制へと改善することが必要

です。その際、校長を中心に学校組織のマネジメント力の強化を図るとともに、

学校・教師が担う業務の適正化を一層推進し、外部人材や専門スタッフ等、多様

な人材が学校運営や教育指導に携わることのできる学校の実現や、事務職員が校

務運営に参画する機会の拡大など、学校組織全体としての総合力を発揮していく

ことが求められます。 

また、児童生徒の教育環境を充実させるためには、教育に対する県民の関心と

理解を一層深め、保護者や地域住民等と教育目標を共有しながら、適切な役割分

担による学校づくりを進め、地域全体で子供たちの成長を支える必要があります。 

さらに、県民や児童生徒・保護者の信頼と期待に応える学校づくりを行うため

には、学校が自らの学校運営や教育活動を評価・公表し、それに基づく改善を進

めることが重要です。 

また、障害のある教職員の働きやすい環境づくりを進め、障害者雇用を推進す

る必要があります。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 学校における諸課題の解決に取り組むことができる学校の組織体制づくりを

推進します。 

(ｲ) 地域の住民や保護者等の学校運営への参画を促進します。 

(ｳ) 学校評価＊に基づき学校運営や教育活動を改善します。 

(ｴ) 教職員の長時間勤務の縮減を図り、子供と向き合う時間を確保し、教育の質

を向上させるため、学校における働き方改革＊を推進します。 
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ウ 主な取組                                

(ｱ) 多様な人材との連携・分担体制の構築 

ａ 組織的・協働的に諸課題の解決に取り組むために必要な専門スタッフなど

の配置を進めるとともに、教職員との連携・分担体制を構築します。 

ｂ 学校で発生する諸問題の早期解決や適切な対応を図るため、弁護士など専

門家による個別相談を実施します。 

(ｲ) リーダーシップを発揮できる管理職の育成 

教職員の年齢構成が大きく変化する中で､早い時期から管理職としての資質を

有する人材を確保するとともに、管理職研修の充実などにより、リーダーシッ

プを発揮できる管理職を育成します。 

(ｳ)  コミュニティ・スクール＊の設置と地域学校協働活動＊との一体的取組の推進

（施策２３にも記載） 

ａ 地域とともにある学校づくりに取り組むコミュニティ・スクール＊の設置を

促進します。 

ｂ 幅広い地域住民の参画により子供たちの成長を支えていくため、学校と地

域が相互にパートナーとして活動を行う地域学校協働活動＊の普及啓発を行い

ます。 

ｃ 地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく社会を実現するため、

学校を核とした地域づくりに取り組む市町村を支援します。 

(ｴ) 学校評価＊の効果的な活用 

ａ 県立学校において、学校運営や教育活動の自律的・継続的な改善に役立て

るため、学校評価＊の効果的な活用を図ります。 

ｂ 小・中学校においても、学校評価＊が学校運営などに効果的に活用されるよ

う市町村に働き掛けます。 

(ｵ) 学校における働き方改革＊の推進 

ａ 県立学校において、ワーク・ライフ・バランス等に関する研修の充実を図り

ます。また、「ふれあいデー＊」、「ノー部活デー」、「学校閉庁日」、「退校時間」

の設定などによる教職員の意識改革と活力向上を、保護者・地域の理解と協

力を得ながら推進します。 

ｂ 県立学校において、ＩＣＴ＊化の推進や学校への調査等の縮減などによる業

務改善を推進します。 

ｃ 県立学校において、部活動の外部指導者や専門スタッフの活用など、教職

員以外の人材や地域資源を活用します。 

ｄ 小・中学校においても、学校における働き方改革＊を推進するため、各市町
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村教育委員会を訪問し、業務改善の取組などについて、直接働き掛けるとと

もに、学校における働き方改革＊の好事例を紹介することにより、各学校の取

組を支援します。 

(ｶ) 地域における子供たちの多様な活動の場と機会を提供できる環境の整備（施

策２３、２６、２８にも記載） 

ａ 学校と地域との連携・協働により地域クラブ活動＊の整備・充実を図り、子

供たちが将来にわたって多様な活動ができる環境の整備を進めます。 

ｂ 地域における文化芸術やスポーツの機会を提供する担い手の育成を図りま

す。 

ｃ 地域資源を最大限活用し、文化芸術やスポーツの場と機会の充実を図るた

め、文化芸術団体やスポーツ団体等との連携を推進します。 

(ｷ) 障害者雇用の推進（施策１３にも記載） 

ａ デジタル化の進展やテレワーク＊などの新たな働き方の拡大を踏まえ、障害

のある職員の新たな職域、職務の開拓に取り組み、障害者の雇用を計画的に

拡大します。 

ｂ 障害のある教職員の執務環境や勤務条件に配慮するとともに、障害のある

教職員同士の交流を促進するなど、障害者が働きやすい環境の整備を図りま

す。 

ｃ 全ての教職員が障害者に対する理解を深め、周囲が障害のある教職員を温

かくサポートできる職場となるよう、教職員を対象とした研修を実施します。 

ｄ 障害者を対象とした教員の募集・採用選考試験の方法の工夫・改善や、障害

のある教員の配置拡大に向けた環境整備を図るとともに、特別支援学校にお

いて職業教育＊の幅を広げる取組を推進します。 

  

エ 施策指標                                

小・中学校におけるコミュニティ・スクール＊数（施策２３にも記載） 

現状値（令和４年度）  ７７２校 

目標値（令和８年度）  全小・中学校 

【指標の定義・選定理由】 

育てたい子供像、目指すべき教育ビジョンを保護者や地域と共有し、目標の実

現に向けて共に協働する仕組みである学校運営協議会を設置している小・中学校

数。 

コミュニティ・スクール＊を増やすことで、学校の組織運営の改善につながる
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とともに、家庭・地域の連携・協働が推進されることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

埼玉県５か年計画の目標年度である令和８年度に、全小・中学校に導入するこ

とを目指し、目標値を設定。 
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(3) 施策１８ 魅力ある県立高校づくりの推進 

ア 現状と課題                               

少子高齢化や人口減少、グローバル化やＤＸ＊の進展など、社会状況は大きく変

化しています。また、県内の公立中学校卒業者数は、今後も減少傾向が続くこと

が予想されます。 

このような中、本県では、高等学校に入学する生徒一人一人の能力や特性に応

じた自己実現を支援するとともに、未来を担う人材の育成を目指し、それぞれの

高等学校の活性化・特色化を推進しています。 

高等学校は、生徒一人一人が豊かで幸せな人生を実現し、持続可能な社会＊の創

り手となれるよう、社会の変化や地域の特性、企業等が求める人材等を踏まえた

特色ある教育活動を展開することが求められています。また、各高等学校の活性

化の観点から、公立中学校卒業者数の減少傾向を踏まえた適正な学校規模を維持

していくことが必要となります。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 社会のニーズに応える特色ある高等学校づくり 

ａ 先端産業分野で活躍できる人材の育成を目指した工業・情報教育の拠点と

なる学校を整備します。 

ｂ 国際感覚を身に付けた国内外で活躍できるグローバル人材の育成などを目

指した特色ある学校を整備します。 

ｃ 「学校の活性化・特色化方針＊」などを活用し、各県立学校の特色の可視化

を進めます。 

(ｲ) 適正な学校規模の維持による高等学校の活性化   

適正な学校規模を下回る高等学校については、教育の活性化の観点から、地

域性を考慮しながら近隣の学校との統合などによる再編整備を進めます。 

  

ウ 主な取組                                

(ｱ) 社会のニーズに応える特色ある高等学校づくり 

ａ 先端産業分野で活躍できる人材の育成を目指した工業・情報教育の拠点と

なる学校を整備します。 

ｂ 国際感覚を身に付けた国内外で活躍できるグローバル人材の育成などを目

指した特色ある学校を整備します。 

ｃ 「学校の活性化・特色化方針＊」などを活用し、各県立学校の特色の可視化
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を進めます。 

(ｲ) 適正な学校規模の維持による高等学校の活性化   

適正な学校規模を下回る高等学校については、教育の活性化の観点から、地

域性を考慮しながら近隣の学校との統合などによる再編整備を進めます。 

 

エ 施策指標                                

「県立学校魅力発信サイト」の閲覧数 

現状値（令和４年度）  ２３，１６２件 

目標値（令和１０年度） ５７，０００件 

【指標の定義・選定理由】 

「学校の活性化・特色化方針＊」をはじめ、県立学校の魅力を掲載した「県立

学校魅力発信サイト」（県ホームページ）の年間閲覧数。 

中学生や地域住民をはじめとする県民の、県立学校の魅力の認知度を高めるこ

とが重要であり、「県立学校魅力発信サイト」の閲覧は認知度の上昇に寄与する

ものであることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

令和１０年度の公立中学校３年生（推計５６，１７６人）が、進路希望を決定

する際に１人１回は「県立学校魅力発信サイト」を閲覧し、県立高校の魅力を認

知してもらうことを目指し、目標値を設定。 
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 (4) 施策１９ 子供たちの安心・安全の確保 

ア 現状と課題                               

学校や通学路などにおける様々な事件、事故、災害から児童生徒を守ることや

非常時における国民保護のための対応等が強く求められています。学校は、児童

生徒の学習の場であるとともに、災害時には避難所ともなることから、安全性を

確保することが重要です。 

本県に記録的な大雨と被害をもたらした令和元年東日本台風など、近年、豪雨

災害が頻発化・激甚化しており、浸水対策など学校施設の安全性を確保する必要

があります。 

また、事件、事故、災害から身を守るため、学校で行う安全教育を通じて、児

童生徒が自ら危険を予測し、回避する能力などを身に付けることが求められてい

ます。 

令和５年４月には、道路交通法の改正により、自転車運転者のヘルメット着用

が努力義務化されました。児童生徒が生涯にわたり交通事故の当事者とならない

よう、学校において、交通ルールの遵守とマナー向上の意識を高める指導の徹底

を図り、自転車や自動二輪車等の安全利用を推進する必要があります。 

また、学校が組織として危機管理を適切に行えるよう、学校や教職員の危機管

理能力の向上が求められています。 

さらに、登下校時などにおける児童生徒の安心・安全を確保するため、学校や

家庭、地域、関係機関など地域ぐるみで取り組むことが大切です。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 児童生徒が日常的に使用する学校施設の安全性を確保します。 

(ｲ) 児童生徒に危険を予測し、回避する能力を育成します。 

(ｳ) 学校と教職員の危機管理能力の向上を図ります。 

(ｴ) 家庭や地域、関係機関と連携・協働し、地域ぐるみの学校安全体制の整備を

推進します。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 県立学校施設の安全性の確保 

児童生徒の安心・安全を確保するため、受変電設備や重要諸室などの浸水対

策を実施します。 

(ｲ) 安全教育の推進 
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ａ 児童生徒の安心・安全を確保するため、全ての学校で学校安全を学校経営

方針に明確に位置付け、学校安全計画に基づく組織的・計画的な活動を推進

します。 

ｂ 児童生徒が､安全意識や危険を予測し、回避する能力を身に付け、主体的に

行動できるように､避難訓練等の安全教育を計画的に実施します。また､共助、

公助の視点を適切に取り入れ､安心・安全な社会づくりに貢献することができ

る児童生徒を育成します。 

ｃ 自転車運転に関する講習会などを実施し､ルールやマナーを守り、加害者に

も被害者にもなることなく、安全に生活できる児童生徒を育成します。また、

法律によりヘルメット着用が努力義務化されたことや、条例により損害賠償

保険等への加入が義務化されていることについて啓発します。 

ｄ 自動二輪車等の乗車に伴う危険性を正しく理解し、運転マナーや技術を習

得できるよう、高校生の運転免許取得者に対して交通安全講習などを実施し

ます。また、特定小型原動機付自転車（電動キックボード）については、新た

な交通ルールの適用について啓発します。 

(ｳ) 学校と教職員の危機管理能力の向上 

各学校において、危機管理マニュアル（防災・防犯マニュアル等）を検証・

改善するとともに、それらを的確に活用できるよう、警察等関係機関と連携し

教職員研修の充実を図ります。 

(ｴ) 自然災害から児童生徒の命を守る防災体制の強化 

大雪、ゲリラ豪雨、竜巻など過去に経験のない規模の自然災害にも対応でき

るように、各学校において、災害や地域の実態を踏まえて危機管理マニュアル

の見直しを行うとともに、実効性のある避難訓練の実施など、日頃から児童生

徒の命を守る防災体制を強化します。 

(ｵ) 家庭、地域と連携した防犯・交通安全教育の推進 

ａ 児童生徒に対する防犯・交通安全教育を警察等関係機関と連携し進めます。

また、家庭への普及啓発や地域安全マップの活用、スクールガード・リー

ダー＊の配置、学校安全ボランティア活動の充実などにより、地域ぐるみの学

校安全体制の整備を進めます。 

ｂ 通学路の安全点検の実施や事件事故発生マップ＊、セーフティーマップの活

用など､各学校における登下校時の通学路の安全確保に向けた取組について、

警察等関係機関と連携し充実を図ります。 
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エ 施策指標                                

警察等と連携した防犯研修・防犯教育を実施している学校数 

現状値（令和４年度）  ２８．２％ 

目標値（令和１０年度） １００％ 

【指標の定義・選定理由】 

警察等と連携した防犯研修・防犯教育を実施している学校数。 

児童生徒を守るためには、不審者の侵入を防ぐための事前の危機管理（門扉の

管理、来校者の動線管理、受付簿の管理）が重要である。また、万一侵入を許し

た際には、児童生徒を安全な場所への誘導することや、警察が到着するまでの時

間を稼ぐ必要がある。よって、児童生徒が安心・安全な学校生活を送るためには、

警察等関係機関と連携したより実効性のある訓練を実施することが大切であるこ

とから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

全ての学校で警察等と連携した訓練等を実施することを目指し、目標値を設定。 
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(5) 施策２０ 学習環境の整備・充実 

ア 現状と課題                               

学校の教育力の維持向上のためには、安全で快適な学習環境を整備する必要が

あります。 

学校施設の老朽化対策や、脱炭素化、バリアフリー化を行うことにより、学校

施設の機能を維持し、向上させていくことが求められます。 

また、学校図書館図書標準＊の達成に向けた資料の充実や、学校で使用する教材

が十分整備されるよう計画的に進めていくことが求められています。 

さらに、生徒１人１台端末の本格的な活用が進む中、児童生徒の情報活用能力＊

の育成や、教育データの積極的な利活用による学びの個別最適化＊、子供が抱える

様々な課題やニーズの早期発見・早期対応、校務の効率化などの取組を推進する

ため、より高度な利用に耐えうる無線ＬＡＮ環境の構築など、デジタライゼーショ

ン＊への着実な移行のためのＩＣＴ＊環境を整備していくことも必要です。 

加えて、経済的事情にかかわらず全ての意志ある高校生などが安心して勉学に

打ち込めるよう、保護者の経済的負担を軽減し、修学を支援する取組を進めるこ

とで、誰もが質の高い教育を受ける機会を確保する必要があります。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 県立学校施設の機能維持を図るとともに、バリアフリー化などを推進し、安

全で快適な学習環境を整備します。 

(ｲ) 県立学校の学校図書館の資料や教材の整備を推進します。 

(ｳ) 教育データを活用した効果的な授業の実現、校務のデジタル化による教職員

の業務負担軽減などのため、県立学校のＩＣＴ＊環境を整備します。 

(ｴ) 教育費の負担を軽減し、高校生などの修学を支援します。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 県立学校施設の整備推進 

ａ 県立学校施設全体の長期保全計画に基づき大規模改修工事を行うとともに、

防水対策工事、設備改修工事などを実施します。 

ｂ 県立学校のバリアフリー化やトイレの洋式化を推進します。 

(ｲ) 県立学校の学校図書館の資料や教材の整備・充実 

教育活動を充実させるため、県立学校の学校図書館の資料や教材を整備しま

す。 
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(ｳ) 県立学校のＩＣＴ＊環境の整備 

ａ 児童生徒の情報活用能力＊の育成や、教育データを活用した効果的な授業の

実現などを図るため、ＩＣＴ＊環境を整備します。また、校務処理の効率化を

図るため、各県立学校に統合型校務支援システム＊を整備します。 

ｂ 障害特性に応じた教育の充実を図るため、特別支援学校のＩＣＴ＊環境を整

備します。 

(ｴ) 修学に対する支援 

ａ 県内の高等学校などに在学する高校生などに対して、就学支援金を支給し

ます。 

ｂ 経済的理由で修学が困難な高校生などに対して、給付型の奨学のための給

付金や貸与型の奨学金による支援を行うとともに、授業料・入学料の納入が

困難な県立高等学校の生徒に対して、授業料・入学料を減免します。 

 

エ 施策指標                                

児童生徒がＩＣＴ＊を活用して学びを深めることを指導できる県立学校教員の割

合 

現状値（令和３年度） ６９．６％ 

目標値（令和１０年度）１００％ 

【指標の定義・選定理由】 

文部科学省の「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」において、

「児童生徒が互いの考えを交換し共有して話合いなどができるように、コンピュー

タやソフトウェアなどを活用することを指導する」に対して、「できる」、「ややで

きる」と回答した県立学校の教員の割合。 

教職員や児童生徒がＩＣＴ＊を活用しやすい環境の整備が重要であり、環境整

備により教員のＩＣＴ＊活用指導力が向上すると考えられることから、この指標

を選定。 

【目標値の根拠】 

児童生徒の端末１人１台環境が整備される中で、「主体的・対話的で深い学

び＊」を実現するため、県立学校の全ての教員がＩＣＴ＊を活用して指導できるこ

とを目指し、目標値を設定。 
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(6) 施策２１ 私学教育の振興 

ア 現状と課題                               

本県の私立学校に在籍する園児・児童・生徒の割合は、幼稚園や専修学校でそ

れぞれ約９５％、高等学校では約３０％となっており、私立学校は本県の公教育

の一翼を担っています。 

私立学校が質の高い特色ある教育を実施し、創造性豊かな人材を育成できるよ

うにするとともに、学校現場におけるＩＣＴ＊環境の整備が進むよう、支援を進め

る必要があります。 

また、私立学校に通う園児・児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減し、修学

を支援する取組を進めることで、誰もが質の高い教育を受ける機会を確保する必

要があります。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 私立学校の健全な運営を確保するための支援を行います。 

(ｲ) 私立学校の園児・児童・生徒の保護者の経済的負担を軽減するための支援を

行います。 

(ｳ) 私立学校の教育の質を高め、建学の精神に基づく特色ある学校づくりを進め

るための取組を支援します。 

(ｴ) 私立学校において、グローバル教育やＩＣＴ＊教育を進めるための取組を支援

します。 

(ｵ) 私立学校における校務の負担を軽減するための取組を支援します。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 私立学校運営に対する補助 

教育条件の維持向上を図るとともに、特色ある教育の実施を支援するため、

私立学校の運営費などに対して補助を行います。 

(ｲ) 私立学校の保護者負担の軽減 

授業料などの経済的負担を軽減するため、保護者に対して補助を行います。 

(ｳ) 私立学校施設の耐震化や防災機能強化、高機能化等の促進 

私立学校に通う園児・児童・生徒が安心して学ぶことができるよう、学校施

設の「耐震化」や「防災機能強化」、「高機能化」を促進するための支援を行い

ます。 

(ｴ) グローバル教育とＩＣＴ＊教育の促進 
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私立学校におけるグローバル教育やＩＣＴ＊を活用した教育などの先進的な取

組や、ＩＴ人材の活用等の支援を行います。 

(ｵ) 校務の効率化を図る校務支援システム導入の促進 

教育の質の向上のため、学校現場における教職員の事務負担の軽減となる校

務支援システムの導入の支援を行います。 

  

エ 施策指標                                

統合型校務支援システム＊を導入し、教育の質の向上に取り組む高等学校の割合 

現状値（令和４年度末）  ６９．１％ 

目標値（令和８年度末）  １００％ 

【指標の定義・選定理由】 

統合型校務支援システム＊を導入して、校務の効率化を図り、教育の質の向上

に取り組む私立高等学校の割合。 

教員の働き方改革＊を推進し、教育の質の向上を図るため、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

埼玉県５か年計画の目標年度である令和８年度に、全ての私立高等学校におい

て統合型校務支援システム＊を導入することを目指し、目標値を設定。 
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７ 目標Ⅶ 家庭・地域の教育力の向上  

(1) 施策２２ 家庭教育支援体制の充実 

ア 現状と課題                               

家族形態の変化、価値観やライフスタイルの多様化等により、家庭を取り巻く

環境が変化する中、子育てに不安を持つ保護者も多く、地域全体で家庭教育を支

えることの重要性が高まっています。 

家庭は、子供たちの自己肯定感・自己有用感を育成するとともに、子供たちの

基本的な生活習慣や倫理観、自立心や自制心などを身に付ける上で重要な役割を

担っています。 

また、子供たちの学習意欲を高め、家庭における学習習慣などをしっかりと身

に付けることも求められています。 

このため、これから親になる世代や子育て中の親に対して、家庭教育に関する

支援が必要です。 

また、地域の子育て支援において、幼稚園・保育所・認定こども園＊などが積極

的に役割を果たすことの重要性が高まっています。 

さらに、次代の社会を担う子供たちの健全な育成を図るため、仕事と家庭を両

立できる職場環境を整備することが求められています。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 「親の学習＊」など、家庭教育に関する学習を推進します。 

(ｲ) 幼稚園・保育所・認定こども園＊などを活用して、子育てを支援します。 

(ｳ) 小学校入学前までに子供たちに身に付けてほしいことをまとめた子育ての目

安「３つのめばえ」＊の活用を促進します。 

(ｴ) 仕事と家庭を両立できる環境の整備を促進します。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 「親の学習＊」の推進 

ａ 中学生、高校生を対象とした「親になるための学習」や親を対象とした「親

が親として育ち、力をつけるための学習」を推進します。 

ｂ 「親の学習＊」の充実のため、埼玉県家庭教育アドバイザー＊を養成すると

ともに、家庭を取り巻く環境の変化にも対応できるよう、研修などを通じて指

導力の向上を図ります。 
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ｃ 埼玉県家庭学習アドバイザーを小学校等に派遣し、子供たちの学習意欲の

向上や家庭における学習習慣の定着を図ります。 

ｄ 市町村、幼稚園・保育所・認定こども園＊やＰＴＡ、企業などとも連携して、

多様なニーズに応じた家庭教育に関する学習の機会を設けます。 

(ｲ) 親子のふれあいへの支援 

親子で集い、専門家などの話を聴く機会を設けることを通じて、親が安心し

て子育てができるよう、親同士の情報交換やネットワークの構築を支援します。 

(ｳ) 幼稚園・保育所・認定こども園＊などを活用した子育て支援の充実（施策５に

も記載） 

幼稚園・保育所・認定こども園＊の施設や機能を活用して、保護者の保育参加

を進めるとともに、地域子育て支援拠点＊の運営を支援し、親としての育ちや子

育てを支援します。 

(ｴ) 子育ての目安「３つのめばえ」＊の活用促進 

家庭用リーフレットの配布などを通じて、子育ての目安「３つのめばえ」＊の

活用を促進します。 

(ｵ) 働き方の見直しによる仕事と家庭を両立できる環境づくり 

「多様な働き方実践企業＊」の認定制度を通じて、仕事と家庭を両立できる環

境の整備を促進します。 

 

エ 施策指標                                

「親の学習＊」講座の年間実施回数 

現状値（令和４年度）  ９８８回 

目標値（令和１０年度） ２，０００回 

【指標の定義・選定理由】 

埼玉県家庭教育アドバイザー＊が「親の学習＊」プログラムを活用して行う「親

の学習＊」講座の年間実施回数。 

家庭の教育力の向上のためには、講座の実施回数の増加など、学習機会の充実

が重要であることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

実施回数が令和元年度の水準（１，８７９回）を上回ることを目指し、目標値

を設定。 
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(2) 施策２３ 地域と連携・協働した教育の推進 

ア 現状と課題                               

子供は地域の大人との日常的なふれあいや様々な体験を通して、地域の構成員

としての社会性などを身に付けていきます。 

そのため、教育に対する県民の関心と理解を一層深め、学校と家庭、そして、企

業、団体、住民などの地域が目標を共有し、社会全体で教育に取り組む必要があ

ります。 

本県では、地域の住民の参画を得て取り組む「学校応援団＊」や放課後子供教

室＊の活動を推進し、学校・家庭・地域が一体となって、子供たちの健やかな育成

を図ってきました。これらの活動を基礎に、学校と保護者や地域、企業や団体な

どとの関係を、連携・協働という双方向の関係に発展させ、地域全体で子供の学

びや育ちを支えることが求められます。 

学校教育においては、地域の人的・物的資源を活用した実社会からの学びの充

実を図るとともに、学校の力を地域で生かす取組を推進することが必要です。 

また、子供たちがスポーツ・文化芸術に継続して親しむことができる機会を、

学校、地域が連携して確保することが重要です。 

さらに、地域の連帯感が薄れ、青少年の非行に対する地域の抑止力が低下して

います。市町村における青少年の健全育成の取組や青少年団体などの活性化が必

要です。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 「彩の国教育の日＊」（１１月１日）の取組の推進などにより、社会全体で教

育に取り組む気運を高めます。 

(ｲ) 地域全体で子供の学びや育ちを支える地域学校協働活動＊を推進し、「社会に

開かれた学校」を実現します。 

(ｳ) 地域の住民や保護者等の学校運営への参画を促進します。 

(ｴ) 放課後や週末などの子供たちの居場所づくりのため、市町村を支援します。 

(ｵ) 保護者と教職員が連携して進めるＰＴＡなどの活動を支援します。 

(ｶ) 県民・団体・企業など様々な主体の参画により青少年の健全育成を支援しま

す。 

(ｷ) 学校・家庭・地域・民間団体などと連携し、有害環境から子供たちを守りま

す。  

(ｸ) 地域における子供たちの多様な活動の場と機会を提供できる環境整備を進め
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ます。  

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 「彩の国教育の日＊」の推進 

「彩の国教育の日＊」（１１月１日）や「彩の国教育週間＊」（１１月１日～１１

月７日）において学校公開などの取組を行い、教育に対する県民の理解を深め、

関心を高めます。 

(ｲ) 地域社会との連携・協働による学びの推進（施策２にも記載） 

ａ 様々な分野の知識・能力を持った、地域住民や企業、ＮＰＯなど、地域社会

との連携・協働による学びを推進します。 

ｂ 地域住民等に対して地域と学校とが連携・協働することの意義の理解促進

を図ります。 

(ｳ) コミュニティ・スクール＊の設置と地域学校協働活動＊との一体的取組の推進

（施策１７にも記載） 

ａ 地域とともにある学校づくりに取り組むコミュニティ・スクール＊の設置を

促進します。 

ｂ 幅広い地域住民の参画により子供たちの成長を支えていくため、学校と地

域が相互にパートナーとして活動を行う地域学校協働活動＊の普及啓発を行い

ます。 

ｃ 地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく社会を実現するため、

学校を核とした地域づくりに取り組む市町村を支援します。 

(ｴ) 「学校応援団＊」の活動の充実 

地域全体で目標を共有し、幅広い地域の住民等の参画の下、子供たちの学び

や成長を支える活動を推進します。 

(ｵ)  放課後子供教室＊への支援 

ａ 小学校の余裕教室などを活用した子供たちの安心・安全な居場所の整備と、

放課後や週末などに、地域の住民の参画を得た子供たちの活動の充実を図る

市町村を支援します。 

ｂ 全ての児童の安心・安全な居場所の確保や多様な体験・活動の機会の提供

のため、放課後子供教室＊と放課後児童クラブ＊を連携して実施する市町村を

支援します。 

(ｶ) ＰＴＡなどの活動への支援 

子供たちの育成に関する研修など、ＰＴＡ等の活動を支援します。 

(ｷ) 青少年健全育成活動の促進 
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青少年育成県民運動を展開する青少年育成埼玉県民会議の活動の支援に取り

組みます。また、県内の青少年団体の連携組織である埼玉県青少年団体連絡協

議会に対する支援を行うとともに、その活動を促進します。 

(ｸ) 青少年を有害環境から守るための取組の推進（施策７にも記載） 

ａ メディア上の有害情報など、社会の有害環境から子供たちを守るための体

制を、国や関係企業と連携して整備します。 

ｂ 学習指導要領＊に基づき情報モラル教育を推進するとともに、フィルタリン

グやインターネット利用のルールに関する普及啓発活動を実施します。 

(ｹ) 地域における子供たちの多様な活動の場と機会を提供できる環境の整備（施

策１７、２６、２８にも記載） 

ａ 学校と地域との連携・協働により地域クラブ活動＊の整備・充実を図り、子

供たちが将来にわたって多様な活動ができる環境の整備を進めます。 

ｂ 地域における文化芸術やスポーツの機会を提供する担い手の育成を図りま

す。 

ｃ 地域資源を最大限活用し、文化芸術やスポーツの場と機会の充実を図るた

め、文化芸術団体やスポーツ団体等との連携を推進します。 

  

エ 施策指標                                

(ｱ) 「地域で子供を育てる意識が向上した」と回答した小・中学校の割合 

現状値（令和４年度）  ４７．６％ 

目標値（令和１０年度） ５８．０％ 

【指標の定義・選定理由】 

県の「学校応援団＊」の推進に係る調査において「地域で子供を育てる意識が

向上した」と回答した小・中学校の割合。 

学校と地域の連携・協働を進め、社会全体で子供を育てることが重要であり、

「学校応援団＊」の活動を通して地域で子供を育てる意識を高めることが地域と

連携・協働した教育の推進に寄与することから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

埼玉県５か年計画における令和８年度の目標値（５４．０％）から、２年間で

更に４ポイント高めることを目指し、目標値を設定。 

 

(ｲ) 小・中学校におけるコミュニティ・スクール＊数（施策１７にも記載） 

現状値（令和４年度）  ７７２校 
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目標値（令和８年度）  全小・中学校 

【指標の定義・選定理由】 

育てたい子供像、目指すべき教育ビジョンを保護者や地域と共有し、目標の実

現に向けて共に協働する仕組みである学校運営協議会を設置している小・中学校

数。 

コミュニティ・スクール＊を増やすことで、学校の組織運営の改善につながる

とともに、家庭・地域の連携・協働が推進されることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

埼玉県５か年計画の目標年度である令和８年度に、全小・中学校に導入するこ

とを目指し、目標値を設定。 
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８ 目標Ⅷ 生涯にわたる学びの推進 

(1) 施策２４ 生涯学び、活躍できる環境整備 

ア 現状と課題                               

人生１００年時代＊においては、これまでに培ってきた経験やスキルを生かすだ

けでなく、生涯を通じて新たな知識・技能を学び、身に付けることが、社会の激し

い変化に対応し、充実した人生を送る上で重要になっています。 

生涯にわたって自ら学習し、自己の能力を高めていくとともに、学習の成果を

働くことや、個人や社会の課題解決につなげていくことができるよう、社会教育

施設などにおける生涯学習の機会の充実や、学びの成果を生かすための支援が必

要です。 

本県ではこれまで、若者から高齢者まで多様な世代が新たな学びを始めるきっ

かけづくりや生涯にわたって学ぶことのできる環境づくりに取り組んできました。 

今後は、これまでの取組を基に、様々な機関等と連携しつつ、社会人の学び直

し（リカレント教育＊）をはじめとする学習機会の充実に一層取り組んでいくこと

が求められます。 

また、障害者が生涯にわたり自らの可能性を追求できる環境を整え、地域の一

員として豊かな人生を送ることができるよう、障害者の生涯を通じた学びの支援

に取り組んでいく必要があります。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) ＮＰＯ、民間企業等と連携しつつ、県民に豊かな学びを提供します。 

(ｲ) 障害者の生涯を通じた学びを支援します。 

(ｳ) 県立図書館において、県民のチャレンジ支援の充実を図ります。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 「子ども大学＊」の充実に向けた支援 

ａ 大学やＮＰＯ、青年会議所、企業、市町村などが連携して実施する「子ども

大学＊」の自立した運営と内容の充実を支援します。 

ｂ 地域人材の活用を促進するなど、「子ども大学＊」における県民の学びの成

果の活用を支援します。 

(ｲ) リカレント教育＊の推進と学びの成果の活用の支援 

ａ 学ぶ意欲を持つ社会人が、社会人向けの教育プログラムの開設状況や学び
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の支援制度等に関する情報を効率的に入手することができるよう、情報発信

の取組を推進します。 

ｂ 生涯学習情報発信サイト「生涯学習ステーション」により、指導者やイベン

ト、講座などの生涯学習に関する情報を提供し、生涯学習活動を支援すると

ともに、県民が学びの成果を生かす活動を支援します。 

(ｳ) げんきプラザを活用した体験活動の充実 

げんきプラザを活用して、青少年をはじめとした県民の体験活動の機会の充

実を図ります。 

(ｴ) 障害者の生涯を通じた学びの支援 

ａ 障害者が豊かな人生を送ることができるよう、生涯を通じた学習機会を提

供します。 

ｂ 障害のある子供の知的好奇心を刺激し、生涯学習への動機付けをする「特

別支援子ども大学」を支援します。 

(ｵ) 県立図書館における県民のチャレンジ支援の充実 

専門的な資料・情報の収集・提供を行うとともに、県民・企業の課題解決、

イノベーション＊支援に関する機能の充実を図ります。 

  

エ 施策指標                                

１年間に生涯学習に取り組んだ人の割合 

現状値（令和４年度）  ７４．６％ 

目標値（令和１０年度） ７８．０％ 

【指標の定義・選定理由】 

県政サポーターアンケートにおいて、「この１年間に取り組んだ生涯学習活動

の経験の有無」に「経験した」と回答した人の割合。 

生涯学習活動を実施している人を増やす取組の成果を示す数値であることから、

この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

埼玉県５か年計画における令和８年度の目標値（７６．０％）から、２年間で

更に２ポイント高めることを目指し、目標値を設定。 
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(2) 施策２５ 社会教育の推進 

ア 現状と課題                               

近年、地域経済の縮小や商店街の衰退、地域の伝統行事等の担い手の減少など、

地域社会は様々な課題に直面しています。こうした課題に対して、社会教育には、

一人一人の能力の向上とともに、人々の「つながり」や「かかわり」を作り出し、

地域社会の結び付きを強化するという大きな役割が期待されています。「人づくり・

つながりづくり・地域づくり」が循環することで、活力ある地域を目指すことがで

きます。 

そのため、地域住民の学びの場である社会教育施設の機能強化や、社会教育関

係団体等をつなぐネットワークづくりを通じ、学びによる地域課題解決など社会

教育を推進する必要があります。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 新しい県立図書館の整備について、検討・推進します。 

(ｲ) 地域課題の解決に向け、多様な学びを支援します。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 新しい県立図書館の整備の検討・推進 

県民の新たな時代の学びや交流・創造を育み、デジタル技術の活用によって

誰もが時間や場所の制約を受けずに利用できる新しい県立図書館の整備につい

て検討・推進します。 

(ｲ) 多様な学習機会の提供 

ａ 社会教育施設等の学習プログラムの充実を図ります。 

ｂ 社会教育の充実のため、市町村が実施するオンライン講座等、ＩＣＴ＊を活

用した取組を支援します。また、誰もがオンライン講座等を通じて学べるよ

う、市町村が実施するデジタルデバイド＊解消に向けた取組の普及・啓発を図

ります。 

ｃ 市町村社会教育関係者などに対する研修により、地域学習や地域活動を支

える人づくりを推進します。 

(ｳ) 社会教育関係団体等の活動への支援 

社会教育団体等が取り組む課題の解決や目標の達成のため、市町村社会教育

関係者や社会教育人材などと連携して活動を支援します。 

(ｴ) 学びを活用した地域課題解決への支援 
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ａ 防災や子育て支援などの地域課題解決に向け、学びを通じた住民の参画・

協働を促進します。 

ｂ 学びを通じた地域課題解決の実践事例を収集し、発信します。 

ｃ 地域住民の学校教育への主体的な参画により、県民の多彩な力の発揮、学

校・地域の新たな関係を通した学びや持続可能な地域づくりにつなげます。 

 

エ 施策指標                                

県が情報発信している社会教育施設の講座等の件数 

現状値（令和４年度）  ７７１件 

目標値（令和１０年度） ２，５００件 

【指標の定義・選定理由】 

県ホームページ「生涯学習ステーション」において情報発信している、県や市

町村の社会教育施設における講座等の件数。 

社会教育の推進のためには、多様な学習機会の提供を目指し、幅広い情報を県

民に周知することが重要であることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

件数が過去５年間の最高値である２，４４２件（平成３０年度）を上回ること

を目指し、目標値を設定。 
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９ 目標Ⅸ 文化芸術の振興 

(1) 施策２６ 文化芸術活動の充実 

ア 現状と課題                               

文化芸術は、人々の創造性を育み、豊かな人間性を涵
かん

養するとともに、人と人

とのつながりを強め、心豊かで多様性と活力ある社会を形成する源泉となるもの

です。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、文化芸術

活動は中止や延期、規模縮小を余儀なくされました。こうした中、文化芸術は、

人々に安らぎや明日への希望を与えるものとして、その価値や重要性が再認識さ

れました。 

本県では、引き続き「埼玉県文化芸術振興計画」に基づき、文化芸術で心豊か

な県民生活と活力ある社会の実現を目指してまいります。 

学校や地域において、子供たちの文化芸術に触れる機会を充実させることは、

豊かな感性や創造性を育むことにもつながります。 

また、障害者が自らの可能性を追求しつつ、豊かな人生を送ることができるよ

う、障害者の文化芸術活動を支援する必要があります。 

さらに、県立美術館・博物館では、県民が身近に文化芸術に親しむことができ

るよう地域の文化芸術拠点として活動を充実させていく必要があります。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 県民の文化芸術活動への参加を促進し、発表の場の提供などに取り組みます。 

(ｲ) 子供たちの文化芸術活動の充実に取り組みます。 

(ｳ) 障害者の文化芸術活動を支援します。 

(ｴ) 地域の文化芸術活動の拠点として県立美術館などの活動の充実を図ります。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 文化芸術活動への参加の促進 

ａ 埼玉県芸術文化祭などの開催を通じ、県民に身近な場所で文化芸術活動の

発表の場を提供し、文化芸術活動に親しむ人々の輪を広げます。 

ｂ 文化芸術団体を支援し、文化芸術活動の担い手の育成に取り組みます。 

ｃ 「古典の日＊」の趣旨を踏まえた事業を実施するなど、県民が古典に親しむ

機会を提供します。 
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(ｲ) 子供たちの文化芸術活動の充実 

ａ 学校と美術館等や文化芸術団体との連携を図り、文化芸術教育や体験活動

を行う機会の充実を図るとともに、児童生徒が学んだ成果を社会に発信する

ことを進めます。 

ｂ 児童生徒の作品による美術展を開催し、児童生徒に作品の発表の場を提供

します。 

ｃ 次世代の文化芸術の発展を担う子供の豊かな創造性と感性を育むための文

化芸術活動の環境整備を進めます。 

(ｳ) 障害者の文化芸術活動の支援 

障害者が文化芸術を創造する機会の拡大や、作品等を発表する機会の確保、

文化芸術を鑑賞しやすい環境づくりを推進し、障害者の文化芸術活動を支援し

ます。 

(ｴ) 県立美術館等における活動の充実 

ａ 常設展の充実や魅力ある企画展、講座などを実施します。 

ｂ 地域における文化芸術活動を支援するとともに、子供たちに対する教育普

及活動の充実を図ります。 

ｃ 広く県民に対し、美術館等の活動を支える文化ボランティアなどへの参加

を促します。 

ｄ 県立美術館等の取組について、デジタル技術も活用しながらその魅力を発

信します。 

(ｵ) 地域における子供たちの多様な活動の場と機会を提供できる環境の整備（施

策１７、２３、２８にも記載） 

ａ 学校と地域との連携・協働により地域クラブ活動＊の整備・充実を図り、子

供たちが将来にわたって多様な活動ができる環境の整備を進めます。 

ｂ 地域における文化芸術やスポーツの機会を提供する担い手の育成を図りま

す。 

ｃ 地域資源を最大限活用し、文化芸術やスポーツの場と機会の充実を図るた

め、文化芸術団体やスポーツ団体等との連携を推進します。 

 

エ 施策指標                                

埼玉県芸術文化祭への参加者数 

現状値（令和４年度）  ９７７，６９５人 

目標値（令和１０年度） １，５００，０００人 



 第２章 施策の展開 

  

- 116 - 

 

【指標の定義・選定理由】 

埼玉県芸術文化祭事業への参加者数。 

埼玉県芸術文化祭は、県民に発表の場を提供することにより、県民の芸術文化

活動への参加意欲の喚起と地域文化の振興に寄与することを目的としている。地

域に密着した事業へ気軽に参加することが文化芸術活動の充実につながることか

ら、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

参加者数を１５０万人にすることを目指し、目標値を設定。 
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(2) 施策２７ 伝統文化の保存と持続的な活用 

ア 現状と課題                               

本県は、豊かな自然環境や歴史的背景を有しており、これまで様々な文化財や

風習、行事などの伝統文化が育まれてきました。 

こうした貴重な伝統文化を未来に継承していくため、本県の伝統文化の価値を

確実に保存し、学校教育や社会教育など生涯学習において積極的に活用すること

によって、地域の持続的な維持発展を図るとともに、改めて学術調査を行って、

伝統文化の価値を再評価し、更なる保存・活用に結び付けていくという好循環を

創り出していくことが重要です。 

また、伝統文化は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、後継

者育成等の伝統文化の保存に関する取組の中止や規模縮小、県立博物館等の入館

制限などの学ぶ機会の減少により、未来に継承していく担い手の不足が懸念され

ます。伝統文化の魅力発信や伝統文化を学ぶ機会の拡大により、その担い手を社

会全体に広げていくことが重要であり、その際には、積極的にデジタル技術も活

用していくことが必要です。 

さらに、地域における伝統文化の保存・活用の推進強化のため、市町村が主体

的に行う伝統文化の保存・活用・再評価について支援を行う必要があります。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 本県の貴重な伝統文化について保存・活用・再評価を推進します。 

(ｲ) 伝統文化の魅力発信拠点として、県立博物館などの活動の充実を図ります。 

(ｳ) 市町村が行う伝統文化の保存・活用・再評価に関する取組を支援します。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 伝統文化の保存・活用・価値の再評価 

埼玉県文化財保存活用大綱に基づき、伝統文化の保存・活用を推進するとと

もに、必要に応じて学術調査を実施し、価値の再評価を行います。 

(ｲ) 伝統文化の魅力発信と伝統文化を学ぶ機会の充実 

ａ 県立博物館等の常設展の充実を図るとともに、魅力ある企画展、講座など

を実施します。 

ｂ 県立博物館等の取組を通じ、デジタル技術も活用しながら伝統文化の魅力

を発信します。 

(ｳ) 市町村の取組への支援 
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ａ 伝統文化を総合的に保存・活用・再評価していくための市町村による計画

の作成やその推進を支援します。 

ｂ 学校と地域の博物館などが連携し、子供たちが伝統文化を学び、発信する

市町村の活動を支援します。 

 

エ 施策指標                                

県立博物館等の年間利用者数 

現状値（令和４年度）  ６２７，５０５人 

目標値（令和１０年度） １，０００，０００人 

【指標の定義・選定理由】 

県立博物館等における入館者数、オンラインを含む出前講座参加者数、出張展

示観覧者数などの年間利用者数。 

博物館等は伝統文化の保存と持続的な活用の核となる施設であり、その運営の

成果を示すものであることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

年間利用者数を１００万人にすることを目指し、目標値を設定。 
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１０ 目標Ⅹ スポーツの推進 

(1) 施策２８ スポーツ・レクリエーション活動の推進 

ア 現状と課題                               

スポーツは、ルールのある競技としてのスポーツのほか、仲間との交流を目的

としたレクリエーションも含まれた幅広いものです。 

本県ではラグビーワールドカップ２０１９＊と東京２０２０オリンピック・パラ

リンピック＊が開催されました。アスリートの活躍は、県民の皆様に大きな感動を

与え、スポーツへの関心を高めました。また、大会を通じて、ボランティアが活躍

したほか、パラスポーツへの理解が促進されたことなどにより、共生社会＊の実現

に向けた意識が醸成されました。他方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

より、練習や大会の延期や中止、無観客での試合開催、部活動などでの行動制限

など、思うようにスポーツができない厳しい時期もありました。 

スポーツ実施率の向上のためには、ライフスタイル・ライフステージに合わせ

た多彩なスポーツの機会の充実と基盤づくりが求められます。また、スポーツ観

戦やスポーツボランティア活動をより活発にするためには、魅力あるスポーツ大

会やイベントの開催、スポーツ関連情報の積極的な発信が求められます。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 県民が、それぞれの興味・関心や状況に応じてスポーツに親しむことができ

るよう様々なスポーツ・レクリエーション活動を推進します。 

(ｲ) 県民一人一人がスポーツの価値を享受できるよう、多彩なスポーツの機会を

創出し、積極的な情報発信をします。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) 誰もがスポーツを楽しむことができる機会の充実と基盤づくり 

ａ ｅスポーツ＊やアーバンスポーツ、パラスポーツなど、県民の年齢や性別、

障害の有無にかかわらず、ライフスタイル・ライフステージに対応した様々な

スポーツの機会を提供します。 

ｂ 地域のスポーツ・レクリエーション団体の適切な運営、活動を支援し、ス

ポーツを支える人材の育成や活用を推進します。 

ｃ 多様な媒体・手段によりスポーツイベントやスポーツに関連する情報を提

供します。 
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ｄ 県民の健康増進やアスリートの育成のため、屋内５０ｍ水泳場及びスポー

ツ科学拠点施設の整備を推進します。 

(ｲ) 子供・若者のスポーツ活動の充実 

ａ 主体的・協働的な学習活動を通して、生涯にわたる豊かなスポーツライフを

実現するための資質や能力の育成を図ります。 

ｂ 子供や若者をターゲットとした新しいスポーツを推進します。 

(ｳ) 地域における子供たちの多様な活動の場と機会を提供できる環境の整備（施

策１７、２３、２６にも記載） 

ａ 学校と地域との連携・協働により地域クラブ活動＊の整備・充実を図り、子

供たちが将来にわたって多様な活動ができる環境の整備を進めます。 

ｂ 地域における文化芸術やスポーツの機会を提供する担い手の育成を図りま

す。 

ｃ 地域資源を最大限活用し、文化芸術やスポーツの場と機会の充実を図るた

め、文化芸術団体やスポーツ団体等との連携を推進します。 

(ｴ) パラスポーツの推進 

ａ 障害者のスポーツ実施に関する多様な課題の解決に取り組み、障害者がス

ポーツを「する」、スポーツを「みる」機会を創出します。 

ｂ パラスポーツの裾野の拡大と競技人口の増加を図るため、障害の有無にか

かわらず誰もがパラスポーツを楽しむことができる環境づくりに取り組みま

す。 

 

エ 施策指標                                

週に１回以上スポーツをする成年の県民の割合 

現状値（令和４年度）  ５７．９％ 

目標値（令和１０年度） ６５．０％以上 

【指標の定義・選定理由】 

県政世論調査で「週に１回以上スポーツをする」と回答した成年の県民の割合。 

スポーツを振興する取組の成果を示す数値であることから、この指標を選定。 

【目標値の根拠】 

埼玉県５か年計画における令和８年度の目標値（６５．０％）を踏まえ、目標

値を設定。 
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 (2) 施策２９ 競技スポーツの推進 

ア 現状と課題                               

埼玉県ゆかりの選手のアスリート（パラアスリートを含む。）が、国際大会や国

民体育大会（国民スポーツ大会）などのスポーツ大会に出場し活躍することは、

県民に感動や勇気、夢や希望を与えてくれます。 

県では、スポーツ科学の知見などを積極的に活用し、パラスポーツを含む多様

な競技の競技力向上を図るため、ジュニア期からトップアスリートまで、一貫し

た育成支援体制の充実を目指しています。強化指定選手を対象に、科学的根拠に

基づき年齢や性別に応じた育成プログラムを実施するほか、専門家によるトレー

ニング指導やメンタル指導、栄養学などのサポートを実施しています。 

また、児童生徒を対象に様々な競技を体験する機会を提供し、各競技の裾野拡

大に取り組んでいます。 

今後は、競技団体や部活動、スポーツ少年団等の指導者の科学的根拠に基づい

た指導力強化を図るとともに、各団体における暴力・ハラスメントの根絶やガバ

ナンスの強化等を図ることが必要です。 

 

イ 施策の方向性                              

(ｱ) 適性や競技特性を考慮したアスリートの発掘を行い、その後の育成・強化と

一貫した支援体制を整備・充実させます。 

(ｲ) パラスポーツについては、タレント発掘のための取組が、競技の裾野を広げ、

スポーツを実施する障害者を増やすことにもつながることから、幅広い層への

アプローチが可能となるよう関係団体と連携して取り組みます。 

(ｳ) スポーツ団体の自主的・自律的なガバナンス強化を促し、スポーツ団体の組

織運営の透明化を図ります。 

(ｴ) スポーツが本来有する魅力や社会に対する影響力の強さを意識しつつ、スポー

ツ関係者のコンプライアンス違反や体罰、暴力等の根絶に努め、県民やアスリー

トが安心してスポーツに親しむことができる環境をつくります。 

 

ウ 主な取組                                

(ｱ) スポーツ科学によるアスリート（パラアスリート含む）の競技力向上 

ａ スポーツ科学の知見を生かして、県内アスリートの競技力向上を支援しま

す。 

ｂ スポーツ科学に係る専門家や大学などとの連携を深め、スポーツ科学の専
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門的な知見を活用できる指導者を育成し、本県のアスリートに対する競技力

向上支援を推進します。 

(ｲ) プロ・トップスポーツチーム等と連携した支援の充実 

県内のプロ・トップスポーツチームや本県ゆかりのトップアスリートが有す

る技術やノウハウ・経験を活用した次世代アスリートの育成や競技力の向上に

取り組みます。 

(ｳ) スポーツ・インテグリティ＊及び安全・安心の確保 

ａ 県スポーツ協会、県障害者スポーツ協会等と連携し、競技団体、地域のス

ポーツ団体等に対し、規模や競技志向にかかわらず、それぞれの団体が自主

的・自律的なガバナンス改革を実行できるよう、研修等を実施します 。 

ｂ スポーツに起因する事故を未然に防ぎ、県民誰もが安全に、安心してスポー

ツを楽しめる環境の構築を進めます。 

 

エ 施策指標                                

国際大会における埼玉県ゆかりの選手の８位以上の年間延べ入賞者数 

現状値（令和４年度）  ４６１人 

目標値（令和１０年度） ５００人以上 

【指標の定義・選定理由】 

本県ゆかりの選手やチームが国際大会において８位以上で入賞した人数。対象

は国民体育大会（国民スポーツ大会）正式種目である４１種目とする。 

本県の選手やチームの競技力の向上を示す数値であることから、この指標を選

定。 

【目標値の根拠】 

トップアスリートへの支援を通じ、国際大会における本県ゆかりの選手の入賞

者数５００人以上を確保することを目指し、目標値を設定。 
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１ 社会全体で取り組むための連携・協働 
 第２章で述べた各施策を着実に実施していくためには、学校のみならず、家庭や地

域の住民、大学、企業、ＮＰＯなど様々な主体と教育の意義や方向性を共有し、連携・

協働して取り組んでいくことが重要です。 

 このため、第４期計画は、教育行政の関係者はもとより、教育に関わる全ての人々

が、教育の意義や方向性を共有しながら、これからの埼玉教育の未来を共に描き、創っ

ていくための共通の指針となるよう策定しています。教育を共に担う市町村、学校、

家庭、地域、大学・企業などには、以下のような役割等を期待するとともに、本県とし

ては、それぞれの教育力の結集に力を尽くし、社会全体で本計画を推進していきます。 

(1) 市町村 

市町村は、学校の管理運営や生涯学習機会の提供など、県民に身近な教育行政を

担当しています。 

一方、県は広域自治体としての方針の策定や市町村における教育事業への支援を

行うことなどにより、全県的な教育水準の維持向上に努めています。 

そのような中で、本県では、「埼玉県学力・学習状況調査＊」や「学校応援団＊」、

コミュニティ・スクール＊の推進など、市町村との連携・協力の下、様々な施策を推

進してきました。 

今後、市町村においては、県と連携・協働し、コミュニティ・スクール＊の設置推

進と地域学校協働活動＊の一体的な取組を一層推進し、子供たちの学びや育ちを支え

るとともに、学びを通して地域の住民のつながりを深め、地域の活性化に向けた活

動が推進されることを期待します。 

県としては、市町村の主体性を尊重しつつ、市町村に対する支援や広域調整機能

を果たし、本県全体の教育水準の維持向上に取り組みます。 

 

(2) 学校 

県は、市町村立学校における教育活動が充実するよう、市町村への指導や助言、

援助などを通じて支援しています。県立学校に対しては、設置管理者としてのマネ

ジメント機能を発揮し、必要な指導、助言、情報提供を行います。 

また、各公立学校がそれぞれの役割を最大限に発揮し、主体的な学校運営ができ

るよう、質の高い教育の実現や複雑化・困難化する教育課題の解決などに向け、教

員業務支援員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の支援スタッ

フが、連携・分担し、チームで対応する体制づくりなどを支援しています。 

学校は、子供たちの教育を中心的に担っており、本計画を実効性のあるものとし
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ていく上でも、学校の取組が何よりも重要です。学校には、本計画の基本理念を共

有するとともに、県や市町村などと連携・協力し、地域の実情や児童生徒の実態に

応じて主体的に教育施策に取り組むことを期待します。 

さらに、誰一人取り残されることなく、全ての子供たちが相互に多様性を認め高

め合う教育の実現や、教育ＤＸ＊による教育の質の向上など、新たな課題に積極的に

対応していくことを期待します。 

 

(3) 家庭 

家庭は全ての教育の出発点であり、各家庭が子供の教育に対して第一義的な責任

を有することは「教育基本法」に明記されています。各家庭がその役割をしっかり

と自覚し、子供の基本的な生活習慣や倫理観、自制心や自立心などを育んでいくこ

とが求められています。 

そのためには、学校と家庭が役割分担を明確にした上で相互に連携・協働してい

くことが重要です。 

また、家族形態の変化、価値観やライフスタイルの多様化等により、家庭を取り

巻く環境が変化する中、子育ての悩みや不安を相談できる相手が身近にいないこと

などが指摘されており、親子の育ちを支えていくことは大きな課題です。 

これまで本県では、「親の学習＊」など家庭教育支援のための学習機会を提供する

とともに、子育てや教育について気軽に相談・交流できる場を設けるなど、子育て

を支援してきました。 

今後も、学校と家庭の連携・協働を進めるとともに、家庭の教育力の向上のため

の機会を設けるなど家庭教育支援に取り組みます。 

 

(4) 地域 

地域での日常的なふれあいは、子供を温かく育むとともに、様々な体験を通して

社会性も身に付ける役割を担っています。 

本県では、地域の住民の参画を得て取り組む「学校応援団＊」や放課後子供教室＊

の活動を推進し、学校・家庭・地域が一体となって、子供たちの健やかな育成を図っ

てまいりました。 

今後も、学校・家庭・地域の連携・協働により、地域社会との様々な関わりを通じ

て子供たちが安心して活動できる居場所づくりや、地域全体で子供たちを育む学校づ

くりを推進していく必要があります。 

地域の住民や企業、団体等と、学校の教職員や児童生徒が、相互に意見を出し合

い、学び合うことを通して、地域の将来を担う人材を育成するとともに、学校が地域
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の中で役割を果たす存在となることが期待されます。 

 

(5) 大学・企業・ＮＰＯなど 

本県は首都圏にあり交通網が発達していることから、大学・企業・研究機関が多

く立地しています。本県の教育の質を高める上で、これらの機関との連携・協働は

大変重要です。 

本県ではこれまでも、大学や研究機関と連携したグローバル化に対応する教育の

推進や、企業と連携したキャリア教育＊の実施、大学やＮＰＯなどが連携して実施す

る「子ども大学＊」の推進などを進めてきました。 

また、「埼玉県学力・学習状況調査＊」の分析、県立高等学校における理数教育や

探究活動＊の推進、教職員の研修など、様々な大学と連携して取り組んでいます。 

さらに、埼玉教育の発展を目指して連携を深化するため、大学や経済団体等と包

括的連携協定を締結しています。 

今後、教科等横断的な学習＊やＳＤＧｓ＊の実現に向けた教育などで、児童生徒の

新しい時代に求められる資質・能力を育成するため、大学・企業・研究機関・ＮＰＯ

等と連携した教育の実施や、教育の質の向上に向けた研究・研修等の取組をより一

層推進していきます。 

 

２ 計画の着実な実現 
(1) 施策評価の実施 

本計画に掲げた施策を進めるに当たっては、ＰＤＣＡ＊に基づく政策マネジメント

サイクルを踏まえ、翌年度の具体的な事業を検討することが重要です。 

このため、本計画においては、より効果的・効率的な教育政策の企画・立案などを

行う観点や、県民への説明責任を果たす観点から、客観的な根拠を重視した行政運

営（ＥＢＰＭ＊）にも留意しつつ、施策ごとに分かりやすい指標を設定します。その

指標も参考としながら、毎年度、施策の成果を評価し、公表します。また、各施策の

担当課所等を明確化しつつ、中長期的に対応すべき課題も踏まえながら進捗管理を

行っていきます。 

このような取組を通じて、効果的な教育行政の推進に資するとともに、県民への

説明責任を果たしていきます。 

 

(2) 教育予算の充実・確保 

県民一人一人が豊かな人生を送るとともに、本県が持続的に発展していくために
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は、多様な人々と協働しながら自らの能力・可能性を最大限に伸ばし、生涯にわたっ

て輝き続けられる人材を社会の創り手として育成していくことが求められています。 

教育は、一人一人の未来とともに社会の礎となるものです。すなわち、個人の社

会的自立の基礎を築き、幸福を実現するものであるとともに、その成果は、単に個

人に帰属するのみならず広く社会全体に還元され、社会の維持・発展の原動力とな

ります。 

本県の財政は、今後も厳しい状況が見込まれますが、一人一人の豊かで幸せな人

生のために、また、本県の持続的な発展のために、県民の理解を得ながら、本計画の

実現に必要な予算の充実・確保に努めます。 

また、国に対しても、教育予算の充実・確保のための制度改正なども考えられる

ことから、教育予算の拡充や教職員定数の改善等について積極的に働き掛けます。 
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用語の解説 本編中、＊で記した用語の解説をしています。 

行 用  語 説    明 頁 

あ 

ＩＣＴ 

Information and Communication Technology（情報通信技術）の

略。情報（Information）や通信（Communication）に関する技術

の総称。日本では同様の言葉としてＩＴ（情報技術）があるが、

総務省の「ＩＴ政策大綱」が平成１６年から「ＩＣＴ政策大綱」

に変更されるなど、日本でもＩＣＴという表現が定着しつつある。 

2,15,28,

30,38,41,

42,43,45,

47,56,57,

69,77,80,

84,88,89,

90,92, 

100,101,

102,103,

112 

アナフィラキシー 

アレルギー反応により､じんましんなどの皮膚症状､腹痛や嘔
おう

吐な

どの消化器症状､呼吸困難などの呼吸器症状が､複数同時にかつ急

激に出現した状態のこと。特に血圧が低下して意識の低下や脱力

を来すような場合を､アナフィラキシーショックと呼ぶ。 

63 

新たな教師の学びの

姿 

主体的に学び続ける姿勢、一人一人の教師の個性に即した学びと

対話や振り返りを通じた学び等、社会的変化や教師の研修環境の

変化に対応した、望ましい教師の学びの在り方。 

86,87 

アントレプレナー

シップ 

起業家精神と訳される。起業に限らず、新事業創出や社会課題解

決に向け、新たな価値創造に取り組む姿勢や発想・能力等を指す。 
47,48 

ｅスポーツ 
エレクトロニック・スポーツ（Electronic Sports）の略。コンピュー

タゲーム（ビデオゲーム）をスポーツ競技として捉える際の名称。 
119 

ＥＢＰＭ 
Evidence-based Policy Making の略。客観的なデータ（エビデン

ス）に基づく政策立案。 
126 

イノベーション 

新しいものを生産する、あるいは既存のものを新しい方法で生産

すること。創造的活動による新製品開発、新生産方法の導入、新

マーケットの開拓、組織の改革等が挙げられる。 

47,111 

医療的ケア/医療的

ケア児 

看護師や家族等が日常的に行っている経管栄養注入やたんの吸引

などの医療行為。制度の改正により、医師や看護師以外について

も、一定の研修を受けた者が医師の指示の下に、たんの吸引等の

医療的ケアを実施できることとなった。医療的ケア児とは、日常

的に医療的ケアが必要な子供。 

75,77 

インクルーシブ教育

システム 

障害者が精神的及び身体的な能力などを最大限度まで発達させ、

自由な社会に参加することを可能とするための、障害のある者と

障害のない者が共に学ぶ仕組み。障害のある者が教育制度一般か

ら排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育

の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供さ

れることなどが必要となる。 

27,34,38,

75,76 
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行 用  語 説    明 頁 

あ 
インターンシップ 

産業の現場などで生徒が在学中に自分の学習内容や進路などに関

連した就業体験をすること。 

10,11,34,

69,70,71 

ＡＩ 
Artificial Intelligence の略。人工的な方法による学習、推論、

判断等の知的な機能の実現及び当該機能の活用に関する技術。 
26,47,68 

ＳＤＧｓ 

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。

２０１５年９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された

「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された、

２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。 

１７のゴール・１６９のターゲットから構成され、地球上の「誰

一人取り残さない」ことを誓っている。 

3,45,73,

126 

ＬＧＢＴＱ 

レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュ

アル（両性愛者）、トランスジェンダー（出生時に割り当てられた

性別と自認する性別が異なる人）、クエスチョニング（性のあり方

を決めていない、決められない等の人）など、性的マイノリティ

を表す総称の一つ。 

24,27,34,

59,60,82,

83,84 

親の学習 

家庭の教育力の向上を目指して行われる学習。中学生・高校生対

象の「親になるための学習」と親対象の「親が親として育ち、力

をつけるための学習」がある。 

17,18, 

104,105,

125 

か 

学習指導要領 

文部科学省が定める、各学校で教育課程（カリキュラム）を編成

する際の基準のこと。全国のどの地域で教育を受けても一定の水

準の教育を受けられるよう、各教科などの目標や大まかな教育内

容を定めるものであり、昭和３３年以降、ほぼ１０年ごとに改訂

されている。 

57,60,73,

108 

架け橋期 義務教育開始前後の５歳児から小学校１年生の２年間を指す。 50 

学校応援団 
学校における学習活動、安全確保、環境整備等について、ボラン

ティアとして協力・支援を行う保護者・地域住民による活動組織。 

17,106, 

107,108,

124,125 

学校図書館図書標準 
平成５年（１９９３年）３月に定められた公立義務教育諸学校の

学校図書館に整備すべき蔵書の標準。 
100 

学校におけるメンタ

ルヘルスリテラシー

の向上 

心の不調が急増する思春期の児童生徒と周囲の大人が、正しい知

識を獲得することを指す。具体的には、心の不調に早期に気付く

力やＳＯＳを出せる力を身に付けること、そのＳＯＳを適切に受

け止めること、ＳＯＳを出せない児童生徒へのアプローチ、組織

的な対応へとつなげていくための体制整備などがある。 

57 

学校の活性化・特色

化方針 

県立学校の特色（学校行事や部活動、進路傾向など）や育成方針

をまとめた資料。入学を希望する生徒が自分の特性に合った学校

を選択できること等を目的として、各学校が策定しており、例年、

県ホームページにて公表している。 

95,96 
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学校評価 

「学校教育法」第４２条等を根拠とする評価制度。小学校などは、

「教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結

果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることに

より、その教育水準の向上に努めなければならない」とされてお

り、学校の教職員による評価（自己評価）、保護者など学校関係者

による評価（学校関係者評価）のほか、学校運営に関する外部の

専門家などによる評価（第三者評価）がある。 

91,92 

学校ファーム 

小・中学校に農園を設置し、児童生徒が農業体験活動を通じて、

生命や自然、環境や食物などに対する理解を深めるとともに、情

操や生きる力を身に付けることを狙いとした取組。 

52 

カリキュラム・マネ

ジメント 

各学校において、児童生徒や学校、地域の実態を適切に把握し、

教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な

視点で組み立てていくこと、各学校が教育課程（カリキュラム）

の実施状況を評価してその改善を図っていくこと、各学校におい

て教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を確保するととも

にその改善を図っていくことなどを通して、教育課程に基づき組

織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を図っていくこと。 

41 

ＧＩＧＡスクール構

想 

ＧＩＧＡは Global and Innovation Gateway for All の略。１人

１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する

ことで、特別な支援を必要とする子供を含め、多様な子供たちを

誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・能力が

一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境を実現させる構想。 

2,28 

キャリア教育 

一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基盤となる能力や

態度を育てることを通して、社会の中で自分の役割を果たしなが

ら、自分らしい生き方の実現を促す教育。 

10,34,68,

69,70,76,

77,126 

キャリアパスポート 

自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりするた

め、児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わ

る諸活動を記録・蓄積するもの。 

69 

教育支援センター 

不登校児童生徒に対する支援を行うために、教育委員会及び首長

部局が、教育センター等学校以外の場所や学校の余裕教室等に設

置する機関。「学校に登校する」という結果のみを目標とはしない

ものの、社会的自立に向けて、学校生活への復帰も視野に入れた

支援を行うため、児童生徒の在籍校と連携を取りつつ、個別カウ

ンセリングや少人数グループでの活動、教科指導等を組織的、計

画的に行う組織として設置したもの。 

80,81 
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教育デジタルトラン

スフォーメーション

（教育ＤＸ） 

教育分野におけるデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の

こと。学習モデルの構造等が質的に変革し、新たな価値が創出さ

れる。 

※「デジタルトランスフォーメーション」については、Ｐ１３６

の解説を参照してください。 

32,33, 

125 

教科等横断的な学習 

文系・理系といった枠にとらわれず、各教科等の学びを基盤とし

つつ、様々な情報を活用しながらそれを統合し、課題の発見・解

決に生かしていくための学習。 

31,33,40,

41,42,43,

126 

共生社会 

障害の有無や年齢・性別の違いなど、様々な違いのある人々が、

相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら、共に生きていく

社会。 

29,32,34,

51,59,75,

76,119 

協調学習 

学習者一人一人の多様な考え方を生かす学びの在り方で、学習者

自身が主体的に学びに参加し、話し合い、お互いの関わりの中で

考えを統合して自らの理解を深める学習形態。 

2,31,40,

41 

協働的な学び 

探究的な学習や体験活動等において、他者と協働して活動するこ

と。同一学年・学級の児童生徒同士の学び合いだけでなく、異学

年間の学びや他の学校の児童生徒との学び合い、地域の方々や多

様な専門家との協働なども含む。 

26,31,38,

47,73 

高等技術専門校 

「職業能力開発促進法」に基づき、県が設置している職業能力開

発校の名称。求職者及び在職者を対象に職業訓練を実施しており、

県内に６校１分校ある。高等技術専門校の一施設である職業能力

開発センターでは障害者を対象とした職業訓練も実施している。 

70 

子育ての目安「３つ

のめばえ」 

小学校入学までに子供たちに身に付けてほしいことを、「生活」「他

者との関係」「興味・関心」の視点から、本県が独自に取りまとめ

たもの。 

49,104, 

105 

古典の日 

平成２４年（２０１２年）９月に「古典の日に関する法律」が公

布・施行され、国民の間に広く古典についての関心と理解を深め

るようにするため、１１月１日が古典の日として定められた。古

典の日の日付は、「紫式部日記」によって源氏物語の存在が確認で

きる最古の日付である寛弘５年（１００８年）１１月１日に由来。 

114 

子ども・子育て支援

制度 

平成２４年８月に成立した「子供・子育て支援法」などの子ども・

子育て関連３法に基づく制度のこと。保護者が子育てについての

第一義的責任を有するという基本的認識の下に、幼児期の学校教

育・保育、地域の子供・子育て支援を総合的に推進するもの。 

49 
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子ども大学 

地域の大学やＮＰＯ、青年会議所などが連携して子供（小学校４

～６年生）の知的好奇心を刺激する学びの機会を提供するもの。

ものごとの原理やしくみを追求する「はてな学」、地域を知り郷土

を愛する心を育てる「ふるさと学」、自分を見つめ人生や将来につ

いて考える「生き方学」の３分野の講義を基本に、学校とは一味

違った課題を取り上げて、大学教授や地域の専門家が教えるもの。 

110,126 

個別最適な学び（学

びの個別最適化） 

目標達成に向けて、個々の児童生徒に応じて異なる方法等で学習

を進めることや個々の児童生徒の興味・関心等に応じて、学習を

深め、広げる学び。 

26,31,32,

38,47,100 

コミュニティ・スクー

ル 

学校運営協議会を設置している学校。学校運営協議会は、育てた

い子供像、目指すべき教育のビジョンを保護者や地域と共有し、

目標の実現に向けて共に協働していく仕組み。 

17,18,92,

93,107, 

108,109,

124 

コロナ禍 新型コロナウイルス感染症が招いた災難や危機的状況。 

2,6,10, 

12,17,33,

51,62 

さ 

埼玉県学力・学習状

況調査 

本県の子供たちの学力や学習状況を把握するための調査で、小学

校４年生から中学校３年生までを対象としたもの。学習内容の定

着度や一人一人の学力の伸びを把握することで、教育施策や指導

の改善を図る。この調査では、学力のほか、自己効力感、自制心、

勤勉性、やりぬく力、向社会性の非認知能力についても調査をし

ている。 

2,4,5,7,

15,26,31,

33,37,39,

45,52,88,

124,126 

埼玉県家庭教育アド

バイザー 

県が実施する家庭教育支援や子育て支援に関する研修を修了し、「親

の学習」の指導者として県に登録している者。 

17,18, 

104,105 

埼玉県産業教育フェ

ア 

職業教育を主とする専門高校等（農業・工業・商業・家庭・看護・

福祉）の日頃の学習成果の発表と県民との交流を通じて産業教育

についての関心と理解を高めることを目的とした催し。産業界、

高等教育機関などとの連携を更に深め、生徒・教員の技術力、創

造性や課題解決能力の向上を図る学習の機会である。 

69 

彩の国かがやき教師

塾 

大学生の早い段階から、学校現場で体験を積むことによって、教

職に対する意欲を高めるとともに、将来の埼玉教育の中核的な立

場として活躍できる教員の基礎となる資質を育成する事業。教職

の魅力を知り学校ボランティアを通して体験的に学ぶベーシック

コースと、学校体験実習や講演・講義・演習、体験活動を通して

教員として必要な資質を培い実践的に学ぶマスターコースがある。 

15 

彩の国教育の日・彩

の国教育週間 

県民の教育に対する関心と理解を深めるとともに、学校・家庭・

地域の連携の下、県民が一体となって教育に関する取組を推進す

る契機となるよう定めた日及び週間。１１月１日が「彩の国教育

の日」、１１月１日から７日までが「彩の国教育週間」。 

106,107 
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彩の国の道徳 

児童生徒の豊かな心を育むために、平成２１年度（２００９年度）

に県独自の道徳教育教材資料集として作成したもの。全５種類で

小学校版３種（低・中・高学年）、中学校版、高等学校版がある。

平成２４年（２０１２年）３月には東日本大震災を題材とした道

徳教育指導資料集「彩の国の道徳『心の絆』」を作成した。令和４

年（２０２２年）３月には情報モラルをはじめ、子供たちが直面

する現代的な課題や社会的な問題が題材の教材集「彩の国の道徳

『未来に生きる」を作成した。 

53 

サイバーセキュリ

ティ 

電磁気的方式により記録され、又は発信され、伝送され、若しく

は受信される情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情

報の安全管理のために必要な措置並びに情報システム及び情報通

信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置が

講じられ、その状態が適切に維持管理されていること。 

33 

支援籍 

障害のある児童生徒が在籍する学校又は学級以外で、必要な学習

活動を行うために置く本県独自の学籍。例えば、特別支援学校に

在籍する児童生徒が居住地の小・中学校に「支援籍」を置くこと

により、同じ学校のクラスメイトとして一定程度の学習活動を行

うことができる。 

75,76 

時間外在校等時間 

教師など教育職員が校内に在校している時間及び校外での勤務の

時間を合算し、そこから休憩時間等を除いたものを在校等時間と

し、在校等時間から正規の勤務時間を引いたもの。 

25 

事件事故発生マップ 

過去に県内で発生した交通事故や子供を狙った不審者情報などの

発生地点を、ホームページ上において学校名などの目標物から検

索、確認することができるもの。 

98 

持続可能な社会 

「環境｣｢経済｣｢人間社会」のバランスが取れた社会。すなわち、

有限な地球環境の中で、環境負荷を最小にとどめ、資源の循環を

図りながら、地球生態系を維持できる社会のこと。 

25,40,72,

95 

児童虐待 

保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童（１８

歳に満たない者）を現に監護する者をいう。）がその監護する児童

に対し、殴る、蹴るなどの身体的虐待、性的虐待、衣食住の世話

を行わないなどのネグレクト（養育放棄）及び心理的虐待を行う

こと。 

59,60 

社会的包摂 
社会的に弱い立場にある人々を含め、誰一人取り残されず、全て

の人が地域社会に参加し、共に生きていくことを目指す考え方。 
27,32 

主権者教育 

政治の仕組みについて必要な知識の習得のみならず、主権者とし

て社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜

く力や地域の課題解決を社会の構成員の一員として主体的に担う

力を育む教育。 

34,72,73 
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主体的・対話的で深

い学び 

「主体的な学び」とは、学ぶことに興味や関心を持ち、見通しを

持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につな

げること。「対話的な学び」とは、協働、対話、考えること等を通

じ、自己の考えを広げ深めること。「深い学び」とは、知識を相互

に関連付けてより深く理解したり、問題を見いだして解決策を考

えたりすること等に向かうこと。 

2,4,5,15,

33,40,42,

43,47,89,

90,101 

小１プロブレム 

自制心や耐性、規範意識が十分に育っていないことから学校生活

に適応できず、小学校１年生などの教室において、学習に集中で

きない、教員の話が聞けずに授業が成立しないなどの状況が見ら

れること。 

49 

情報活用能力 

学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切

に用いて情報を得たり、情報を整理・比較したり、得られた情報

を分かりやすく発信・伝達したり、必要に応じて保存・共有した

りといったことができる力。このような学習活動を遂行する上で

必要となる情報手段の基本的な操作の習得や、プログラミング的

思考、情報モラル、情報セキュリティ、統計等に関する資質・能

力等も含む。 

40,41,42,

47,100, 

101 

職業教育 
一定又は特定の職業に従事するために必要な知識、技能や態度を

育てる教育。 

10,34,68,

69,76,77,

93 

人事評価制度 

年度当初に教職員自らが掲げた目標についての達成状況及び職務

遂行の過程で発揮された能力や執務姿勢を総合的に評価し、資質・

能力の向上を図る仕組み。 

86,87,88 

人生１００年時代 

ロンドン・ビジネス・スクールの教授が著書の中で提唱した言葉。

寿命の長期化によって先進国の２００７年（平成１９年）生まれ

の２人に１人が１０３歳まで生きる「人生１００年時代」が到来

するとされている。 

28,31, 

110 

スクールガード・リー

ダー 

学校などを巡回し､学校安全体制及び学校安全ボランティアの活動

に対して専門的な指導を行う者。 
98 

スポーツ・インテグ

リティ 

スポーツにおける誠実性・健全性・高潔性のこと。スポーツが八

百長・違法賭博、ガバナンス欠如、暴力、ハラスメント、ドーピ

ング等の様々な脅威により欠けるところなく、価値ある高潔な状

態にあることを指す。 

35,122 

生活習慣病 

食事や運動・喫煙・飲酒・ストレス等の生活習慣が深く関与し、

発症の原因となる疾患の総称。がん・脳血管疾患・心疾患、更に

脳血管疾患や心疾患の危険因子となる動脈硬化症・糖尿病・高血

圧症・脂質異常症等はいずれも生活習慣病であるとされている。 

63 
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生成ＡＩ 

あらかじめ膨大な量の情報から深層学習によって構築した大規模

言語モデル（LLM（Large Language Models））に基づき、ある単語

や文章の次に来る単語や文章を推測し、「統計的にそれらしい応答」

を生成するもの。 

33 

ＣＥＦＲ 

Common European Framework of Reference for Languages: 

Learning, teaching, assessment（外国語の学習、教授、評価の

ためのヨーロッパ共通参照枠）の略。語学シラバスやカリキュラ

ムの手引きの作成、学習指導教材の編集、外国語運用能力の評価

のために、透明性が高く、分かりやすい、包括的な基盤を提供す

るものとして、２００１年に欧州評議会が発表した。 

46 

全国学力・学習状況

調査 

文部科学省が実施する、全国的に子供たちの学力・学習状況を把

握するための調査で、小学校６年生及び中学校３年生を対象とし

たもの。 

5,38,39,

62,64,70 

総合型地域スポーツ

クラブ 

学校体育施設や公共体育施設などを拠点とし、多種目・多世代・

多志向で構成し、地域住民が主体となって運営する形態のスポー

ツクラブ。 

21 

相対的貧困 

一定基準（貧困線）を下回る等価可処分所得しか得ていない者。

貧困線とは、等価可処分所得（世帯の可処分所得（収入から税金・

社会保険料等を除いたいわゆる手取り収入）を世帯人員の平方根

で割って調整した所得）の中央値の半分の額。 

23 

た 

多様な働き方実践企

業 

従業員の仕事と生活の両立を支援するため、短時間勤務やフレッ

クスタイムなど柔軟な働き方を実践することで、男女が共に生き

生きと働き続けられる環境づくりを行っている企業のこと。埼玉

県が認定を行っている。 

105 

多様な学びの場 
通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といっ

た様々な学びの場。 

12,27,34,

75,76 

探究活動 

自分で課題を見付け、目的に応じて情報を収集し、その整理・分

析を行い、まとめ・表現したり、コミュニケーションを図ったり、

振り返ったりすること。 

41,42,43,

48,126 

地域学校協働活動 

地域の高齢者、成人、学生、保護者、ＰＴＡ、ＮＰＯ、民間企業、

団体・機関等の幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子供

たちの学びや成長を支えるとともに、「学校を核とした地域づくり」

を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働し

て行う様々な活動。 

17,28,92,

106,107,

124 

地域クラブ活動 
地域の運営団体・実施主体による地域スポーツクラブ活動及び地

域文化クラブ活動。 

53,66,93,

108,115,

120 
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地域子育て支援拠点 

子育て中の孤立感、負担感を緩和するため、子育て親子の交流促

進、育児不安に対する相談指導及び情報提供など、子育てに関す

る様々な援助活動を行う拠点。 

17,50, 

105 

地域若者サポートス

テーション 

働くことに悩みを抱えている１５歳から４９歳までを対象に、キャ

リア・コンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケーショ

ン訓練などによるステップアップ、協力企業への就労体験などに

より、就労に向けた支援を行っている。 

80 

超スマート社会 

（Society 5.0） 

サイバー空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシス

テムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する人間中心の

社会。 

2,26,30,

47 

通級による指導 

小・中学校等の通常の学級に在籍し、言語障害、自閉症、情緒障

害、弱視、難聴、ＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障

害）などのある比較的障害の程度が軽度である児童生徒を対象と

して、特別の教育課程を編成し、主として各教科などの指導を通

常の学級で行いながら、障害に基づく学習上又は生活上の困難の

改善・克服に必要な特別の指導を特別の指導の場（通級指導教室）

で行う教育形態。 

24,75,76 

データサイエンス 

統計学、数学、コンピュータ科学などを利用し、大量のデータか

ら意味のある情報や規則性、関連性などを導き出す手法を研究す

る学問分野 

41,48 

デジタイゼーション 

デジタル化と略されるが、紙など手作業等で行っていたことをデ

ジタル技術に置き換えて、効率化を図ったり、生産性を向上させ

たりすること。 

32 

デジタライゼーショ

ン 

デジタル技術を使って、ビジネスモデルを変革したり新たな仕組

みを創出したりすること。 
32,100 

デジタルデバイド 
インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利

用できない者との間に生じる格差のこと。 
33,112 

デジタルトランス 

フォーメーション 

（ＤＸ) 

デジタル（Digital）と変革を意味するトランスフォーメーション

（Transformation）により作られた造語。様々なモノやサービス

がデジタル化により便利になったり、効率化されたりし、その結

果デジタル技術が社会に浸透することで、それまでには実現でき

なかった新たなサービスや価値が生まれる社会やサービスの変革

を意味する。 

24,26,32,

33,95 

デジタルリテラシー 

デジタル技術を用いて安全かつ適切に情報にアクセスしたり、情

報を管理、理解、統合、伝達、評価、作成したりする能力。コン

ピュータ・リテラシー、ＩＣＴリテラシー、情報リテラシー、メ

ディア・リテラシーなど各種の能力を含む。 

33 

テレワーク 
Tele（離れて）と Work（仕事）を組み合わせた造語。情報通信技

術を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方。 
23,77,93 



   参考資料  

 

- 137 - 

 

行 用  語 説    明 頁 

た 

東京２０２０オリン

ピック・パラリンピッ

ク 

２０２１年夏季に開催されたオリンピック・パラリンピック大会。

オリンピックは２０２１年７月２３日〜８月８日の日程で、パラ

リンピックは２０２１年８月２４日〜９月５日の日程で開催され

た。埼玉県でもオリンピック４競技（バスケットボール、サッカー、

ゴルフ、射撃）とパラリンピック１競技（射撃）が開催された。 

21,119 

統合型校務支援シス

テム 

児童生徒の学習・出欠席・成績管理、通知表・指導要録作成等の

多岐にわたる機能を持つ、学校における広く「校務」と呼ばれる

業務全般を実施するために必要となる機能を持つシステム。 

101,103 

な 

認定こども園 

幼児教育、保育、地域子育て支援を一体的に提供する施設。幼稚

園と保育所の両方の機能を併せ持つため、親が働いている、いな

いにかかわらず利用できる。 

49,50, 

104,105 

は 

働き方改革 
働く人々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で

選択できるようにするための改革。 

25,28,91,

92,93, 

103 

発達支持的生徒指導 

特定の課題を意識することなく、全ての児童生徒を対象に、児童

生徒の発達の過程を学校や教職員が支えていくという視点に立っ

て進められる生徒指導。 

33,56,57 

発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害

（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）その他これに類する脳

機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの

として法令で定めるもの。 

75,76 

ＰＤＣＡ 
企画（Plan）→実施（Do）→評価（Check）→改善（Action）の４

段階を繰り返すマネジメントサイクルのこと。 
126 

非認知能力 

認知能力ではない能力全般。本県の調査では、自己効力感（自分

への自信、自己肯定力など）、自制心（イライラしない、心の平静

を保てるなど）、勤勉性（やるべきことをやるなど）、やりぬく力

（粘り強い、根気があるなど）、向社会性（相手の気持ちを考える、

親切にするなど）のこと。 

5 

ふれあいデー 

教職員のワーク・ライフ・バランスに取り組むため、原則とし

て部活動も休養日とするなど、教職員の定時退勤を促す日。平

成２７年度からさいたま市を除く県内全ての公立学校で、原則

として毎月２１日に実施している。 

92 

プログラミング的思

考 

自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの

組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのよ

うに組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善し

ていけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理

的に考えていく力 

42 

保育所保育指針 
こども家庭庁が示す、保育所における保育の内容に関する事項及

びこれに関連する運営に関する事項を定めた指針。 
49 
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放課後子供教室 

全ての子供を対象として、放課後や週末等に小学校の余裕教室等

を活用し、地域住民の参画を得て、勉強やスポーツ・文化活動、

地域住民との交流活動等を行うもの。 

17,106, 

107,125 

放課後児童クラブ 
保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生に対し、授業の

終了後に提供される適切な遊び及び生活の場。 
107 

ポストコロナ 
世界的な新型コロナウイルス感染症の感染拡大を境に価値観や行

動様式の転換が起き、社会に定着する期間。 
17,24 

ま 
学びの多様化学校 

（いわゆる不登校特

例校） 

不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育

を実施する学校として、文部科学大臣の指定を受けた学校のこと。

従来は「不登校特例校」の名称を使用していたが、令和５年８月

より「学びの多様化学校」の名称を使用することとなった。 

80 

や 

ヤングケアラー 

高齢、身体上、精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする

親族、友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常

生活上の世話その他の援助を行っている１８歳未満の者。 

12,24,27,

34,82,83 

幼稚園教育要領 
文部科学省が示す、幼稚園における教育課程その他の保育内容に

ついての基準。 
49 

幼保連携型認定こど

も園教育・保育要領 

内閣府・文部科学省・厚生労働省が示す、幼保連携型認定こども

園の教育課程その他の教育及び保育の内容についての基準。 
49 

ら 
ラグビーワールド

カップ２０１９ 

２０１９年に日本国内で開催された第９回ラグビーワールドカッ

プ。大会は２０１９年９月２０日～１１月２日の日程で、熊谷ラ

グビー場を含む全国１２の会場で開催された。 

21,119 

リカレント教育 

職業人を中心とした社会人に対して学校教育の修了後、一旦社会

に出た後に行われる教育。再就職や職業能力の向上を目的に学ぶ

場合に限らず、心の豊かさや生きがいのために学ぶ場合、学校以

外の場で学ぶ場合も含めた広い意味で使われている。 

31,110 
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